


損保業界の防災事業

地域キャンペーン

損害保険業界では、火災予防や交通事故防止など

防災活動をいろいろな形で、行っております。

防災展を中心とする地域キャンペーンもそのひと

つです。今年は東京で行われ、 3月初日～ 4月4

日新宿の京王百貨店でホ「安全」きょう ・あした、、

のスローガンのもとに、東京総合防災展が聞かれ

ました。会期中の来場者

は6万人を超え、また、

2日目には常陸宮ご夫婦

のご観覧をいただくなど、

盛況のうちに終了いたし

ました。
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安永 8年の桜島噴火

桜島は、和銅元年（ 708 ）から現

在まで数十回の噴火記録がある 日本

で最も代表的な活火山である。岩質

は安山岩で、噴火は激しい爆発型で

あるが、溶岩流もよく出す。

安永 8年（ 1779）の噴火は、文明

3-8年（1471～ 76）・大正3年（ 1914) 

いわれている。この時は、付近の海

底からも噴火して、燃島をはじめ数

個の新島カミできた。噴火によ る津波

も発生し て、死者 153名を出し、桜

3大噴火の｜っとの噴火と並んで、
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島の数ある噴火災害の中でも最も被

害の大きなものだった。

最近では、昭和30年｜｜月 から爆発

型噴火を始め、 24年後の現在でも、

なお激しい爆発を続けており、記録イ
布
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されている主な爆発だけでも三千数

百四を数えている。

彰）（気象庁地震観測所 ・諏訪
． 

この絵の作者木下塗雲は、長崎の
レ~.，、

南画家であり、土佐絵もよくしたと

いわれる。彼力、生まれたのは、1802

年（享和 2年）、安永の桜島噴火から

23年後である。

鹿児島に来た逸雲が、桜島を見、

人々の話を聞き、噴火の模様を想像

して書いたものである。 （編集部）
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防災言

安全で快適な交通の探求

我が国の交通事故による犠牲者の数は、遂年減

少の一途をたどっており、我々の悲願ともいうべ

き交通事故減少傾向の定着化は、幾つかの不安定

要因を感じさせながらも、着実に現実のものとな

りつつあり、まことに喜ばしいことである。特に

昨年は、一時増勢に転ずるかに見えた傾向も、道

路交通法の改正とこの改正の趣旨にのっとった積

極的な施策の推進が実を結び、今年に入っても、

確実な足どりで減少を続けている実情である。こ

うした実績が裏付けてくれるように、古くからい

われている交通安全対策の基本である 3E (Ed-

ucation, Enforcement, Engineering）を、工夫に

工夫を加えて怠りなく推進していけば、間違いな

く交通の安全水準を向上させていくことができる

ように思われる。

こうして、安全の問題について、曲がりなりに

もある種の見通しが得られてくるにつれて、そろ

そろ快適性の問題が、いろいろな形において言わ

れ出している。

安全と快適は、その実現方法において、一見相

反するもののようにも思われるが、よく考えてみ

ると、交通の場合には、互いに持ちつ持たれつの

関係にあるのではなかろうか。交通事故減少傾向

の著しい東京の交通の流れを見て特に感ずること

7

－
長

制

－
J

通

築

博
詰

J
『
｜
リ
l

究

本

Z
祭

岡
哨

は、きちんと整備され、入念にわかりやすく道路

標示の描かれた道路の上を、流れをできるだけ乱

さないように工夫された多くの信号機群にコント

ロールされて、整然と流れている車の流れ、歩行

者の流れ。そこには一慢の芸術性さえ感じられ、

この姿こそ安全な交通を本物たらしめている第一

の理由ではないかということである。

「円滑よりもまず安全を」。交通戦争が特にひど

かったころには、よくこう言われたものであるが、

考えてみると、円滑な交通の流れは運転者や歩行

者などの心を落ち着かせ、安定した交通流の形成

に結び付き、これこそ、真の意味での安全な交通

を作りあげる原動力となっているように思われる。

円滑な交通は、快適性の第一歩であると思われ

るが、こうして、いろいろな快適性向上の方策が

進められるとともに、 他方では、資金問題 ・環境

問題・エネルギ一問題など各種の制約条件がある

ことも、交通する人々が充分に認識し、必要やむ

を得ない各種のルールはきちんと守って交通の場

を利用していく。これがまた、安全のレベルを一

層向上させていく、安全で’快適な交通の姿の 1つ

の理想像をここに見るような思いがするのである。

それにつけても、 一昨年我が国を訪れた OEC 

D環境委員会の 「環境対策に快適性の考慮、を」と

いう意見を改めて思い出す次第である。
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ゴルファーの震死 ；

倉嶋厚

近年の気象災害の特徴として「ゲリラ災害」

という点を挙げることができる。ゲリラ災害

と表現する内容は、その生起の突発性、意外

性、局地 ・小規模 ・激じん性、同時群発性な

どである。ゲリラ災害の代表例としては、集

中豪雨による崖崩れがある。建設省の統計に

よれば、！主崩れの崩壊の高さも幅も平均する

と10～19m程度で、崩土の到達距離は崖下か

ら10m程度である。むろん、これよりも大規

模なものもあるが、大洪水や大きな高槻l災害

に比べると、 きわめて「ゲリラ的」である。高

潮や洪水の防災作戦の場合は、堤防を巡る水

防活動が戦線であり、市民の生活は「銃後」に

ある。しかし「ゲリラ再現」は、まさにその市民

生活のなかに突発するのが特徴であり、そこ

で「生死」を分けるのは、「ゲリラ」に対する個

々の市民の正しい認識と自衛の有無である。

6 

「ゲリラ」との遭遇率は市民の生活圏が拡大

するにつれて増大する。たとえば、昭和46年

の台風第25号による千葉県の死者56人は、す

べて崖崩れによるものであったが、 この時の

県内の崖崩れの箇所は7.800、家屋被害を伴っ

たのは680か所で、その比率は11:1で、あっfこ。

この数字は、この地方に住宅区域が広がれば、

崖崩れによる家屋被害が一層増大する可能性

のあることを示している。

市民の生活圏の拡大の lつに、レジャーの

行動圏の拡大がある。それに伴って、行楽の

人の「ゲリラ被災」が増大しており 、たとえば

昭和43年の 7号台風のときの崖崩れによる飛

騨川へのパスの転落（死者104人）などがある。

近年の風水害の写真には、大抵土砂に埋まっ

た乗用車が写っている。アメリカのトルネー

ド災害でも、この傾向がみられ、昭和40年4

月の復活祭の直前の日曜日に起こったパルム・

サンデー ・トルネードは死者271人という惨事

を引き起こしたが、死者の多くはトレイラー

の中にいたり野外で直撃を受けたりした。な

お、この災害を契機に、時のジョンソン大統

領は国民災害警報計画を公布し、アメリカの

気象局はレーダー観測網を拡充し、 VH F放

送による防災機関および市民向けの常時気象
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放送網を持ったのであった。また、i5:着の学

術I誌によれば、アメリカでも、集中豪雨によ

る土石流が「殺人天気（stormyweather kill-

er）」のナンバーワンになってきたが、その背

景と してレジャ一人口の増大とレジャー圏の

拡大が挙げられている。

災害が「ゲリラ的」な点では雷災も典究l的で

あるが、こ こでも 「ゲリラ的なレジャー災害」

が目立っている。筆者は数年前に、気象要！覧・

気象年鑑 ・新聞の切り抜きなどから、 雷によ

る人身事故の態様を調べたが、レジャー中の

事故が年ごとに増大していることがはっきり

と認められた。特に昭和48年には屋外の震死

者 （電撃による死者は、古くから震死者と呼

ばれており、広辞苑にも この言葉は載ってい

る。ただし近年はこの用語は一般的でない。）

は17人を数えたが、このうち 10人はゴルファ

ーであった。平たんな芝生で金属製の道具を

持っているゴルファーは、落雷の目標物とな

りやすいのである。前の高松地方気象台長の

越智さんの調査によると、落雷は雨が降り出

す前に多く、強い雨が降り始めると、かえっ

て少なくなっている。また、群馬 ・埼玉 ・茨

城の夏の雷災について調査した佐竹元輔氏も、

落雷は雷鳴の最盛期よりも初雷または終雷時

に多く、雨の｜海り始めまたはこやみのときに

多いことを指摘している。「首雲が近付いてい

るらしいが、まだ余裕がありそうだ」と思っ

ていると 、いきなりピカッ ・ゴロとやられる

ことが多いのである。ゴルフ場内の大きな木

は一種の避雷針の役目をするから、その下に

行けば安全と考えがちだが、アメリカの統計

によれば、 震死の最も多いのは樹木の下に避

難した場合で、そのような例の 3分の lはゴ

ルファーであったという。避雷針は導雷針一

電気の通路ーであリ、あまり近付くのは危険

なのである。結局、木の恨疋から、木の高さ

ほど離れた所で、日本式トイレで大きな用を

足しているかっこうでかがんでいるのが相対

的に安全といわれている。 もっとも首は気ま

ぐれ者で、避雷針が近くにあるのに、それよ

りも｛丘い戸斤へ落ちることもある。ニューヨー

クのエンパイヤ ・ステート ・ビルは 1年間に平

均23回ほど雷が落ちるが、ビルのl頁上から 15

mほど下に落雷したことがある。結局、トイ

レにいるときのような惨めな姿で悶のなかで

おびえる前に、早目に引き場げるのが、ゲリ

ラ時代の市民の心得といえよう。また、ゴル

フ場の経営者も適当な避隊所を作ったり、雷

雨時に芝生にいる人々を安全な場所に収容す

7 
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るための手段を一層充分に講じておく必要が

あろう。

自動車（オープン ・カーは別）や鉄筋コンク

リートの建物の中は、落雷に対して安全度は

高い。 もっとも、運転中に落雷して、びっく

りしてハンドルを切り損なうことがあるから、

大雷雨の時は地崩れの起こりそうもない所ヘ

止めて、雷同の通り過ぎるのを待つのがよさ

そうである。

：雷から電気を守る

星野聴史 ； 
＊京1正力側配';It部

雷は雄大な壮絶な自然現象の一つである。

自然現象で脅威なものは外にもある。台風が

ある。地震がある。恐ろしいものである。しか

し、これらは眺めて絵にはならぬ。雷はそこ

へいくと描けば絵にもなる。写真にも 煉れ

る。時には美しくさえも見える。 そこに風物

詩といわれるゆえんがあるのであろう。この雷

8 

様が何をかくそう大自然界に起きる電気の放

電現象なのである。だから、表題の 「首から

電気を守る」は 「電気から電気を守る」とい

うことなのであり変な気がしてくるが、本当

だからしょうが；ない。

その発生のメカニズムは神秘的ですらある。

あの夏空特有の上昇気流によって生ずる積乱

雲 （入道雲）の威力によって起こされるもの

が、代表的なものとしてよく知られているが、

その外に、暖かい空気が冷たい空気を押しの

ける温ll差前械部や、台風などのような強い低

気圧の渦によっても発生し、これらは前線首

とか渦雷などと呼ばれている。

夜の稲妻を見る度に自然の営みの底力とい

うものを強烈に感じさせられ、その力に魅せ

られ何もかも忘れて現象に見とれていたい感

慨につつまれそうになることもある。しかし、

今の私にはそれは無理なのである。すくに

「配電線に被害はないかな」「停電にならなけ

ればよいがな」という心配が先立つ。

「雷が落ちる」ということは雷雲の電圧が

非常に高くなり、大気の絶縁が破壊され、地

表上のある箇所に放電することである。田畑

で働く人、登山中の人、ゴルファーなど、不

幸にもこれらの犠牲になった事例も少なくな
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い。この様に、雷の放電が直接配電線を襲う

ケースを直撃雷と呼んでいるが、この場合、

被害を免れることはできない。しかし、配電

線の被害はこの直撃雷によるものより、むし

ろ、線路以外の所に放電することによって生

ずる誘導雷による場合が多い。すなわち、配

電線の上空に雷雲が接近すると、雷雲と反対

極性の電荷が大地から配電線に吸い上げられ

てたまる。そこで配電線の近くにある樹木そ

の他に放電が起きると 、電線内に吸い上げら

れ雷雲の電荷により引っ張られていた電荷が、

拘束者がなくなったため電線の上を自由に移

動する。この時高い電圧を生ずることから誘

導雷と呼んでいる。雷の落し子のようなもの

で、時には10万ボルトを超す時もあり、こん

な時には配電線はまともではとても太刀打ち

できない。

しかしながら、雷の発生の都度、被害に甘

んずることはできない。社会生活のあらゆる

面で電気に依存している現代社会において、

許されることではない。そこで、耐雷設備の

強化。雷雲接近の予知と被害発生時のいち早

い復旧の両面からの対応策を講じている。雷

は局地的に集中して発生しやすいので、比較

的短時間のうちに多数の配電線が被害を受け

ることが多い。襲雷中は危険なため、事故点

の捜査復旧ができないので、普段の事故停電

と違い復旧に時間がかかるので、それだけ多

数の手が要るわけであり、予知は非常に大切

である。

雷害から設備を守る方法としては、架空地

椋と避雷器の施設がある。配電線の上部に接

地した電線を張り 、誘導雷の電圧をできるだ

け低いものとする役目を果たしているのが架

空地線で、それでもなお高い電圧を生じた場

合、開閉器や変圧器などに被害が生ずるので、

重要な機器には避雷器を付けて雷の異常電圧

だけを大地に逃がしてやる。この様な重装備に

より被害は昔に比べ相当に減少しているが、

まだまだ雷との闘いは果てしなく難しい。

そこで、「ならば、被害を受けたらできるだ

け早く直す」の構えがどうしても必要となる。

このため東京電力では、本社の屋上に地上200

mという高いレーダー塔を建て関東一円半径

200kmぐらいの地域に生ずる雷雲をキャッチし、

コンビュータで自動的に解析して、どの地域

にどの程度の雷が来そうかを刻々把握して、

約200か所の営業所や工務所の表示装置に同

時に写し出されるようになっているので、各

現場では一目でわかり、事前の準備体制を確

9 
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立できるようにしている、被害が大きいとき

は何十人もの作業員が一晩寝ずに復旧に従事

することもある。設備がいろいろの面で強化

された現在でも、なお人海戦術を要する一面

がここにある。

雷による被害は、高電圧が線路内を伝ばし

て行く過程で絶縁の弱いところに生ずる。一

番怖いのは、電線が瞬時に切断されることで

ある。昔は電線が裸線で、風により樹木が触

れたり物が飛来して停電することが非常に多

く、また、建築現場などで作業員が感電する

ことがあったりしたため、今では高い絶縁性

のある被覆電線に張り替えた。これにより普

段の事故は15年前の約 1割と著しい減少をみ

ているが、絶縁性が高いが故に切れて地上に

落ちても、大地に流れる異常電流がきわめて

小さ く、在来の検出装置でも検出できず、変

電所で送電を自動的にストップすることが難

しいこともある。したがって、断線して落ち

ている電線には絶体に触らないように、会社

としても小中学校を通じた PRなどに力を入

れている。東京電力ではこの課題解決に取り

組んできた結果、全く新しい断線検出装置を

開発実用化し、今夏までには大方の路線にこ

れの取り付けを完了させるよう突貫作業を続

10 

けている。

人工の電力設備と自然の電気「雷」との闘い

はまだまだ続く。雷のエネルギーはとてつも

なく大きい。が、それは瞬時的なエネルギー

であり蓄干責して使うことはできない。したが

って、早く雷雲の人工消滅法が実現化しない

ものかと真夏の夜の夢ならぬ夢を抱き、この

夏の雷の少なからんことを祈っている。

天井裏の

かみなり小僧

安藤隆夫 ： 

私が東京の西郊の小平に移り住んだのは、

もう十数年の前になる。西には秩父の連山か

ら箱根の山影まで見渡せ、特に冬の朝などは

雪白の富士が、ケヤキの林のすぐ後ろに秀麗

な姿を見せてくれた。都心まで 1時間半ばか

かる通勤の苦労を忍べば、夏は涼しくスモッ

グもかからず、東京としては恵まれた環境と

いえた。
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ただ、夏は夕方近く秩父の武甲山付近から

立ち上ったカナトコ雲が、空一杯に シラス雲

をなびかせると思う間もなく、遠雷の響きと

ともに一陣の風を伴ってやってくる雷のひど

さにはびっくりした。まだ小学校だった子供

たちは、戸を立てて蚊帳をつり、ふとんに潜

り込んで息を殺している。飼い犬は雷の一声

に飛び上がって、部屋に逃げ込んでくる始末。

雷は空中電気のショ ー ト現象とわかってい

ても、頭上でパリパリと鳴ったかと思うと、

パーンと近くの電柱に火柱が立つ、同時に付

近は停電となり、その閣を載るように青白い

稲光が走ると、思わず首をすくめて逃げ腰に

なる。

雷の怖さというものを、この土地へきて初

めて知ったような気がした。

それにしても、昔の人はどんな恐怖感を持

ってこの雷鳴 ・稲妻を見ていたのだろう。音

の「鳴る神」としか例えようはなかったろう。

木の下などに難を避けようとして、かえって

落雷に打たれたことも多く、それはさらに生

命を奪われるかもしれないという脅迫感に人

を追いやったことと思う。

中国から怖いものは鬼という思想が入って

くると、まず雷は鬼と結び付いた。風も鬼と

結び付いた。そして、雷神 ・風神の具象化さ

れた姿が形造られた。運慶の作と伝えられ

る三十三間堂 （蓮華王院本堂）の雷神 ・風神

などは最も代表的なものといえる。雷神はノj、

太鼓を連ねた連鼓を背負い、両手には唖鈴に

似たぱち（按）を持っている。いかにも雷鳴の

とどろきの発生源を思わせる。いずれにして

も鬼の姿であることは確かである。

そのほか俵屋宗達が描く 「風神雷神図」は

大和絵の傑作として知られているが、この神

様も鬼の姿で、 2本の角を持っている。

そのほか、 雷の姿はいろいろな動物として

現されている。なぜ動物が想像されたかとい

うと、落雷の際に立木の皮などがはがれてい

るのが、動物の爪の跡と思われたのではない

かといわれている。

震雷記その他に載っている雷獣の図をみる

と、アルマジロのようなもの、センザンコウ

のようなもの、狼で後足が 4本もあるような

ものなど、いろいろと想｛象をたくましくした

仮想の獣が載っているが、いずれも爪が鋭く

発達していて、地上に落ちた時に、木をよじ

、登って空に帰るのには、なるほど適している。

そのほか雷は、斧、その他様々な物象にな

ぞらえているが、比較的古くからの説に、 雷

11 
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の小童説がある。「今昔物語」には15～ 16歳の

童となっており、「日本霊異記」にも尾張の国

の百姓某の前に雷が落ちたので見ると、小供

であり、しかもこの百姓と長々と会話を交わ

したと記されている。

先日、国立博物館で出しているミュー ジア

ムという雑誌を見ていたところ、 雷神の話が

でていた。文学博士近藤喜博氏のもので、古

代の雷神について、博士は興味ある説を述べ

ている。

その端緒になったのは、大和国佐味田宝塚

古墳から出土した鏡で、その背面に古代の家

• 

、a

屋の図が 4つ彫ってある（図参照）。 それを図

のように I,II, III, Nとすると、 I, IIの

家屋の上にはカギ型のものがあり、よ く見る

と何か人型のようなものが書き入れられてあ ，

る。博士は、これは雷の稲妻であり、しかも

その中にいる人型のようなものは雷小僧であ

12 

るという。また II, Nの家屋に柄の長い日が

さのようなものが斜めに立て掛けてあるのは、

パンガイ （幡蓋）というもので、その屋根裏に

雷を勧請するためのまじないではないかとし

ている。

一方、上野国一宮の貫前神社などの古代の

建築様式には、天井裏に雷小窓と称する雷神

を描いた窓があり、古代から恐ろしい雷をこ

こに勧誘していたのではないかという のが、

博士の推定である。

怖い雷小僧はここに閉じ込めて、お供え物

でもあげて懐柔し、あまりあばれないよ うに

するというのが、古代人の考えであったかも

しれない。

それにしても古代には、夏になると、そこ

ここの屋根裏から、 雷小僧が出たり入ったり

していて、いかにも人と雷の共存が図られて

いたのかと思、うと’愉快：である。

それに比べて、今の都会は、 雷にと っては

針の山のように、避雷針が立ち並び、 ノック

スとかソックスとかいう毒ガスまで立ち込め

ては、とても雷が住める所ではなくなってき

ている。そういえば、ここ数年小平付近も雷

らしい雷は聞かない。今や環境破壊は雷の世

界にまで及んできたのかもしれない。



日刊f-=f土凶

ττ圃

'79予防時報118

店舗火災の特色と事故例

大型店舗は一般に大空間であり、多層階がエス

カレーターや階段等で相互に連絡よく作られてい

るために、一度火災が発生すると、煙が各階に伝

達しやすく、また、大空間のため火勢の育成も早

まる傾向があり、また収納可燃物が多く、区画が

ほとんどないため、煙の伝達が早いという特色が

あり、人口密度からみてもかなり高い値を示す部

分がある（通常0.5ー0.75人／m＇）。

大阪の千日デパートの火災や熊本の大洋デパー

ト火災によって、一度に100人以上の死者を出した

事故が発生して、大型店舗の危険性が改めて浮き

彫りにされた。

いずれの場合にもいえる共通の特色を示すと、

次のとおりである。

1) 出火源は燃えやすい衣料品であった。

2) 階段、エスカ レータ ーなどの竪穴の存在によ

って火勢の育成が早かった。

3) 下階の出火が上階に知らされず、煙によって

初めて火災を知る状態であった。

4) 階段やエスカレータ一周りのシャッターが閉

まらないものが多かった。

5) スプリンクラーの設置がなかった（大洋は工

事 中）。

6) 避難誘導が適切に行われなかった。

7) 煙による避難障害と COガスによる中毒死

（大洋デパー トの場合は、火災によ って後から焼

死体となる ）。

8) 安全に逃げられる階段が使えなかった （千日

の場合は、風俗営業のための不使用。大洋の場

合は、工事中のための撤去）。

9) 火災による停電のため混乱 （共通）。

10）救出活動 （はしご車）による救助が行われた

が、要避難者の一部しか救出できなかった。

以上のことからみて、両例とも正常な避難活動

が行われなかったための人身事故といえるであろう。

その他の例として、松本の洋品店で、 2階の婦

人服売り場からの出火で 3階で 5人の死者を出し

13 
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千日デパートのバルコニー付き特選階段（せっか〈の特別
遊重量階段が使われな〈て 100人以上の死者を出した例）

た例や、問畑 （i貨店で夜間の出火で 1人の死者を

出した例などがある。

大型店舗における避難施設のあり方

行貨店、スーパーマーケ ッ ト、名店街など大型

店舗の避難対策として、階段区画に対して特に留

意すべき点は、次のようなことであろう。

1) 特別避難附段または防燈区画された前室、も

しくはバルコニー経由で入れるように計画した

避難階段を、 2方向以上の避難が可能なように

設け、煙による階段の汚染を防ぐ。

2) 一般附段についても 、避難用扉 （常H寺問、使

用時のみ開）で床まで防煙区画しておくことが

必要である。これを常開として使用する場介は

必ず煙感連動として煙の進入以前に確実な閉鎖

を千子えるようにする。

3) 既設のヒューズ付き シャッタ ーの場合は、そ

の前方または後方に網入りガラス扉を持つ綱入

リガラススクリーンを設けること。

4) 避難上有効な排煙設備を持ち、スプリンクラ

14 

ーも備えている場合に限り、有効深さSOcm以上

の網入りガラス防煙たれ壁（可動式のものはな

るべく避ける）で防煙すれば、防火戸としては

既設のシャッターを働かせることを認めること

もよいであろう。

階段の有効幅については、法的に売り場面積100

Mごとに60cmという規定があるが、既存のもので

は、新規にこれを拡幅または新設することは実際

に困難が伴うので、ガラススクリーン等による防

煙区画された前室を作って、その前室の出入り口

が法定の幅員に達していれば、階段幅がそれより

狭くても滞留人員の計算によって広さが満たされ

ていれば、階段そのものの幅を広げなくても安全

に避難できるものとしてよいであろう。

避難中閉鎖できないシャッター付きの附段を広

くとるよりも、完全に防煙区画された前室をもっ

階段は、たとえその幅が狭くとも、前室に所定の

時間内に入れさえすれば安全とみてよいのではあ

るまいか。

熱気流や煙を上昇させてしまう階段はスプリ ン

クラーを付けても、かえって出火点以外の場所で

散水させることになり、火災部分への有効な散水

には役立たない。竪穴区画は、スプリンクラーの

有効作動のためにも是非必要なことである。少な

くとも、たれ壁のない階段は、出火に伴う熱気流

が上昇していくので、出火階の火災感知や出火階

でのスプリンクラーの作動を遅らせる結果を招き

やすい。

エレベーターは避難に使用すべきでないことは

常識化しておく必要がある。先を争って乗り込む

ことによるパニック現象の誘発要素を持ち、また、

エレベーターの運行に伴う煙誘引効果も無視でき

ない。売り場に直面するエレベーターは、火災｜；符

で熱のため開扉させる効果を持つことが起こり、

極めて危険であるし、扉からの燈の流入は押さえ

切れない。 また、火災進行により扉の反りのため

大量の煙の流入があり、炎の侵入も起こ ってしま

うことカfある。

避難者は、黙っていると本能的にエレベーター前

に集まる習性があるので、エレベーター乗り場か



ら階段までの経路はわかりやすくし、エレベータ

ー乗り場は防煙区画できるように計画してお くこ

とが望まれる。

特に非常電源によるエレベーターを設けた場合

には、消防活動の面で大変プラスになるので、安

全防煙区画された防火区画と排煙設備を持つ場合

は、これを利用することができるが、 一般の避難

には使うべきではない。

従来の百貨店形式では、竪動線の機能向上のた

めエスカレーターを設ける例が圧倒的に多いため、

エスカレータ一周りが大きい竪穴となっている例

が多く、これを区画することが必要であるのに、

実際にはヒューズ付きシャッタ ーで区画されてい

るため、防煙上間に合わないケースも多く出てお

り、千日デパートや大洋テ’パートのいずれも完全

に閉鎖しない例が多かったことは否定できない。

これは、避難上使用すべきではないということ

で、煙感連動により早期に閉めても階段の場合の

ような弊害はないけれど、端面方向には扉を付け

ておかないと取り固まれて出られなくなる危険が

ある。

長手方向は網入りガラススクリ ーンを設けるこ

とがやはり必要なこととなってくる。

エスカレータ一周りのシャッター膏Eにショーケ

ースなどを置いている例が見られるので、このよ

うなことは厳重に慎むべきことであろう。

実際には、 エスカレーターでも、完全に防煙区

画されていて自閉式の扉が付いていれば避難に使

用することが可能であり、大洋デパートの場合で

も、これを利用して避難した人がいる。

しかし危険を伴うので、直ちに停止して両方と

も避難方向に利用する方が賢明であろう。ただし、

これはあくまでも補助避難路であり、かつ完全に

防燦区画しである場合に限ることは当然である。

大型店舗における階別避難計画

せっかくの避難施設があっても、その位置がわ

かりにくかったり、店員専用区画内にあったり、

片寄っていたりすると、有効に作用しないことが
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多い。大洋デパートの場合は、出火階段が風上側

で他の階段が風下側に集中していたことは不幸な

ことであり 、防煙・防火的に欠陥があったので、

充分な利用ができなかったばかりか、有力な煙の

上昇路になったことは問題である。

階段はあくまで避難を中心に作られるべきもの

で、その配置 ・構造 ・誘導方式も充分計画的に配

慮されるべきものである。

大型店舗では、階段表示灯は大型（40w級）表示

であるべきであり、 一般の装飾 ・看板灯の類のた

め見えにくいような状態にしてはならない。なか

には、目立たせるため点滅形式にしたり 、音声を

組み込んで誘導するアイデアもあり、これらは、

その性能評定を行って有効なものは認めていくべ

きで、 一律規制を厳しくすると新しい有効なアイ

デアを育てないことにもなりかねない。

ただし、これらの形式については統一的なサイ

ンを標準化する必要があり、店舗によって思い思

いのものが付けられたのでは混乱が起こりやすい。

なかにはコンビュータによって煙濃度の薄い

方に誘導するような形式のものも現れており、 一

般的にはそれでよいとしても、階段の避難能力や

混雑度を配R害、して誘導しないと混乱が起こること

もある。

一般的には、避難誘導はその店舗の売り場区分

による混雑度（人口密度）や防煙区画の配置等に

合わせて、階段ごとに大体の受け持ち範囲を定め

ておくのが通例であろうが、出火場所や風向など

によって誘導方向を変更する必要もあり、 2方向

避難の法則をどの地点でも成立させるように考え

ておくべきであり、そのために、特に方向指示が

できるような誘導灯も必要になってくる場合もあ

ろう。

いずれにしても、各階を少なくとも 2つのゾー

ンに分けて、出火ゾーンからいきなり階段に入る

のではなくて、いったん水平避難によって無煙ゾ

ーンに移f子してから階段に入るような習慣をつけ

ると、上層階の人々の迷惑にならない避難方法が

とれるようになる。

このような計画は既存の店舗では無理の場合も

15 
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あるであろうが、今後はそのような配慮も必要と

なってくるであろう。

出火階以外の場合には、階段の安全を考えて、

なるべく出火階からの煙の侵入危険の少ない階段

を選んで避難誘導を行うことが望まれる。

いま一つ大切なことは、各階ごとに煙の侵入を

防げるような安全区画を、滞留の可能性のある人員

分だけ設けておくことが望まれる。これは、同時避

難が行われると、階段の混雑のため一時的に待つ

スペースが必要となり、これを階段前室およびそ

の階の階段部分として、一般部分と防煙的に区画

できるようにしておくことかさ室ましい。これは、平均

密度が0.5人／凶のとき床面積の10%、平均密度が

0.75人／耐のとき床面積の15%ということになる。

完全に各階が 2つ以上のゾーンに分けられている

構造では、この面積は多少軽減してもよいことに

なり得るが、これは竪穴区画の整備状況や火災の

拡大状況によって差が出るので、 一律には言えな

いことである。

多層階避難の誘導方式の在り方

通常、百貨店型式の大型店舗では竪穴の完全閉

鎖はできにくく、 一般に、どうしても煙の上昇経

路が完全にふさがらないために、出火階より上の

階の避難を行う必要が起こる。

この場合、当然出火階は最優先避難ということ

になるが、次の避難は煙の上昇の早く到達する階

からという事 にすべきである。 エレベーターシャ

フト、ダクト、パイプスペース、エスカレータ一

周りなどの各部から上昇する煙は、そのシャフ卜

の最上階まで上昇していき、最上部分から最も多

くの煙が吹き出してくることは、実験的にも計算

的にも証明できることであり、この点が火炎だけ

の伝達と異なる傾向となることは注意すべきこと

である。煙の吹出量は温度差と高低差によって差

が出るが、中間層より上部が日欠出勝手となり、上

階ほど大きいので、上階から汚染が進む場合が起

こりやすい。

このことから、出火階の次は直上階および最上
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階ということにした方がよいと思われ、以下、上か

ら順序よく避難させる方が各階の安全限界時間を

有効に使える結果となってくる。

火災の直下階は必ずしも避難を必要としないこ

とが多いが、消防活動の拠点とする計画のときに

はその階は避難してもらった方が使い良いという

ケースが多いであろう。

避難指令時間は、各階の在館人員から割り出し

た所要避難時間 （片寄り係数を加味した余裕が必

要）で判断して、順次必要階から避難を指令する

ことが混乱を避ける上で必要なことであろう （計

算式は 6に示す）。

原則的には、出火階避難が終了しない聞に直上

階やその上の階を逃がすことは、火災階からの避

難を遅らせる結果にもなるので、注意しなければな

らない。

いま一つ考慮すべき点は、催事場ーや食堂など人

口密度が高く、出入り口が制約されている用途部

分はどうしても避難に混乱が起こりやすいので、

早目に誘導を開始して円滑に階段室に流入させて

いかないと間に合わなくなるということもある。

最上階が集会場等で特に人員が多いときは、や

むを得ずその屋上に緊急避難をさせる必要も起こ

るであろうが、出火階避難が完了しないうちに屋

上扉を聞けたために、暖房期など階段内に上昇気

流を誘発すると煙を引き込むことになりやすいの

で、屋上開扉は、特に暖房期には慎まなければな

らない。

逆に冷房期には l階の屋外扉を開けることは、

火災階の避難が大体終了して閉扉されてからにす

るような注意が肝要である。

大型店舗の全館避難には通常10～15分かかる例

が多いので、その間に出火階がフラッシュオーバ

ーしてガラスなどが壊れ火炎が噴き出し、火災の

急成長が起こって、直上階は危険となり、また、

時にはその上の階にも危険が及ぶので、それまで

にはそれらの閣の避難は完了していなければなら

ないということになる。

通常、不燃材料で壁天井が作られ、出火階の避

難が 3分以内に完了して階段やエスカレータ一周



り、ダクトダンパ一等が閉鎖されていれば、それ

ほど早期にはフラ ッシュ オーバーを起こさないの

で、くれぐれもフラッシュオーバーを早めること

になる屋外の窓を破るような行為は、まだ上階に

多数の人が居残っている段階では慎むべきことと

思われる。

残留者救助対策

一般の人々の避難が、階段の汚染が進まないう

ちに完了すれば問題はないが、どうしでもある一

部のグループが、個室等避難警報が行き渡らない

部分に取り残されることが起こり得る。

このような残留者に対しては、消防隊は救助作

戦を開始しなくてはならない。階段等に煙が充満

した状態での救出は、どうしても外部からの進入

あるいは救出ということになる。このために一定

間隔の進入口が必要となるので、ガラスの破壊な

どの非常手段を執らないで進入できるように、窓、

や出入り口の開口を確保しておく必要がある。進

入口にはバルコニーが付設しである方が安全性が

高い。

各階の階段前室にバルコニーを付けて外部から

階段に入れるようになっていると、避難活動にも

救出活動にも役立つ利点があり、階段に煙を入れ

ずに避難できる可能性が強くなる。

現在は、店舗は完全無窓でもよいことになっで

いるが、機械排煙設備は 2防煙区画分、すなわち

1,000 d程度に見合う排煙能力しかないので、こ

れ以上煙が拡大してあちこちで操作レバーを引き

排煙ロが聞かれると、必要な部分の排煙能力がそ

れだけ低下することになるので、避難時の必要が

迫った時だけ排煙操作をすべきであり、区画の大

きさや火勢の進行状態によって排煙しなくても安

全に次の防煙区画に移れるような状態では、排煙

しないで逃げる方が、温存された排煙設備が後で

消防隊の進入時などに役立つことになることも考

えるべきであろう。

特に付室排煙については、早自に働かせると、か

えって付室内に煙を引き込むことになるので、廊
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屋外バルコニー付階段（遭H陸上有効に働いた屋外階段の例）

下排煙がダウンして付室内に煙が入ってくるよ うな

段階で、階段の開扉によ って煙が入りそうな時点

で初めて付室排煙の働きを役立てるようにすべき

であり、それによって救出を含んだ消防活動が可

能になってくる途である。

避難計算

大型店舗の安全性をチェックするため避難計算

が必要になってくるケースが今後多くなってくる

であろう。

避難計算の方法は建築基準法38条の許可をうけ

る必要条件として、 高層建築では避難計画をたて

次のような避難計算を行ってチェ ックを受けるこ

とになっている（既存ビルのと きは注に示す値を

とる）。

避難対象人貝 N1 ＝ ~A1ρ （ A1対象面積）

避難所要時間Tiは次式で求める。

T1=To＋一一一旦L一一×k・・……（1式）
LBI×1.33 

To ：避難開始までの時間

一定空間と出火部分のつながり状況によって差

があり、また、避難事年報の出し方によって差があ
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るが、 全室を一望の中で見られるような単純なも

ので、室高が高ければ火災の発見が早く、複雑で

不完全区画などがあって発見の遅れるものは、や

や長い値をとることになるが、通常次の範囲と考

えられる（既存ビルのときは一般 に180秒とする）。

To= ( 1 ～ 2 ) yT1 …・…………・・( 2 式）

k：片寄り係数

出火階では、火災の位置によってn個の階段（庁t

入り口）のうち 1つは使えないものとして、 n- 1 

個の階段（出入り口）を使用するものとすれば、所

要避難時聞は、逆にτ子ァ倍かかるものとして k

を乗 じる。

ある空間の安全に使える限界の時間は、可燃収

納物の質や集積状況によって差はあるが、通常次

の値を標準として考えられる。

避難所要時間 Ti孟Ts・…………...・ H ・. ( 3式）

上式を満足することが要求される。

i主 ．既存建物では、満足しないときは必要情誼が要求される

階段室の入 り口 の幅が、実｜；祭の附段の有効幅

（避難方向は通常 l階）より大きくても、避難計算

には小さい方のf直をとるものとする。

附段に防煙区画された前室 を持つ場合には、前

室入り口l隔で計算することもできるが、その場合

には、前室入り 口幅と階段室入り 口帽 （または階

段幅）との差による流動人員の差が前室内の滞留

人員となるものとして、その必要面積を 1人当た

り0.2m＇以」二として計算する。

全館避難については、階段のネック部分の幅に

対応する流動可能人員で全避難対象人員を割リ、

これに避難開始時間を加 えて求めることができる。

出火階が 1階の場合には問題があり、階段妄の

中で使用不能のものが出る場合には、これを除く

と大変時間が長くなるので、火災の進展状況によ

っては危険ということになる。

このような事態に備えて、避難階が 2階層選択

できるような平面とすることが望ましいのである。

特に、地下部分を持つ場今には、地下部分と地

上部分を分離できる暗段構造にしておかないと、

地下からの煙が上層階に上ぽり、 全階避難が成立

しないというケースが多くなってしまう。

18 

表 1 店舗用途簸計算に使用する人口密度（人／m•)
防災計画指針による値

1躍すυ品、特，~·c.功、 立食の宴会場など

レストラン、混雑する食料品売り場など

一般 の売り場

ロビ一、役室、 事務室など

注既存ピルを対象とするときは0.23人／百とすることができる

褒 2 遊鯵推奨時間（灯1)

『室面積同1200 I 500 I 1,000 I 1,500 I 2,000 I 3,000 

手歩 30 I 45 I 60 I 75 I 90 I 105 

表 3 推奨避縫完了時間（Ts)

a 室面積＆n•) 1200 I 500 11,000 I 1,5叫 2.00 I 3.ooo 

完了 州 叫20 1 1so I加 I300 1 360 1 420 

注 ：既存建物では内装可燃のとき 180秒、難燃 ・準不燃 ・不
燃のとき360秒とする。

したがって、地下部分と 1階部分は、初期消火

に全力を挙げるようにスプリンクラーを充実 して

設ける必要があることがわかる。従来 1階はすぐ

避難できるからスプリンクラーは不要であるとい

う考え方は、以上のような上階への煙の伝達を考

えると、非常に危険な結果をよぷ可能性があるこ

とに気づくであろう。

特に地下階では、初期消火に失敗すると、煙が

避難階段に進入し、地下階全体の避難を閃難にす

るばかりでなく、さらに、上層階に侵入して上附

全体の避難路を奪うことになるので、地下室から

の階段と上階の階段を l階で乗り継ぐような計画

にすることが望ましいという考え方もしなくては

なるまい。外国では、地下用の階段と 1附から上

の階段を扉などで区画して、防煙措置がとれるよ

うに規定しているところもある。

一般の店舗のように、 1~皆売り場を通らないと

外部ヘ出られない計画は、この点で大きい問題を

かかえていることになる。

人命は何よりも大切であるという観点から考え

ると、階段を不完全な区画で囲い、特にその出入

り口を全聞か全聞かというような構造しかできな

いというシャッター構造のみとすることは適当で

はないといえるであろう。 シャッターには必ず避

難上必要な扉を付設する習慣を確立し、その扉中高

で避難計算が成立するように考えたいものである。

（ほしの しよういち／東京大学名誉教授・東京理科大学教授）
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はじめに

118人の死者を出した47年の大阪千日デパートの

火災、そして100人の死者を出した48年の熊本大洋

デパートの火災一一一この 2つの惨事は、予防行政

上忘れることのできない事件となった。

そして、その 1つの消防制度上の帰結が、スプ

リンクラーを始めとする消防用設備を既存の特定

の防火対象物に設置させるための法律改正となっ

た。昭和49年の消防法の一部改正がこれである。

この法律改正によ って 、改正法随行目前日に適法

に存在していた防火対象物のうち、百貨店 ・地下街

および複合用途防火対象物については52年 3月31

日までに、劇場 ・公会堂等、キャバレー ・遊技場

等、待合・飲食店等、百貨店以外の物版業、旅館・

ホテル等、病院 ・診療所 ・福祉施設・幼稚園等、

トルコ・サウナ浴場等については54年 3月31日ま

でに、それぞれ政令で定める技術上の落率に従っ

て消防用設備を設置しなければならなくなった。

本稿の目的は、上述の設置状況を明らかにする

とともに、未設置のものについての原因を分析し、

m：・せて今後の課題を展望しようとするものである。

53年10月 1日現在の設置状況

そこでまず、消防用設備等のうち代表的なもの

である屋内消火栓設備およびスプリンクラー設備

について、 10大都市（札幌・東京 ・横浜 ・川崎・

名古屋 ・京都・大阪 ・神戸 ・北九州 ・福岡の各都

市）および県庁所在都市における、日下年10月 1日

現在の設置状況をみてみることとしたい （表 1お

よび表 2参照）。

まず、指摘されなければならないことは、 52年

3月31日を猶予期限とする百貨店 ・複合用途防火

対象物・地下街と、 54年 3月31日を猶予期限とす

るその他の防火対象物とでは、設置率等に大きな

陥りがあること である。特に、54年 3月31日を期

限とする｜りJ火対象物のスプリンクラー設備の設置

状況は注目すべきで、設置率はわずカ＞48.7%と低

い。 ただ、 53年10月 1日現夜において工事中であ
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表 1 52年そ及防火対象物の消防用設備等の設置状況 （県庁所在市および10大都市）

以内消火松設備

設置を必要 設置済 設置済 違 反 B+C+D I~ぐ！と とするものA B BIA開 ;;'i工C 晋噌曾未哲画 Z十 A 開

百貨店等 1,692 1,578 93.3 11 59 44 114 97.4 

後合用途 5,717 5,567 97 .4 16 57 77 150 98. 7 

地下街 47 47 100 。 。 。 。 100 

3十 7,456 7, 192 96.5 27 116 121 264 98.4 

スプリンクラー設備

設置を必要 設置済 設置1斉 違反 B+C+D よそ とするものA B BIA例 活工C 富十曹嘗 未哲薗 計 A 開

百貨店 等 545 526 96.5 。 13 6 19 98.9 

健会用途 1,420 1,219 85.8 88 64 49 201 96.5 

地下街 41 38 92.7 1 2 。 3 100 

計 2,006 l, 783 88.9 89 79 55 223 97.3 

表 2 54年そ及防火対象物の消防用蚊備等の股置状況 （県庁所在市および10大都市）

屋内消火栓設備

ぷ＼＼芝分 劇場 キャパレ ー l~ 台 百貨店以外 慌館 柄院 E人福祉瞳訟
サトルウナコ浴場等 合計

公会堂寄 遊技場等 位丘町帯 の物品岨売車 ホテル等 E告僚所帯 幼碓園等

u置を必要とするむのA 907 468 638 886 2,586 2,314 894 41 8, 734 

詰 置 t丹 日 753 397 414 566 2, 104 2, 114 768 33 7' 149 

l世 置 車時 83.0 84.8 64. 9 63.9 81.4 91.4 85.9 80.5 81.9 

工事中又は計画”が健H¥
76 11 81 90 161 112 56 1 588 されているむのC

与三陶 91.4 87.2 77.6 74.0 87.6 96.2 92.2 82.9 88.6 

スプリンクラー設備

よ~ 劇場 キャバレー ！~作 ロIt店以外 院館 術院 (;A福祉施ll
サトウルナコ浴場等 合計

公会世専 遊技場等 飲食店専 の拘品岨111 ホテル専 ：~椴所帯 幼碓間帯

.il<fiを4要とするむのA 156 157 24 48 208 506 13 1 l, 113 

立 置 ！門 日 66 122 15 14 130 189 6 。 542 

芯 置 車 (Ill~ 42.3 77. 7 62.5 29. 2 62.5 37.4 46.2 。 48. 7 

工事中又は計画曹が！~：II
71 19 7 11 55 256 5 1 425 されているものC

13.f一C一（%） 87.8 89.8 91. 7 52. l 88.9 87.9 84.6 100 86.9 

表 3 541手そ及防火対象物のスプリンクラ一段備の放置状況 (lo大都市） 53.10.1現在

w瓦＼＼旦？子 劇場 キャ バレー !.I fr 百I¥店以外
院ホテル館専 柑1告蝦所院帯

E人稚偏祉抽訟 ザトルウナコ浴場等 イト計
公会立寄 遊技 3品等 位宜的専 の物品眠兜Ii 幼 間帯

設担を必要とするもの A 96 107 22 4 l 123 298 8 I 696 

n 置 1問 B 43 82 14 10 73 107 4 。 333 

」E 置 ＂＇’吋 44.8 76.6 63.6 24.4 59.3 35.9 50.0 。 47.8 

工，ll<l•Jl.は計画拘が健：1:
43 13 6 9 42 158 2 1 274 されているむのC

－日.；c1%1 89.6 88.8 90.9 46.3 93.5 88.9 75.0 100 87.2 

54 .1.1現在 （概数）

お＼＼互分 劇場 キャ バレー 1.1 作 百II店以外 旅館
制；告暗所院帯

E人椎福祉地股 サトルウナコ市場等 合計公会世専 遊 fl喝事 批ft店等 の鞠品眠兜瞳 ホテル等 幼 l唖帯

n置を必要とするものA 101 107 24 40 124 300 8 2 706 

股 置 j~ 日 51 84 15 11 81 128 4 1 375 

n 置 率 iia~ 50.5 78.5 62.5 27.5 65.3 42.7 50.0 50.0 53. l 
工·t><l•Jl. 1,j 計画将が！~Ill

44 14 7 19 41 161 2 。お8されているむのC

！！.｛一C｛%） 94. l 91.6 91. 7 75.0 98.4 96.3 75.0 50.0 93.9 
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るか、または、消防当局

にスプリ ンクラ ー設備の

設置計画蓄が提出済みで

あるものを加えて、設置

に関する率を算出すると

86.9%となる。しかし、

いずれにしても、関係者

の設置促進のための一層

の努力が望まれる。

昨年の10月 1 日現在の

設置状況は以上のとおり

であるが、 10大都市のス

プリンクラー設備につい

て、今年の 1月 1日現在

の設置率を調査してみた

ので紹介しておきたい（表

3参照）。表 3によ って も

わかるとおり、 10大都市

に関する限り、 1月 1日

現在の工事 中およ び設置

計画書提出済みのものを

含む設置に関する率は93

%を超えるところま でこ

ぎつけている。

現時点における

分析と対応

54年 3月31日が過ぎ去

った現在 、未設置の防火

対象物についてその原因

を調査検討し、今後の設

置促進の最後の足掛かり

にしなければならない。

消防庁で未設置の原因

を調査済みというわけで

はないが、全国の主要都

市に電話照会して把握し
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褒4 消防用役備等に関する措置命令（消防法第17条の4）状況 （昭和52年中）

防火対象物 十寸 仁j lヨ 同 Ui) （吋 札） IN l叫 （十） t・3 t・3 v~ 同 ω (;.) eヨE〉 (:.J 

の区分 劇 公 キ遊 料 飲 百 旅 共 桶 H 幼学 凶 柿 伴 神 工 テ ll 航 什 tit 
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縞
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毛 施 院
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Ui Qj" 

梢火器 具（命令件数
I 2 1 7 10 2 3 28 

是正f’F敬 I 1 1 7 10 2 3 27 

以 内消火校 ｛（命令件数 2 2 3 3 22 30 5 3 I 7 2 16 96 

是正件数 I I 1 6 1 9 22 
消
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赴正件数 1 3 2 7 
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是正f't歓

火
泡

（命令件
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ょ（命令件粉
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以 外 消火栓 il命令件数

1耐 是正件数

動力消防ポンプ｛l命令i’ifl 
是正('I".数

4 2 I 3 5 32 31 14 3 I 18 2 3 23 142 

是正f'H泣 2 I 3 10 2 9 11 1 2 14 56 

（注 ）是正欄は、昭和52年 1月l日から昭和52年 12月31日までに発せ られた扮宣 命令に基づ き、昭和52年 l月1日か ら昭和53年 5月31日

までに是正 され た 件 数で あ る。

消防用設備等に関する措置命令（消防法第17条の4）状況 （昭和52年中）

l坊火対象物 H 仁j 仁ヨ 同 1同 V主 (L) （八i (lil (i・) 1'1 1・1 l・3 I.I~ ω (Jj 
一プ←司E

lc:J IJ) 

の区分 車IJ 八;.. キ 遊 料 拡 (j 旅 Jt JI~ It. tJJ ’r IA 1、F 1事 神 エテ 駐 航合 ’11 
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地 文
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l司

推 も咋 保 般
It ビ ・匹 務 付防根物火 J「
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恒 館 Ii' 院
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所
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宅
l明 血1 首？ 裕

院
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特定 般設備の値類
地 オ 和司

等 等 等 l!j 等 府 帯主事 ？事等 Jl 等 校 専 2晶 場 2崎 等 等専 包与 ＂~ 1-H 等 Ui l吋

「！動火民報担＇＇t｛命令件数
4 4 2 2 4 17 21 13 3 13 5 1 2 15 1 2 30 1 141 

特
是正件数 1 1 2 2 4 11 3 1 6 4 5 1 1 16 1 61 

漏電火災特報総 ｛［命令IH位 3 5 

是正件数 2 
報

消防 機開通報 ｛I命令('I".故

赴正件数
設

"' 常 ？？ 割li｛命令件数
I 1 3 7 3 2 3 17 38 

是正件数 I 1 2 3 2 2 11 22 

fOI 
計 （B) （命令｛惜

5 4 3 3 4 20 28 19 3 16 5 1 6 15 1 2 47 1 184 

是正｛’lfl 1 I I 3 2 6 14 4 1 8 4 4 5 1 1 27 1 85 

越 避 蜂株主~ i I命令件数 I 2 I 3 6 6 11 31 

是正件敬 2 I 1 2 2 8 16 

司量
揖導町、誘導標撞｛（命令件数

2 4 2 2 9 16 B 2 8 1 I 20 75 

訟 是正件歓 4 5 5 5 12 32 

J十（C) i l命令件数 2 5 2 2 3 12 22 8 2 14 1 2 31 106 
1曲

是正件数 2 1 I 5 7 5 7 20 48 

1、， 書十 11 11 5 6 10 37 82 58 5 44 8 3 8 33 3 5 101 I 432 

IAl+(B)+IC) 是正件数 3 2 3 5 3 14 31 11 1 24 4 4 16 2 3 61 1 189 
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たものがある。今、それに基づきながら記述する

と、未設置の理由のなかで最も多いのが資金難で

ある。そ及適用のための消防法の改正が例のオイ

ルショック一一一それに続く経済不況、企業業績の

悪化の時期と重なったため首肯できる面もある。

次いで多いのが、複合用途建築物の場合、テナン

トとの調整不能で計画・工事に着手できないとい

うものである。 第 3番目が老朽等建築物の構造上

消防用設備等を設置するのが不能というものであ

る。 その他、区分所有の関係で資金負担調獲がで

きないというものもあるが、ただ 1件だが設置の

意思がまったくないものもあるc

消防庁では、これまで、消防用設備等の設置促

進のため次のような指導を行ってきた。

(1) 各種の機会を捕らえて設置の促進方について

指導するとともに、個々の防火対象物についても

工事計画の提出・着工に当たっての技術的助言を

行い、また営業を継続しながら工事をする防火対

象物の安全対策等についても、積極的に指導した

こと。

(2) 未設置の防火対象物については、文書で設置

するよう指導勧告し、これに従わない場合には警

告書等を交付し、さらにこれに従わない場合には、

表 5 防火対象物に関する措置命令（消防法第5条）の状況

法定手続きに移行し法第17条の 4に基づく措置命

令を取ること。この結果、措置命令件数および是

正件数は表4に示すとおりである。

(3) 未設置の防火対象物について、火災の予防上

必要があると認められる場合、または火災が発生

したならば人命に危険であると認められる場合に

は、消防法第 5条に基づき使用停止等の処分を行

うこと。 この処分等の状況は表 5のとおりである。

(4) 消防用設備の設置には、 一定期間に多額の費

用を要することとなる。 そのため、政府関係金融

機関の融資制度としては、日本開発銀行、環境衛

生金融公庫、医療金融公庫、中小企業金融公庫、

国民金融公庫において特別の政策融資を実施し、

さらに中小企業振興事業団においても、過去にお

いて実施された高度化事業にかかる建物が消防用

設備等を設置する場合には融資の対象としている。

また、税制についても、①所得税および法人税

に関して消防用設備の耐用年数が12年から 8年に

改められ、②不動産取得税の課税標準の算定につ

いて消防用設備価格分を控除することとされ、 ③

スプリ ンクラー設備の設置について特別償却が認

められることとされ、④事業所税については、特

定防火対象物における消防用設備等にかかわる事

（昭和52年中）
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（注）是正件数欄の数は、昭和52年 l月1日から昭和52年12月31日までに発せられた措置命令に基づき、 昭和52年 1月l日から昭和53年

5月31日までの聞に是正された件数である。
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業所床面積については非課税扱いされることとな

っている。

今後の課題

いずれにしても、国民の生命、財産の保護を一

層確かなものとするため、消防用設備の設置を促

進し、いわゆるそ及適用にかかる問題を一段落さ

せなければならない。 54年 3月31日が過ぎ去った

現段階においては、特にこの感を深くする。

そこで、今後の対策 ・留意点について若干触れ

てみたいと思うが、以下は、従来からの指導を繰

り返しても効果が上がらないような場合について、

消防用設備未設置の原因を防火対象物ごとにしさ

いに調査 ・把握したうえで活用されるべき対策で

あり、検討事項であるので承知されたい。

(1) 前にも触れたが、未設置の原因で第 1位はお

そらく資金難であろう。昨秋までは、資金難とい

えば相当な説得力を持っていたが、現在では必ず

しもそうではない。 むしろ 、現在の経済状態から

消防サイドとしては資金難かどうか客観的な資料

によって判断する努力が望まれる。

(2) 未設置の第 2の理由として考えられるのは、

テナントとの調繋困難、権利関係の複雑さからく

る話し合い不調である。 これは、確かに予想され

るところであり 、経済環境が良くなったからとい

って、この理由にそう変化が生ずるとは考えられ

ない。 けれども、だからといっていつまでも未設

置のまま放置することが許されないのはいうまで

もない。 期限を切って調整されるべく措置命令を

出すとともに、告発へと移行していくことをスケ

ジュール的に明確化すべき時に来ているように思

われる。

(3, 消防用設備、特にスプリンクラー設備を設置

する場合は、建築物の躯体部分に手を付けねばな

らないのが一般的である。 そのため、既存建築物

のなかには、その構造上スプリンクラー設備等の

設置がきわめて困難なものもあると恩われる。こ

のような状況を考慮して、消防法施行令第32条は

「防火対象物の位置、構造および設備の状況から

’79予防時報118

判断して・・・・・」また「予想しない特殊の消防用設

備等その他の設備を用いることにより・・・・・・」特例

を認めて差し支えないと考えられるときは、 必ず

しも基i¥1＼どおりの設置を要しないことと している。

消防機関においては、関係法令等をしっかり念頭

に置いたうえで防火対象物の実体に応じた指導を

行う必要がある。

(4) また、消防法施行令第 8条「防火対象物が開

口部のない耐火構造の床または壁で区画されてい

るときは、その区画された部分は、 ・・・・それぞれ

別の防火対象物とみなす。」という規定、および消

防法施行規則第13条「ー…主要構造部を耐火構造

とした防火対象物 の階の部分で・・・・」一定の要件

に該当するものは、対象商梢または階の計算上除

外するという規定の存在を考えるとき、 相応の工

事を防火対象物に施すことによって、これら規定

の適用を受けることが可能であり、不適格防火対

象物が適法化されるとともに、防災対策上有効な

措置が講じられることになる。前記（3）と同様、消

防機関のきめ細かい指導が望まれる。

(5）消防用設備の設置にかかる政令基砕を注意深

くみればすぐわかることであるが、 地階、無窓階

および11階以上の階にはより厳しい規定が設けら

れている。 そこで無窓階ですでに開口部があるも

のについては、 一定の条件を満たすように改造す

ることにより無窓階でなくなり 、消防上安全が保

障されるとともにスプリンクラ一等消防用設備の

設置についても免責されることになる。 小 さなこ

とだが、留意点の lつであろう。

(6) 消防用設備の設置を促進するために、消防機

関サイドにおいて充分研究し、親身になって相談

相手になってほしいのが、水源・非常電源などを

共同利用する方法についてである。隣接する防火

対象物との問において、また、同ーの防火対象物

の異なる消防用設備との聞において、共同利用が

検討されてよい。 このことは、消防用設備の設置

促進という面か らのみでなく、 投資効率、あるい

は日常の維持管理の効率という聞からも考えられ

てよい問題である。（54.3)

（なかじま ただよし／消防lj'-(・l;J; 救急．瓜Hl
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コンフリクト・アナリシス手法｜
交通場面潜在危険性の検出技法の課題

池之上慶？郎・小島幸夫 ｜

事故危険性の検出評価の問題

安全対策がモータリゼーショ ンに追い付かずに

激しい交通戦争が続いたころは、事故多発地点も

はっきりしており、それに対して、とにかく投入

すべき対策も数多くあった。 そのような薬石の効

あって今日の事故減少が実現しているのであるが、

1980年代に入るこれからは、事故に追われた受身

から転じて、より高度な、より頭脳的な安全管理

の体制が要求される時代と考えられる。

従来、交通事故の分析 ・研究は、事故発生特性

に関する種々のアイテムをカテゴライズして統計

分析を行うことによって、全体的な政策のプライ

オリテ ィを見いだすものや、種々の対策要素がそ

れぞれどのように事故抑止に寄与しているかにつ

いて、数多くの過去のデータに統計処理を加える

ことによっ てこれを明らかにしようとするものな

ど、巨視的・戦時的なものが主流をなしている。

もちろん、これらは政策の方向ゃ指持理念を定め

るのに不可欠の ものであるが、他方、個々の対象

について具体的に危険性を検出し、改蒋策を求め

るという戦術的な面の技術の体系化についてはあ

まり顧みられていない。

個々の対象の危険性にもいろいろあり、個々の

運転者に潜在する危険’キーの検出については、運転

危険性の検出についても 交通違反の悪質性に関

する意識の測定技術の研究がなされている。本稿

でテーマにしているのは、交通場面での現象に潜

在する危険性の検出である。

交通場面の危険性の検出評価の役割は、図 1に

示す安全管理のマスター ・フローをみれば明らか

である。 これを過去の事故データによ って行うこ

とが今日最も一般に行われているところである。

事故記録の活用は不可欠であるが、これにもそれ

なりの泣き所がある。 この事故データを得るには

ある程度の期間を要し、しかも、今日すでにその

徴候がみられるように、事故多発箇所というもの

がはっきりしなくなってくると、図 1の第 1工 程

である危険箇所の検出とランク付けを事故記録だ

けで行うことが困難となる。 また、改善策の検討

に必要な現象の洞察のための情報源としては、 事

故記録だけでは不充分であり、図 1の第 2、第 3、

第 5の工程で障害となる。

この問題を克服する補助的手法として、事故の

可能性と関係の深い現象を基にして危険性の検J!-', 

評価を行うことが考えられる。道路の曲率やこう

配など幾何構造要素の条件と事故との相聞を明ら

かにしておいて、道路構造の危険性評価が行われ

るのと同様に、交通現象要素の条件と事故との相

聞を見いだしておいてこれを評価に使えれば、｜抱

適性検査の研究分野にお 図 1 安全改善の評価手順

いてその技術はかな り確

立されており、ま た、社

会各層の意識に潜在する
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時、問所について短時間

に診断カ尚子えることにな

る。これに関して、今ま

でに速度分布の歪み、速

度変化の頻度、ある値以

下の車頭間隔の頻度等と

事故率との相聞などが扱

われているが、いずれも

研究の域を脱していない。

表 1 鎗そう数と事故敏との相関係費kr 

錯そうーが散の状況

右折車と 追突以外

交 差 点 進路変更 対向直進車交差交通 追突 のすべて rの限界値 標本数

信号交差点

T 型 -0.207 -0 128 -0.170 0.075 -(l.172 土0.532 14 

一十字路 0.360a 

全 0.402a 

無信号交差点

T 型 0.294a 

I 字路 0.159 

全 0.276a 

全交差点 0.356a このような発想の下で、

最近欧米の先進国で比較
（~主 ： alj 5%水準で有意）

的力を入れて研究が行われているものに Con fl ict 

Analysisというものがある。これについて、次節

に述べよう。

コンフリクト・アナリシスについて

車同士または人と車がそのまま進行すれば衝突

するので、何らかの回避動作が行われた場合に、

conflict （以下日本語では錯そうということにす

る）が発生したといっている。コンフリクト ・ア

ナリシス（またはコンフリクト技法ともいう）とは、

「1つの場所で生ずる錯そうは事故の潜在性を意

味し、その頻度は事故の可能性の尺度となり、ま

た、錯そうのタイプはそれぞれ事故のタイプと対

応する」という仮説を背景として、数少ない事故

を対象とする代わりに、事故の定義を拡張解釈し

て錯そうを対象とすれば 危険性の検出に有効で

はなかろうかという概念のものである。

この場合、衝突回避のための進路変更または制

動動作 （制動灯の点灯をもってそれとする）をも

って事故回避事象、すなわち錯そう事象と定義付

けているほか、米国のマニュアル（交通調査マニ

ュアル）では、違反行為の発生も錯そうの定義に

入れている。

この方法が妥当かどうかは、仮説どおりに錯そ

うの頻度が事故の頻度と有意な相聞を有するか否

かにかかっている。 この技法の概念は1950年代か

ら数人の研究者によって提唱されていたが、本格

的な研究は1969年にゼネラル・モーターの Perlくins

0.6618 o.209a -0.018 0.410a 土0.179 122 

0.6J5a 0.136 -0.017 0.326a 土0.160 157 

0.432a 0.83oa 0.41Qa 0.837a 土0.205 94 

0.459a 0.602a 0.213a 0.653a 土0.192 106 

0.453a 0.665a 0.2958 0.67la 士0.130 235 

0.546a 0. 429a 0.1548 0.458a 土0.100 392 

出典： Anevaluation of the traffic conflicts technique, 

W.T. Baker, HRR 384, (1972) 

図 2 交差点での重度の錯そうおよび事故の発生泊所と

それらの相対煩度

一
－ ーー一

出典： Trafficconflicts a development in accident research, 

S. J. older, B. R.spicer, Human Factors 18(4 ), (1976) 

によってなされ、その後、米国の連邦道路局や英

国の運輸道路研究所などで研究が続けられている。

米国連邦道路局のプロ ジェク トで 500以上の交差

点を対象に行った研究では、表 1にみられるよう

に、交差点における錯そうと事故との相関性につ

いて、追突事故を除いた他の類型のいずれについ

25 
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表 2 鎗そう 一機会および事故ー錯そうの比率

錯そう－ 11~放の状況

布折lliと
交 差点 進 路 変 更 対向直進車交差交通追突

機会l，胸囲当たりの錯そう世

flt号1宇吏差占 51 28 15 29 

句麗信号一｜字吏差市 64 28 26 26 

全 65 28 25 25、
錯そう 100，側回当たりの’l微量

信号｜字吏差点 20 56 

黒信号卜字吏差点 7 16 

全 6 15 20 

:11典 Anevaluation of the traffic conflicts technique. 
W. T. Baker, HRR384, ( 1972) 

ても統計的な有意性が報背されている。 また表2

に示されるように、ウィーヴィング型と追突型の

錯そうは、その頻度が多く観測されるにもかかわ

らず、事故との件数比が低いことを指摘し、こ の

2つの型は同方向の車同士によるものであるから、

損傷度が小さくて事故として報告されないケース

が多いものと解釈している。 また、英国の研究で

は、図 2に示すように、 1つの交差点内の各場所

における錯そう頻度の構成率と、それらの場所に

おける’J~故件数の構成率とが非常・によく 一致する

ことを報告している。

コンフリクト・アナリシスの試行

上記のとおり、この研究は比較的歴史の浅いも

のである。我々は、この技法の有用性を実際に検

討するとともに、ひいては潜在危険性評価モデル

を確立することをねらいとした研究に着手してい

方面から三光町方面へ右折する車と、その流出部

の横断歩道を当該右折車から見て、右の方から横

断する歩行者との事故が特異であることがわかっ

た。 そこでこのケースを事故多発の対象とし、同

様の相互関係にありながら事故寡発のケースとし

て、同交差点を池袋方面から西武新宿方面へ右折

する車と、その流出部の有方から横断する歩行者

との関係を取り上げた。

前述のコンフリクトの定義に準じて、横断歩行

図 3 事故発生状況図 （西 大 久 保 1丁目交差点）

全車位 事行者

51年 IIO件 5件

5211' I s件 l件

計 I1s件 6件

・ 死亡＞ii依 ＠重傷＂＇故 θ軽傷事故

φ一一自動車（輸を除く）‘ー 輪原付
。一一ー自転車 <J ... ー歩行者

市1,H

~ （一方通行路）

牛込

一一一ー

るが、現在までのアプロ

ーチで得られている結果

を、事例的に以下に紹介

する。

図 4 歩行者と右折車に関連する錯そう事象の発生状況

右折車と横断歩行者との

事故の例

調査時点で歩行者事故

多発交差点としてランク

されていた西大久保一丁

目交差点について事故デ

ータを調べた結果、図 3

に示すように、西武新宿

26 

一、品 ごT (42%1 

" 、「 （別%） 、ア

語軍 的 E流：H部 ｜多発流出部｜

35 平t!)1i!i:0.34悶／サイ 71レ 平均ft直0.96回／サイクル
15 

データ数50サイクル デ－9数52サイクル

10ト
10r 1 1 ドマ）

(12%) 

(2%) 

01 2 3 4 5  012345  

lサイクル'i＇に歩行者と，，折車に関連する lサイクル＂＇に歩行者とイ 7折車に関連する
錯そう事象の発生l凶数 錯そう事象の発生回数



'79予防時報118

みに、各有折車が横断歩道上にあるときに、右か

らの横断歩行者が同時に存在する事象の平均頻度

を調べると、事故多発部では毎周期1.33回の割合、

事故寡発部では毎周期0.26回の割介で、明らかに

差がある。

観察を進めた結果、事故多発部にはさらに悪

い条件が重なることが判明した。 それは、図 6に

示すように、右折車の青現示の前の現示．で当該横

断歩道を通過して交差点に入る交通が、赤信号で

停止するとき に当該横断歩道を越えた交差点内で

イ亭止することカfしばしlまあることである。 この王見

象は、当該ケースの布折車と横断歩行者との聞の

視野妨害の役をすることが、事故記録に当事者の

言正言として記されている。 さらに、このようなネ見

野妨害の事象がある場合とない場合との右折車の

速度を観測したととろ、図 7に示すように、視野

妨害の状況の場今の速度が若干高いという好まし

くない結果が得られている。

図 6 横断歩行者、 ｜！ 
右折車および横 I : 
断歩道を越えて 目目

停止している車

図5-1 右折車の右折開始時と歩行者の機断開始時の分布

（多発流出部）

一一右折車（n=471台）
一一歩行者（n=359人）

図5 2 右折車の右折開始時と歩行者の術断開始時の分布

（寡発流出部）

一一ー右折車（n=450台）
歩行者（n=507人）
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図 7 横断歩道を越えて停止している貨物車による視界妨害の
有無と右折車の速度分布

100 

者あるいは右折車が、それぞれ相手を避けるため

に停止または速度を落としたり、あるいは進路を変

えた場合を、コンフリクトとしてその頻度を観察

した結果は、図 4のようである。事故の多発、寡

発両地点の錯そう頻度には明らかに有意な差がみ

100 

90 

80 

られる。

このような違いをもたらす現象として、図 5に

みられるように、右折車と横断歩行者との遭遇の

しやすさの違いが観測されている。事故寡発のケ
70 

60 

50 

40 

30 

20 

累
加
百
分
率
（
%

ースの方では、右折車が右折をする時期は、 一般

にみられるように、対向直進車に影響されて青信

号の末期に集中している。これに対して事故多発

のケースの方では、直進方向の枝がそのまま一方

通行になっている関係から、右折車に対向する直

進交通はあり得ないので、右折車は青信号のどの

F一一。貨物車による視界妨害あり

ト －－x ” ” ” なし

30 

27 

布折H寺の交差点通過速度 （km/h)

25 20 

10 

時点でも右折するパタンにあり、これが横断歩行

者と常に遭遇するパタンを作り出している。 ちな
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図8 4つの現象パラメータと歩行者司匹敵件数の関係

鞄：1~検長 道j比布か ら に関連する錯そ 制通過連度 の歩行予との
'ifli車の平I!］交 布折

'PJil号車Eえ主1予 の歩行者と右折 う事象の lサイ 'I与政1午；：.

回避のために行ったブレ

ーキ操｛乍・ハンドル操f乍・

あるいは危険を予想して

右折車に対する注意喚起

のための終笛使用の行為

が執られている。 同国に

おける錯そう事象と事故

件数との相関係数は0.49

とあまり高くないが、さ

らに錯そうの種類別に同

様のことを行うと、ブレ

ーキおよびハンドルの頻

度と事故件数との相聞は

0.83、事干笛使用との相関

止している車が 車とが同時に存 クル当たりの平
あ争サイ 7ル教 在する回数の l 的発亙函数
の金サイクル数 件イクル当t・J 
に対する比率 の平均値

附 ~ 1.5 閏 引ク J
40 I / I ト20 一－－』－－。4

u鋭， ;...r I I 

ジヂ勺 1.0 I /419 ト3

寡発流出者IIl/ I I 、
，、－－－－－－－－－－－－－－－－－、， l I 

Lo Lo L Li局 、い

また右折車の速度分布をみると、多発ケースの

方が寡発ケースの方よりやや高い傾向がみられる。

上 記4つの現象パラメータの値と当該類型歩行

者事故件数との関係を一括して示すと、図 8のよ

うになる。すなわち、これら 4つの現象パラメー

タは、この種の歩行者事故の潜在性を評価するモ

デルの説明変数となり得ることが認められる。

右折車と対向直進車との事故の例

東京都内での右折時側面衝突事故発生件数の上

位ランクを継続的に占めている新宿中央公園北交

差点と赤坂見附交差点を取り上げ、それら交差点

内の当該類型事故多発地点と寡発地点合計7地点

を対象として、右折率と対向直進車との錯そう事

象を観測し、その頻度と事故件数との関係をみた

一例は図 9のようである。この場合の錯そう事象

としては、対向直進車が右折を始めた車との衝突

図 9 錯そう事象の発生回数と事故件数との関係

10 

話
怖
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紙警
主主~
括主 5
1骨量
（草E
~｛早
巴）

叶
。a

。吋50 100 150 
右折車と対向直進車との錯そう事象の発生回数（昼間5時間）

28 

が0.75、ハンドルとの相聞が0.69を示し、錯そう

の種類によっては事故危険性評価のメジャーとな

る可能性が充分にみられる。

さらに、このような単なる錯そう頻度の他に、

潜在危険性を説明し得る現象パラメータとして、

右折待行列数のように対向車に対する視界に関連

する条件、対向車のギャップの大きさとそれの利

用される確率、対向車直進車の交差点流入速度、あ

るいはまた右折車と対向直進車との交錯機会によ

る現象の正規化などの観点からの分折を現在進め

つつあり、残念ながら本稿執筆の時点ではこれを

紹介できない。

黄信号に伴う追突事故の例

東京都内での追突事故件数の上位ランクを継続

的に占めている環状 7号線の大聖堂交差点、高円

寺交差点を取り上げ、また閉じ環状7号線上の追

突寡発交差点として豊玉中二交差点を取り上げた。

結果的に、追突多発グループに属する 3流入部と、

これに対するコントロールとしての他の 3流入部

を扱うこととなる。 これら 6流入部における追突

事故の形態を調べた結果では、信号で停止してい

る待行列への追突が75%を占め、特に信号停止先

頭車への追突が50%を占める事実が注目される。

このことから、この潜在性に関する現象として黄

信号に伴う過渡現象に着目したわけであるが、前

述の定義によるコンフリクトの頻度と追突事故と



カバーし得るほどのデータ量は得られていないと

みるべきであるから、前記（イ）の条件に積極的に触

れることは危険であり、ここでは（ア）の条件に主眼

を置くこととして、当該時間量の計算、つまり信号

周期当たりの平均値の計算には、信号の切り替

わり時に車の到着がなかった信号周期は対象から

ている度合いと、その車が停止または通過する確

率との関係を、その賞時間に右折する対向車があ

った場合となかった場介とについて分析した一例

が図11に示される。 同図において、停止確率が通

過確率より高くなるクリテ イカルな位置は、黄信

号で有折する対向車がある場合の方が、そうでな

い場合よりも約 1秒だけ左方にずれている。 つま

り、黄信号において対向右折の現象がある場介は、

外した。

信号が賞に変わった時点に車が停止線に接近し

時の車の到着の仕方について各流入部の母集団を
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図11 対向右折がある渇合とない場合の、貧信号に面した交通
の停止／通過の状況
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は、上記（ηまたは（イ）、

応するはずである。

この観測では対象時間が限られており、賞信号

リ、さらに与大のことカfいえよう。

(7) その流入部における黄信号に対する車の応答

特性が、図10のB曲線寄りである方が、 A曲線寄

りである方よりも意志決定観艇は生じやすい。

高いほど、意志決定値踊は生じやすい。

今ほど定義した時間量の値が大きいということ

またはその双方の条件に対

この差を説明し得るのではないかという考えを背

景に分析を進めた。

このような仮説を説明する現象パラメ ータのー

一定の応答特性においては、黄信号になった

ときに車がその特性曲線の範囲内に存在する率が

j!J:←一一一一一→辿

Y'tf.iサlzfiめの11.¥':.'.iにおける

停.11・.線への接近の度作い

黄信号になった時点で、車が停止線に接近して

いる度合いとその車の停止確率、または通過確率

との関係は、 一般に図10のように示される。黄信

号に直面した交通流における停止か斉かの意志決

定の組曲喜は、黄信号になったときの車の位置が図

10の曲線の範囲内にある場合に生ずる可能性があ

いるとともに、我々の観測でも認められたので、

表面的なコ ンフリクト事象にこだわることなく、

洞察を一歩進めた現象分析に取り組んだ。

交差点に対する見通しゃ運転者の注意緩慢もこ

の種の事故の要因になり得るが、これらの条件が

同じで、なおかつ事故の多発性に有意差があると

すれば、黄信号に面した交通流のなかの停止か否

かの意志決定の組踊によるコンフリクトの大小が

つとして、黄信号始めをゼロ時点とした場合の、

その後の停止線通過時刻］の和の信号周期当たりの

の相関性はきわめて弱いことが米国で報告されて

。
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当該流入部の車はそれだけ停止を強いられること

が物語られている。

このように運転者の意志決定を偏寄させる条件

も、意志決定の組曲苦の生起を助長する因子と考え

られよう。

信号切り替わり時における追突発生のトリガー

と、かかわりのありそうな現象を検討してきたが、

これに恭つeいて、（ア） 交差点平均接近速度（意志

決定の組酷によるコンフリク卜が衝突に至るか否

かを支配する大きな要因の 1つは速度であろう）、

（イ）停止線通過時点の賞信号始めからの経過時間

総和の信号周期当たり平均、（ウ）対向右折のある

信号周期のうち、黄信号による停止挙動と黄信号

中の対向右折挙動とが共にある信号周期数の割合、

の 3つの値の組み合わせと、昭和51年中の信号停

止車への追突件数との関係を図化すると、図12の

ようである。これによれば、提案した上記3つの

現象パラメータは、この種の追突事故の潜在性の

評価モデルの説明変数となる可能性が認められる。

図12 3つの現象パラメータと追突件数

対向右折のあるサイクルの中

黄信号停止車と貿信号右折Iii
とが共にあるサイクルの卵l合

停止線通過時刻 信号停止車への

交差点流入速度 （賞信号始めから） 追突の件数
SS(km/h) f6.0（秒） ___.......100 ( % ）・ー－ー喝6（件）

50.B高岡寺内回り

潜在危険性評価モデルの課題

上記に報告した我々の体験は、先に述べた米国・

英国での報告とかなり 趣きを異にしているといわ

ざるを得ない。 これについて種々考察した結果、

我々は次のように意見を整理している。

（ア）米国の報告は大量ヂータに基つeく統計処理が

柱になっているのに対して、 我々の研究は微少サ

ンプルをミクロに扱わざるを得なかった。つまり

30 

大サンプルによる統計処理はマクロな知見を与え

るけれども、コンフリクト ・アナリ シスによるi替

在危険性検出能力そのものについてはそれだけ高

い精度て帆扱えないはずであり 、これに対して微少

サンプルを扱った我々は、必然的に取り扱いの精

度を高めざるを得ないために、米 ・英で定義され

ているコンフリクト ・アナリシス以外の分析をも

千子うことになった。

（イ） 英国での報告は微少サンプルについてのもの

であるけれども、地方部を対象としたものであり、

我々の対象は高交通量の大都市におけるものであ

る。高交通量の条件下ではコンフリクト ・アナリシ

スの検出能力が低いことは英国でも報告されてい

る。コンフリクトの頻度の他にそのseveritの扱い

が事故件数との相関性に大きく影響することが英

国で報告されているが、高交通量の都市部という

環境下では特にこの問題が重要のように考えられ

る。 このことは右折車と対向直進車とのコンフリ

クトの分析結果のところで若干触れたとおりである。

（ウ）結論的に次のようにいえる。高交通量の都市

部においての潜在危険性検出技法に高い精度を期

待するためには、単純なコンフリクト・アナリシ

スの概念だけでは不充分であり、コンフリクトの

severityと事故の severityの範囲との対応の扱い

が問題となるが （たとえば米国の報告でもコメ ン

卜されているように、報告されない軽微の物拐事

故などはデータとして把握できない）、この問題に

純粋に取り組むよりは、単純なコンフリクト ・ア

ナリ シスを補完する他の形として、我々の試行で、

種々分析したような他の現象パラメ ータを線形的

に付加したモデルを検討すべきである。 これの最

も極端な例が、先に述べた黄信号時の追突事故潜

在性評価モデルである。

今後この方向で本研究の完成度を高めたいと考

える。また本稿で報告したようなスポット的な潜

在危険性の他に、路線の潜在危険性を走行試験に

よって検出評価する手法の開発にも現在着手しつ

つある。

（いけのうえ けいいちろう こじま ゆきお／

科学符察研究所交通部）
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（ 尾池和夫 ト

大地l廷は予知できる可能性がある。 少なくても

自然は大地震発生前に様々の前兆的現象によ って

それを教えている。大地震を予知して震災予防に

結び付く箸報へと活用できるかどうかは、科学と

技術と政治とが、いかにうまく自然のなかの前兆

信号を受けとめてそれを役立たせるかという、人

間の知恵にかかっている。

｜地震の予報

地渓発生の可能性を知り、発生の場所と時期を

予測し、起こるべき地震活動のなかの最大規模の

地長のマグニチュードを予測し、さらに発生の可

能性が何パーセント程度であるかを計算して公表

する、このような仕事を地震予報と呼ぶことにし

よう。地震予報はどのように公表されることにな

るだろうか。

マグニチユード 8クラスの巨大地震に対して、

日本では予知のための仕事を進め、予報を出すと

いうことを国が実行するようになった。 「大規模

地震対策特別措置法」が施行されたからである。

これによれば、巨大地震発生の可能性の高い地域

を地反防災対策強化地域に指定することになって

いる。 この指定は長期的な予知による長期予報と

日乎ぶべきものである。

長期予報に基づいて、 一方では、観測I］網を整備

して短期的な手知ができるように国は強化地域で

の仕事を進める。 また一方では、防災のための計

画が務備される。 公共的な施設などでも地震防災

応急計画を 6か月以内に作成しなければならない。

地殻活動の様子や地殻の状態の変化から、大地

震発生が間近に迫っているという証拠が見いださ

れると、気象庁長官は地震予知情報を内聞総理大

臣に報告する。 この報告を首相が受けて、緊急で

あると認めると閣議にかけて、地震災害に関する

箸戒宵言を発する。 防災計画に定める惜笹が執ら

れると同時に、国民に対して地渓予知情報の内容

を周知させる措置を執る。 これが大地震の短期予

報と呼ぶべきものである。

このように、法律を定めたからといって、大地

震がそれに合わせて発生してくれるわけではない。

もちろん、この法律ができた背景には、日本での

地渓予知の研究が進み、大地震発生の前にどのよ

うなことがわかるかという見当がついてきたとい

うことがある。 しかし、何といっても日本では大

地漠の発生を予測して、短期予報を出したという

経験を国は持っていない。

実際に地震予報を出して、震災を軽減すること

に成功した経験を持つ唯一の国は中国である。 中

・・..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・m・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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国では、大地震に対する予報を、長期予報 ・中期

予報 ・短期予報 ・臨袋予報という 4つの段階に分

けている。長期予報は地震発生の可能性の高い地

域を指定するもので、日本での強化地域の指定に

似ている。 中期予報はその地域で地震発生が迫っ

てきたという具体的な状況をつかんだ段階である。

短期予報は避難するための準備を始めることを意

味し、臨震予報は避難指令に相当する。数回の実

践経験を積み上げた結果、このように中国では地

震予報の出し方を総括した。

1975年 2月4日の海域地震以来、確かに数段階

に分けられるような形で地震予報が出されており、

それぞれの段階での予報が次の段階に大きな効果

を及ぼしていることがわかる。長 ・中期予報は、

防災計画をその地域の状況に合わせて作り上げる

ことと、地震直前の信号を捕らえるための観測j綱

を整備するために役立った。臨震予報を出すのに

失敗した唐山地震の場合でさえ、長・中期予報に

基づく防災措置が、確かに震災軽減に役立ったと

みられる工場の例があったり、また、地震発生に

至るまでの自然現象の変化が、科学的なデータと

して詳しく記録に残されていることなどの具体的

な効果があった。

地震予報を何度か成功させた中国でも 、地震が

発生しないことを知るという仕事はあまり進んで

いない。長期予報以後、いつ起こるかを知るため、

いっその前兆現象が現れでもいいように長期間緊

張して仕事が進められる。 このとき、皆が知りた

いのは、「大地震発生まであと何年あるか」という

こと、あるいは「少なくてもあと何年は大丈夫か」

ということである。 地震が起こらないという条件

を知るための研究を一方で進めておかないと、地

震予報は確立しないであろう。

大規模地震対策特別措置法には、内閣総理大臣

が、大地震発生の恐れがなくなったと認めたとき

には、閣議にかけて警戒解除宣言を出すことが定

められている。現在の技術からみて、この解除貫

言に結び付くような専門家の意見が提出される可

能性には二 通りある。一つは、前兆と判断された

現象が、その後の調査で明らかに別の原因であっ

たと確認された場合である。 もう一つは、大地震

が発生し、地震活動が一応収まったとわかった時

であろう。一度警戒宣言が出されて何日か何事も

なく経過したら、どのような反応が社会に現れる

であろうか。 この点についての予測ができるよう

なデータがまだ乏しい。

地震が発生すると予報して、発生しなかった場

合を予報のからぷりという。予報なしで地震が発

生した場合を見逃しという。当然ながら今までは

ずっと見逃しを続けてきた。地震予報を出すこと

が法律で定められたのだから、今後はからぶりを

する可能性もできた。 しかし、巨大地震に対する

予報のからぶりや見逃しは絶対に避けなければな

らない。

｜長期的な前兆現象

国民に役立つ地震警報を出すためには、幅広い

分野にわたる観測や測定が広い地域で、しかも密

度高く行われていなければならない。 それらのデ

ータは 1か所に集中記録されていて、専門家が常

時監視していなければ、いよいよ地震発生が差し

迫ってきた時の間に合わない。地震直前の警戒寅

言は専門家の判定から首相の判断、閣議を経て発

せられ、その地域の行政責任者、地方自治体へ伝

えられてようやく具体的な防災に結び付くのだか

ら、最初の判断は少しでも早く下されないと時間

が足りない。

地震笹報を間違いな く出すための観測l網を、日

本全体に常時動かすだけの人材も予算も今の日本

・・m・・・・・・・・・・・・・・・・・m・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・・m・・・・
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では望むことができない。 したがって、強化地域

の指定を確実にやらないと効果は望めなくなるの

である。

現在、東海地域には大地震の発生直前の現象を

つかまえるための観測網が整備されつつあるが、

まだまだ足りない。 東海i中の大規模地震発生の可

能性が指摘されてすでに 7年以上になるが、地震

の直前箸報を出すためには、まだしばら く先に起

こってほしいと原買っている。

東海沖という地域について最も確実にわかって

いることは、南海トラフに沿って巨大地震が繰り

返し発生するということである。 このことは歴史

の資料からいえる。また、 地球表層の現在の運動

の仕方から起こる理由もよくわかっている。 現時

点で次によくわかっていることは、四国から紀｛手

半島の沖にかけては、 1944年12月7日の東南海地

震および1946年 12月21日の南海道地震によって 、

巨大地震を起こすための歪みはほぼ解消されてし

まっていることである。

東海i中から駿河湾にかけては、安政元年以来大

地震はなく、すでに120年を経ている。このことと

駿河湾から御前崎沖に地震の空白域が存在するこ

と、さらに駿河湾地域には1884年から今までに 3

×10-5のせん断歪みが蓄えられていることなどから、

特別に注意を払う必要のある地域と考えられてきた。

大地震は閉じ地域で繰り返し発生する。 内陸の

活断層では、数100年一1000年に 1度の割合で繰り

返し、海溝に沿う巨大地震は場所によって数10年

一数100年に l度発生する。歴史資料の比較的よ く

整理され長期のデータがある日本や中国において

も、このような過去の大地震発生の記録のみから

は統計的な予測を行っても、それだけでは地震予

知にはならないが、注意を払うべき場所の候補地

を提出する意味は大きい。

地震予知の仕事を前進さ せるためには、さらに

幾つかの長期的前兆現象が必要である。 地震活動

が最近しばらく途絶えている空白域の存在、測量

結果から得られる異常な隆起運動や大きな歪みな

どは、有力は前兆と考えられている。 その他にも

地震波速度の変化や周辺地域での地震活動の変化

などが役立ちそうである。 また、地殻の応力場を

ボーリングしてil!IJ定し、応力の絶対値や方向を知

ることも重要である。

空白域の存在は、気象庁の観測l網がで‘きて50年

以上のデータが日本にはあり、よ くわかるはずの

現象であるが、事例の解析がまだ徹底して行われ

ていない。 空白域形成の様子や、形や大きさと継

続時聞から、次の大地援がどのように予測される

のかがまだよくはわかっていない。

測量による異常地殻変動が検出されるためには、

時間的にも空間的にも密度の高い測量の繰り返し

が必要である。 もともと地図作りのために設置さ

れた測量網を再il¥lj量していても、地震の前兆とし

ての異常は見逃す率が高い。繰り返しの頻度も高

くなければならない。 日本列島は本来地殻変動の

激しい島弧であり、 10年に 1回のil!lj量で大きな変

動が見いだされたとしても、もともとある数10万

年にわたる変動の一部なのか、 1年前から始まっ

た急激な変動によるものか、あるいは10年続いて

いる巨大地震の前兆なのかという判別ができない。

その点、まだ現在のillll量事業は地震予報のために

完備しているとはいえない。 また、年度予算で動

く国土地理院の事業計画のなかでは、 地震学者の

新しい指摘によって急いで改測をする必要が生じ

た場合などには、なかなか動きがとれにくい面が

ある。

近い将来大地震が発生する地下では、地震＂i皮の

伝わる速度が遅くなる現象が知られている。水で

飽和した岩石の中の応力が高まると、ディラタン

シーが生じすき聞ができて水は不飽和の状態にな

・・・・・・・・・・・・・s・・・・・B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
33 



'79予防時報118

防災基礎講座隠・・・a・.・・・..・・・・・.・・.......・s・・爾属.・・・...・
りp（，皮の速度が小さくなる。 さらにすき間に周り

から水が流入すると P波速度は回復し、やがて破

壊が発生して大地震となる。 このようなモデルが

一応考えられているが、大地震前に P波速度のi成

小が観測された例も知られている。笑l療の地震予

知に際してこの現象を 活用するためには 、地震波

速度を詳しく測定する仕事をしなければならない。

そのためには人工地震を用いる方法がよいが、人

工地震を発生する場所を見付けるのも、微小な信

号を観測する場所を見付けるのも、日本では大変

困難である。 このような観測を l年に 1回程度実

行するため、交通機関や道路を真夜中にほんの数

分間止めることはできないだろうか。

地下の岩石中の応力を測定する仕事は、 地袋予

知研究の中心となるものの一つである。 測量の繰

り返しによってわかる歪みが、単に一定期間の変

形量を示しているだけで、破壊が起こるほどの歪

みに達しているかどうかは最初の状態を知らない

かぎり不明である。 それに対して、応力の絶対値

を知ることはより直接的である。 応力が高まって

いなければ破壊発生の可能性は非常に低い。 日本

では、このような仕事が1979年から始まる第 4次

5か年計画のなかで、初めて地震予知の事業費の

なかに取り上げられた。

以上のような、長期的な予知のためのデータを

とる仕事は重要であり、人と予算をつぎ込む価値

のあることであるが、それだけですむことでもな

い。 巨大地震の発生する海溝付近の地震波速度や

応力値をittrJる技術そのものがまだない。陸地にお

いても、都市の存在や地形の複雑さのために、全

国を均質にみることは今の技術だけではできない。

｜短期的な前兆現象

地震は地下の岩石中にほぼ一定速度で歪みがた

まっていった結果、岩石の破壊強度の限界に近付

いてきたとき急速に準備が進められてついに食い

違いが発生する、というような過程で起こると考

えられる。 急速に進む直前の準備段階には、自然

現象のなかに様々の前兆現象を現す。 これを捕ら

えて直前の短期的な予測をして警報を出すことが

可能となる。

岩石の破壊には、水の存在が大きな役割を果た

している。 直前の前兆現象を観測する手段として

も、地下水の変動や化学組成の変化を監視するこ

とが重要である。 また、大破壊の直前には微小な

変形や微小な破壊が発生するため、これらの現象

を捕らえるための地殻変動の連続測定や、高感度

地震計による小地震活動の監視が必要である。地

下の電磁気的な変化も見逃すことができない。地

総気の異常変化や、自然電位や岩石比抵抗の変化

などが直前の現象として観測される。

これらの直前の前兆現象は、それら一つ一 つを

取り上げてみると、今までの観視r]jijljから見る限り

地震前に前兆現象が出現した例ゃしなかった例が

あり、100%確実に出現するという種類のものはな

い。 出現する時期や範囲についても数時間から10

数日前まで、また震央近くから数lOOkm離れた所ま

で分布している。 わりあいはっきりしていること

は、大地震発生の間近になると、急速に前兆現象

がいろいろの面に出現し始め、震央地域を取り囲

むように現れるということであろう。

したがって、大地震の望書報を確実に出そうとす

れば、長期予報の指摘した地域を囲んで、できる

限り多くの項目の監視を、網の目を細かくしなが

ら連続して行うことが必要である。 しかも、多く

のデータは lか所に集め られ、少数の経験豊かな

スタッフによって集中的に監視されていなければ

ならない。 このような仕事は 「あと何年は起こら

ない」 という予知ができない以上、一刻も早く始

・・・・・・・・・園田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・欄・・・.
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・・・・・・・・・・・・・m・・・・・・・・・・・・・・・”・・・鴎・・・..・－防災基礎講座
めなければならない。 1年以上の間平常の様子を

監視していて初めて異常な現象を見いだし、直前

の前兆現象として確認できるからである。集中観

iHIJをしている場所では、ベテランのスタッフの判

断を早くするために、データはオンラインで常時

処理されつつ、過去の例や多くの研究成果と比較

検討できるように、それらの検索や表示 ・解析の

作業が常にできるようコンビュータシステムを動

かしておかねばならない。

日本では、今このようなことを笑現するために

毎年観測システムの整備が行われつつあるが、そ

れは東海地域に対してだけであり、そこでも質と

量の函ともにまだまだ不充分である、ましてや、

その他の地域ではまったく常時監視のシステムは

確立していない。 1973年 6月の根室沖の地良 （M

=7. 4）や1978年 6月の’自ー城県沖地震 （M=7.4) 

などについては、その発生の前から地震学者の意

見としてi5:い将来大地震の発生が予測されていた。

しかし、直前現象を捕らえるための特別のi.¥'＞備は

何一つなされずに終わってしまった。

ある程度の経消力を持ち、先進的な技術を持つ

日本のような国で、しかも、大地震がよく発生す

るという条件がある以上、このような機会がある

たびに、 何をおいても直前現象を観測すべきであ

る。 それによって讐報は出さなかったにしても、

次の大地震のためにデータが残され研究が進む。

人材の確保と予算の裏付けが、まだまだ必要であ

ろう。

｜地震予報の可能性

この数年の聞に地震予報が震災軽減に役立った

例が幾つか積み上げられた。それらは、もっぱら

中国の地震事業の進展によるものであった。長期

予報に基づく集中的な仕事の成果として直前笹報

が出された。

だからといって、日本でも次の地良が予報でき

る保証はない。 しかし、条件が整えば可能性も高

くなるはずである。 もっとも心西じすることは、 地

袋予報を出す技術が進んでいて安易に可能性が高

いと，思われることである。

条件が繋えばというのは、長期的な予illiJによっ

て観測を強化すべき地域が指定され、その地域を

囲んで、充分な集中監視システムが稼動し、しか

も大地反発生までに一定の期間が与えられるとい

うことにある。 日本では、このような条件ができ

そうな場所は今のところ東海地域だけであるが、

まだ観iftll＊閣は荒く、観測対象もかなり偏っている。

地震学の最近の進歩は目覚ましいが、大地震発

生の数日前に地下の岩石の中で何が起こり、どの

ようにして大地良発生に至るかというメカニズムは

まだほとんどわかっていない。 地m予知は、この

ようなメカニズムの解明を待たずに一つの実用的

技術として歩き始めている。 今のところ、それは

もっぱら過去の経験による現象論として、多くの

現象の急変化を見いだすことにのみ頼っている。

本番を迎えようとするたびに未知の現象と出会い

研究し判定しつつ学んでいくという性質を持って

いる。 このプロセスそのものが地復予知の研究で

あり、予知のための観測lデータが地震学を進める

ための基礎的なデータとなる。

巨大地震よリも一回り 小さなマグニチュード 7

クラスの地震は、海溝に沿う地域はもちろん、日

本列島の内陸部にも多く発生する。陸の活断層が

大きく活動するたびにこのような大地震が発生す

ると巧ーえられるが、この程度の地夜では前兆現象

が現れでもその範囲は比較的狭く、既設の観測網

にかからない率が高い。 また、このような活断層

を対象とする観測網のほとんどは、地震予報のた

めではなく地以予知の基礎研究のためのものであ

..............・s・a・..・m・....・・.....・g・..・g・－－－－－－
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防災基礎前座a・・・・・・・・・・・・・・s薦・....・.・..・・・..・・・・・・・・・
り、必ずしも常H寺院視のシステムにはなっていない。

現在、日本列島のかなりの部分に対して、小地

震の活動が集中的に記録され、地殻変動の連続観

測ljが行われている。地下水の変動や地球化学的観

測も実地されているし、地球電磁気学的な研究デ

ータをとるシステムも整備されようとしている。

それらの多くが、大学での基礎研究のためのデー

タとして収録されているが、大学では普通予報を

出すための業務的な監視は行わない。 たとえ前兆

現象がめいりように記錨に残されたとしても、そ

れは、地震の発生の後に解析され吟味された上で

公表される。 これらのデータは、 3か月に 1度聞

かれる地震予知連絡会に提出されるが、これが各

地域についての最新の情報を相互に知るための最

も早い機会となっている。

地震の規模が小さ くなるほど、長期的な前兆現

象の出現期間は短く、また直前現象の出現する地

域的範囲は狭いのが普通であり、それだからこそ

地震の規模 （M）の推定が可能となる。 したがっ

て今の状況が続く限り、内陸のいわゆる直下地震

を予知し警報が出されるようなことはないという

方が正しいであろう。

｜地震予報を受け取る立場

大規模地震の予知に関する法律ができたことに

よって、どのような効果が期待で、きるであろうか。

長期的な予知に基づく対策の強化地域が指定され

ると、地方自治体での防災対策は進めやすくなる

であろう。 また、その地域では讐報を出すための

観測l網が従来よりも早く整備されるようになるで

あろう。

一般の国民一 人一 人にとっては、強化地域に指

定されることによる影響が、それぞれの立場に関

係して違う形となって及んでくることになる。受

け取り方も一人一人の考え方を基に異なった形と

なり、それによる行動もまた異なった形をと るで

あろう。強化地域の指定は、単なる指定に終わる

ことなく、このような住民に対して、何をなすべ

きかを教えていく継続的な仕事を伴っていなけれ

ばならない。 それがあってこそ、直前の瞥戒？守言

が発せられたときに効果が期待で、きる。

直前現象を捕らえるためにも、国の観測網だけ

にひたすら期待しているのは間違いである。 国の

予算支出による計画の進行は、必ずしも目的に対

して最適の経過をたどるとは限らない。常時監視

をする官庁の観測網のシステムも、たとえば 5か

年計画で一度始まると、その聞の研究成果をとり

入れた修正や方向転換などはかなりやりにくい。

研究の進展とデー タの収集とが表裏一体となって

いる地震予知と、予算支出の仕組みとはなじみに

くい面を持っている。 その欠陥を補うため、地方

自治体やその他の公共機関、民間団体や個人が地

震予知のための仕事に参加することが、場合によ

っては大層予知の可能性を高めることになる。

地震予知は、予知そのものへの大衆の参加と、

起こるべき地震に備える地域ごと、あるいは倒人

の自主防災の考え方と実行とが、大きな意味を持

つものである。長期予報すなわち強化地域の指定

が、国民の地震に対する認識を深め、防災対策を

身近なところから始め、将来事華戒宵言を正しく受

け止めるために効果のあるものとなることが強く

期待される。

（おいけ かずお／ 京郎大学防災研究所助教授）

参考となる本

地震予知の方法 ：浅田敏編著、東大出版会

地震予知論入門：力武常次著、共立全書

地震ー予知と防災 ：朝日新聞社編

中国の地震予知：尾池和夫著、 NH Kブックス

地震学：宇津徳治著、共立全書

..................聞・則・・・・・・・・・・・・・・..・－－－－－－－－－
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はじめに

近年世界的規模で現れている呉市気象は、各地

で鋭；wrnfJ始以米第 1位とか｛liJI・年ぷりとかいった

きわめてその平副支の桜端さが何われる。呉’ii＼＂低品， l・ 

干ばつ ・大雨洪水等々が地球上｜凝り合わせの国々

でそれぞれまったく正反対の災’ii＼＂気象として現れ、

その実態がH乍年米新聞紙上でしばしば見紛けられ

るようになってきた。 日本においても、昭和53年

の西日本を中心とする異常渇水は、その平副交の大

きさ、継続期間の長さから、 一般住民の水不足に

対する都市生活上での凶窮、農業果実などの作物

関係の大きな被害などを引き起こした。特に、広

島県沿岸ー部から愛媛県沿／.－；・：部を含む瀬戸内海一帯

では、近年まれにみる少雨を観測し、地域住民の

飲料水の確保、すなわち水源地の貯水に対する管

理、善後策が大きな問題として浮き彫りにされて

きた。

ここでは、広島を中心にした瀬戸内海沿岸地域

での呉市渇水について、過去の事例を80数年間の

気象資料から探して求め、昭和53年の特にH愛候期

の呉市少雨と、それに伴う災害についてスポット

を当ててみよう。
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大干ばつ型

大きな干ばつは、日本列島についてみても北日

本 ・米日本 ・西日本そして沖縄地方と地域紛i分を

すると、ある王！？にはある地域のみとか、またある

年には西日本全域といったように、現れ方がかな

り局地fl(Jな場介がある。 したがって、これから後

に述べる干ばつについては、 一応西日本のなかで

も広島付近に焦点をしぼってみることにする。過

去80数年li¥Jについて、 IL.:烏 ・呉 ・福山 ・松山の観

測資料から倣端な少閑記録を探してみると、興味

深いことに 2つの型のあることがわかる。すなわ

ち、広島県沿Lいから瀬戸内海、さらに愛媛県沿＂＂＇

を含む地域は、年lilJI；年水量が1,400 -1,700mm干iお支

であるが、その総降水量がl,OOOmmを－1111った年は昭

和14年と昭和53年の 2回しかない。 表 lはその実

表 1 年間降水量と平年比

~ミ
昭和 14 年 昭和 53 年

降水量 平年比 降水量 平年比

広島 786mm 48% 743mm 45% 

呉 769 55 877 62 

福山 708 58 

松山 793 57 760 55 
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態を示したもので、両年とも800mmを省I］っており（呉

の昭和53年のみ877mm）、平年比 では各地とも両年

とも50%前後となって、かなりの少雨といえる（福

山川候所は昭和17年観illlH剤始のため不明）。このよ

うな年は、平均的 に各月の合計降水量が平年より

かなり少ない傾向にはあるが、特にH愛候Wlが平年

｜；年水量に比 べて著しく少なくなっていることが特

徴である。

次の型は年間を通して少雨傾向にはあるが、特

に 7・8・9月が僅端な少悶である年で、昭和42年

と昭和53年が挙げられる。 まず昭和42年（1967年 ）

について 、 7・8・9月の各月降水量の全国分布を

図 1でみると 、瀬戸内海西部は 7月はほぼ平年並

に近い｜浄水量を持っているが、 8月はlOmmくeらい、

9月は10-20mmと両月は引きがLし3て平年｜泳水量300

mm前後に対し、約%から比ぐらいとなり ~ l= ·i日 な少

問がわかる。 そして、このような少問分布は、瀬

戸内海西部およびその沿山に｜以られて現れている

ことが特徴で、その地域をはさむ南側IJ ，北側lj・東

側 ・西側はともに多くなっていて、あたかもこの

干ばつは、周凶を山地で凶まれた瀬戸内海西部と

いう一種の谷間iの中に狐立した型で現れている。図

図 1 月降水量分布図（mm)

400 

1からもわかるように、

日本の他 の地域ではほぼ

平年並で、北海道でも10

mmという少雨は現れてい

ない。 このような型の、

西日本特に広島県から愛

媛県沿岸に至る地 域の異

常干ばつは、ある意味で

は局地性の強い現象であ

ろう。昭和53年について

みると 、図 2のような分

布をしている。 この図は

図 1と違って月合計 ｜浄水

量の平年l浄水量に対する

比で表しである。 この特

徴を瀬戸内海についてみ

ると、 7, 8・9月ともエ｜五

年の60%ぐらいであるが、

図2 月降水量の平年降水量に対する比の分布図 （%）
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特に 7 ・8月は少ない。ただ昭和42年と製ーなるの

は、 7 ・8月は北九州から中園地方・近畿地方に

及ぶ地域が極少雨域になっており、 9月は瀬戸内

海から凹園地方 ・）L州地方にかけて少雨があるこ

とで、概観すると、昭和42年に比べて極少雨城が

西日本全般とかなり広いことであるが、瀬戸内海

西部が、その極少雨域の中心になっていることで

ある。

昭和42年の瀬戸内海西部の干ばつは、主として

梅雨明け以後の峻候期から秋にかけての少閑が原

因しているが、梅雨期間中はほぼ平年並の｜浄水誌

があった。昭和53年は 7月以降の極端な少雨が原

凶となっていることに加えて、 1月以ド年連続して

少雨傾向の続いたことが挙げられる。したがって、

時期的に極端な少雨の現れ方が両年で巣なるため

に、この地域では、昭和53年は島しょ音I＼ ・ 沿J＿；~：部

を含めて果笑の被害が多く、飲料水の欠乏が新し

かったのに対し、昭和42年は、田植えはできたが

水稲の枯死という状態が起きたことがキII興してい

る。 これらについては災害の項で詳しく述べる。

昭和53年の干ばつ

広島を中心にした西日本の干ばつに闘して、昭

和53年の状況を凶 3に示しである。

図中の白い俸線は各月の平年の降水量を示して

あり、黒い棒似は昭和53年の月｜冷水量を示してあ

る。 この地域の代表として、広島と松山について

眺めると、月降水量の経月変化は岡地点ともよく

似ている。すなわち、全般的傾向としては、 6H

は大体平年l浄水量の%ぐらいの降水量があって、

梅雨期前半はほぼ順調に近いことがわかる。 反面

放も異常な少雨が現れたのは 7月で、図でみられ

るように、平年の傾向に比べていかに顕著な現象

であるかがわかる。さらに、特に 4月以降 9月ご

ろまでの少雨の持続は、量的にみてもこの地方の

巣泊渇水をもたらしたといえる。平年の状況であ

れば、 H愛f長期の少雨は 9月に台風期という多雨期

を迎えることによって、日本特有の年！'.flの 2つの

多雨時期を持つ気候特性ーが現れるはずであるが、

'79予防時報118

この年は台風による雨量が少なかったために、 .fJ'・

r..11を通しての、時rljj£のような年間総：降水量の半分

ぐらいしかないというきわめて顕著な呉市少雨年

図3 昭和53年の月降水量の経過状況
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図 4 500mb北半涼高層天気図

実車Ji! 等高度線、点線・高度の平年との差を現した線

（単位はいずれもm)
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となってしまった。

ここで、この少雨の原因について気象解説では

よく用いられている500mb高層天気図で眺めてみよ

う。 図 4は前述した西日本で最も雨量の少なかっ

た昭和53年 7月の北半球の天気図である。 この天

気図のなかで注目すべきことは、点線で示されて

いる平年の高度からの偏差の値とその分布である。

＋で示されている領域は平年より高度の高いこと、

すなわち気圧の高いともいえる領域で、この分布

では日本の束海上に＋50mの中心を持つ正偏差域

があり、西に伸びて日本列島から中国大｜接、さら

に地中海に至る東西に長い高圧帯を形成している

ことが特筆される。 加えて、北極付近にあるべき

主な寒気の中心（図中カナダ北東部にある低気圧、

、Lつが西半球に移ってしまっていることが具・，：；＼・

である。このために日本付近は似熱帯高気圧が強

く、したがって、雨をもたらす低気圧は日本の北

方を通りやすく雨の｜泳りにくい状態を作って、梅

雨明けも早めてしまった。このような全地球的な

呉市な気圧配置は 8 ・9月と続き、西日本に干ば

つをもたらした。 このような大規字決なスケールで

みると、日本列島は全域干ばつとなってもよいは

ずであるが、図 2でもみられたように、呉市な少

雨は西日本に集中していた。一般に西日本を中心

にした干ばつ、特にH釘戻期の干ばつは地上付近で

は太平洋高気圧に夜われ、さらに上空の下部成層

圏でのチベット高原上に中心を持つ30°N辺りに沿

って東西に細長く広がっている大きな、いわゆる

チベット高気圧が束に広がり、西日本上空で地上

付近の太平洋高気圧と重畳する形で現れるとされ

ている。そして、そのような気圧配置が現れると

瀬戸内海では特に顕著な干ばつが現れると指摘さ

れている。 おそらく、瀬戸内海は南に四国山脈、

北に中国山脈と 2つの大きな山地に閉まれたいわ

ば閉じた内海という地形にあるために、平均状態

でも瀬戸内気候と称される少雨地域になっている

ことからして、そのような大きな意味での地形効

果が、西日本全般に干ばつを引き起こす時には働

くためであろう。

そこで、広島を中心にした西日本の干ばつの状
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図 5 昭和53年 7・8月合計雨量の平年比の分布図

／ 

／ 

ノ

j 20 

福山／
ノ 20

況を昭和53年について、さらに地域的に紺｜かく示

したのが図 5である。この図は、広島県と愛峨県

内の観測所30数か所について、降 水量の平年（30

年平均）との比を求め、その等比率線を描いたも

のである。前述したように、昭和53年は月降水量

についてみると、特に 7 ・8月が極端な少雨量で

あったので、その合計降水量に対して地域的分布

を示した。 この図からわかるように、瀬戸内凶部

といったスケールで眺める場合と、このように地

域紛1分してみる場イヤとでは、かなりの分布の呉’i i\•

性がわかる。最も小さい平年比10%以下という地

域は、広島 ・呉の沿岸部から広島県中央部の山地

の南斜面地域にある。 このため、呉市や東広島市

(10%域内のほぼ中央付近に存在） では呉’ii＼•泌水

の程度がひどかった。 20%の領域をみると、ほぽ

愛媛県沖の瀬戸内海以北、山口県南東部から広島

県中央部を束に広がり、東部では沿岸部に近い辺

りまで下がり、岡県の聞の瀬戸内海および広島県

沿岸となっている。そして両県とも県境に向かつ

て中国山地、四国山脈へと平年比60%と降水量が

多くなっている。 このため、愛媛県佐田岬地方や

大三島・倉橋島・能美島などの内海上にある島し

ょ部では異常渇水に見舞われ、飲料水はもちろん

農業用水にも不足をきたし、みかんなどの果実類

が多大の被害を受けた。

次に、参考までに対比して昭和42年の干ばつに

ついて眺めてみよう。前述のように、この年は梅

雨明け以後の8 ・9月降水量が最も少なかったの



図6 昭和42年 8・9月合計雨量の平年比の分布図

で、この両月の平年比を昭和53年の場介と同じ手

法で求めたのが図 6である。明お味深い共通点は等

比率線に若干の凹凸はあっても、たとえば20%領

域をみるとよく似ている。要するに、この領域が

広島県沿岸地方から瀬戸内海にわたって東西に伸

びていること、広島 ・呉付近から北方にかけて10

%域のあることである。 ただこの年は愛媛県西部

（佐田岬を中心に）と広島県東部沿Jc；＂：および海上

にかけて10%程度の少雨域が広がっていたこと、

さらに広島県北方の山地に向かつて一様に多雨傾

向になっていないことが強いて挙げれば呉なって

いるといえる。 この年は梅雨前の少雨でIJI柏’えが

できず、 梅雨期の雨でやっとl日柄えを済ませた所

もそれ以後の干ばつで水稲の枯死が現れ、立ち枯

れの稲を凶で焼いてしまったほどの被害がIHたし、

また、島しょ部や佐田岬を中心とする地域での、

みかんの葉が水不足で巻 みかんの葉巻き現象

（昭53.10. 3. 佐回

いてしまう被害も出た。 岬半島の畑にて）

広島を中心とする地域

の干ばつのこれら両年の

特徴は、気圧配置では成

層闘にまで及ぶ形で重な

った強大な高気圧に覆わ

れて起きたことであるが、

そのような広域のパター

ンのなかで、異常な干ば

つ対象域が瀬戸内海のな

かでも広島県西部沿岸か

'79予防時報118

らJ毎一上にあることは、どのようにJill汗：：：(f(J)j：三年半を考

えたらよいか半lj？！民とはしないが、特に瀬戸内海に

ついてみても災’市干ばつは案外地域’/"I：：があり、そ

の発士見には局I也’l'I＇：の強いものがあるようである。

異常渇水と干害

干ばつによる向然から受ける水の不足は、農作

物にと って生！？過程での生理的要求に対するマイ

ナスの効果をもたらすものであるから、もし持続

すれば当然被害は大きく なるし、また、放も必要

とする時期にほとんど雨が｜冷 らないということは

重大問題である。 このように、干ばつに対する作

物被害はいろいろの形で現れるが、降雨による水

の供給が、ある期間ぐらいなくても、貯水で、間に合

わせる』；出！日iがもしできていれば、また被害も様相l

を変えるであろう。気象現象的には、干ばつとい

うのは依端な少雨という呉市現象であるけれども、

それが異常沿水につながる現在では、結局水不足

という形で被害が起きることになる。

広島を中心とした瀬戸内海西部の鳥しょ部では

特にみかん似の栽培が雌んであり、沿／.－；－・：部から山

「：11膏，，，こj[i:い1i)j-では水稲が植えられている。 さて、

較も大きな被害 を受けたみかんを，＿，，心にした柑橘

矧について、 筆者が島しょ部などを実地調査した

ときの現地での説明や、関係機関で報背されてい

る内容に北つ。いて述べてみよう。愛岐l呆について

みると、みかんの作付面積 3万haの%に当たる約
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1万haに被害が出た。特にみかんに対するものと

しては、落葉、王様巻き 、果実の軟化などの現象が

現れ、 一部で売水による潜水も行われたが間に合

わなかった所も出た。 l例として昭和53年10月 3

日に徴影した佐lU山lti付近のみかんの葉巻きゃ築の

いしゅくがかなりひどく進んでいる状況を写真に

示したが、本来遠くからU3tめると、みかん畑はこ

のころであると株一 色に見えるのに、黄色がか っ

た薄緑色で築の裏返しになった様－（－は続くほどで

あった。農作物の総被害制は約32億 4千万円 （10

月 4日現在、県干ばつ対策本部調べ） に達した。

水稲については 6月雨量が確保できたので、その

後の干ばつにもかかわらず、この地域でも一部を

｜徐いて作況指数は100以上と多収量をあげる結果と

なってかえって干ばつが幸いした。

次に広島県についてみると、 4月以来の水不足

により東部で凶植えに支｜却をきたしたり、じゃが

いもなど春野菜は生育不良で減収となった。 7月

末には高混少閑が影響して水田の亀裂が束広島市

や東部地方で起き、沿岸部のすいか、トマト、き

ゅうりなど夏野菜が20～ 30%の減収となり、島し

ょ部の柑橘類も巻業を始めた。 8月に入り水稲被

害は西部にも現れ始め、水凶の自転、亀裂による

水稲のいしゅく ・枯死が出てきた。島しょ音j）のみ

かんは台風の悶で一応のピンチは免れたが、巻業 ・

落葉・軟実 などで品質が低下した。

東部のコンニャク ・茶なども、生育不良で減収

が大きく、飼料用作物は枯死など大きな被害 を受

けfこ。

その他花木類の品質低下などもあり、農林水産

関係の被害は総額約56億 2千万円にも上ァコた。

水稲に関してみると、昭和42年の干ばつでは、

梅雨前の少雨で水稲の作付けのできない所がかな

り多かったが、たとえ、せっかくキ直えイ寸けた稲も

刈り取る代わりに立ち枯れのまま焼くとい ったこ

とが起きた。これらのことを考えてみると、閉じ

ような暖候期の干ばつといっても、梅雨期を含め

てそれ以前・以後で少雨となる場合と、梅雨期に

はどうにか水に恵まれたが、その後の暖候期で異

常少雨になる場合とでは水稲に対する被害 も変わ
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ってくる。 しかし、瀬戸内海西部の沿岸や島しょ

部のようにみかん類の栽培をほとんどの農作業に

している所では、たとえば昭和53年と昭和42年の

ように干ばつの時間的出現状況が異なっても、 一

様に生育上の被害を受けて、質・量ともに多大の

損失をもたらし、被害を大きくしている。 このよ

うな干ばつによる渇水の災害は、瀬戸内西部で広

い作付面積を持っている所は、それがたまたま島

しょ部や沿岸傾斜地であるために、他からの水の

補給が困難であるために少雨の持続は大きく影縛

してくる。

表 2 主な上水道給水制限状況 （広島県環境保健部調べ）

書店 市 給水人口 始終月日 制限内容

東広島市 1.6 （万人 ） 5_29-5_ 11 12時間断時水
7_13-9.28 8～14 間断水

安芸津町 1.25 7 .24～9.20 7～19時間断水

音戸 町 1.59 8.9 -9.16 6-10時間断水

呉 市 12.22 8.7～9.16 時市間内断の%水ずつ24

尾道市 8.31 7 .29-9.6 隔日24時間断水

因 島市 2.6 8.28-9.6 6～19時間断水

竹原市 3.37 7 24-9.11 14時間断水

福山市 28.64 8.10～9.18 10～40%減圧

大竹市 3.52 9.14～10.2 5～10%制限

広島市 72 .19 9 15～9.20 10%制限

阿多国島 0.05 6 1 -6.11 g時時間間断断水水7 29-9.21 

（昭和53年11月現在）

次に、干ばつ、すなわち呉市渇水による被害 と

いえば飲料水 ・工業用水などの給水制限、さらに

断水といった社会生活面での危機がもたらされる。

表 2は、広島県内の主な都市における上水道給水

制限の状況を広島県環境保健部の調べから引用し

たものである。概観すると、 4月末県東音JI.東広

島市 ・江国島町などで、給水制限が始まり、梅雨期

には一息ついたが、 7月末から前述の地域に加えて

尾道 ・竹原など東部の市で、 8月に入り呉市・ 音

戸町など西部の市町で24時間断水を含む厳しい制

限が行われた。 手合水制｜；艮は沿J~ド昔日を中心に 9 市 18

町に及んだが10月 2日にすべて解消した。 このよ

うな渇水に対して古井戸の再発掘が各地で行われ

たり、新幹線工事でゅう出した地下水を利用した

り、住民の生活の知 ：•JJ： がみられた。

参考までに、特に2411寺間断水を行った呉市の状



況を述べると、 8月17日から 9月15日までの間

市内を 3つの地域に分け、各地域ごとに 1日（24

時間）断水を実施し、他の 2地域は給水といった

形で順次に地域をずらして、市に 1地域24時間断

水の措置が取られた。呉市の飲料水を賄っている

三永水源地における貯水状況を、市水道局の調べ

によると、同水源池の満水時貯水量は2,641, 980 m' 

であるが、断水の始まった 8月17日には893,520m'

と満水時の34%に減った。 そして 9月4日には最

も減り541,660m＇と21% になった。その後山間部で

の｜深水により持ち直し、 9月15日にはし010,650m'

の38%に戻ったため断水制限は解除され、そして

9月30日にようやく満水状態に戻った。 このよう

に、市民生活での用水が水源池の貯水に関連して

いることは多くの都市での共通したことであろう

から、少雨の問題は、地域的には結局水源池に流

入する河川を含む流域｜；年雨に狭められることにな

る。異常渇水も都市部だけでの問題とみなされが

ちであるが、それによる災害を考えるときにはダ

ム ・水源池など離れた場所での干ばつ対策が必要

となろう。

おわりに

太陽黒点数の極大年近ぽうに当たっている近年、

今後もまだ世界的規模で異常気象の起きる恐れは

充分残っており、その形が豪雨・異常低iffi'..・酷暑・

干ぱっと多iii支にわたって、しかも地球上での出現

地域のコントラストがきわめて大きいことが特徴

的であるから、西日本でも引き続いて同じような

異常気象が起きないという保lil~ はどこにもない。

異常渇水という状態は、瀬戸内沿岸部や島しょ

部では、特に柑橘類 ・農作物への影響はきわめて

大きく、また飲料水 ・工業用水に対しても多大の

欠如を起こし住民生活がおびやかされる。 もとも

とダムなどによる飲料 ・工業・かんがいなどに対

する用水確保の恒久施設の貧弱な所では、昭和53

年のような大干ばつを 1つの戒めとして対策を考

えるべきであろう。気象庁の長期予報によって対

策を順次立てていくのも有効な手段ではあるが、
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呉常渇水の局t也性ーを考えると、イ可といっても水資

源の確保という問題にさらに考慮、を払うべきであ

ろう。 もともと自然現象はいつどこでどんな形で

主異常性を現すかもわからないものであるから。

最後に、参考までに干ばつに伴う災害について

戦前の昭和14年の状況を気象要覧（気象庁発行）の

中から拾ってみると、農作物被害として、稲につ

いて、広島県では組付不能面積が5,000町歩、枯死

面積8,200町歩、愛媛県ではそれぞオ1.933町歩と787

町歩とな っており 、反当たり収量は広島県て・51%

減、愛媛県で20%減とでている。 しかし、みかん

など果実類に関してはまったくでていない。 また

飲料水・工業用水などについても見受けられない。

ところが、昭和42年の欄には干害として水稲や柑

橘類に対するもの以外に、高地や急斜面の耕地で

ぷ備の不備の所でのかんがい用水の不足、飲料水・

工業用水の制限給水がなされ深刻！な水不足に悩ん

だとでている。

西日本の瀬戸内沿岸地方では、昔から干害の主

役は稲作に対するものであったが、 l滅後しばらく

して以後の農業政策の手直しなどから柑橘類の植

え付けが多くなり、したがって、それに対する被

害が加わってきた。 また近年になっては、 水資源

の利用が多方面にわたってきたために、干害として

異常渇水による社会生活への悪影響が増えてきた。

このように、異常気象としての干ばつは、気象

学的にも、また機構的にも、その内容は昔と今日と

で大きな~いはない。しかしながら、 一般社会情

況や生活環境の進展に伴って、干筈 も時代ととも

に中味が変わってきている面がみられる。日＇i］~·生

活に昔より以上に水を手IJ用する形態になっており、

その水が水源池、ダムなどによる貯水によって主

に賄われている現況を考えて、水資源を有効に利

用せねばならないことを痛感する。

（ねやま よしはる／松山地方気象台）
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地震の概要

宮城県沖地震は 6月12日17時14分に発生した。

地震のマグニチュードは7.4で、仙台市から約100

km東方の海底が震源であった。

次に、 仙台市における地震動についての要約を

紹介する。

(1) 仙台市付近における最大加速度は、南北方向

が東西方向より 一般に大であり、その値は丘陵地

で260cm/sec2、硬い地盤上で：zoocm/sec2、軟らかい

渡部丹

地盤上で＇＇ 320cm/sec2、また硬い岩盤上では180cm/

sec2である。

(2) 仙台市付近における東西方向および上下方向

の地動の大きさは南北方向のそれの、それぞれ約

0.75倍および0.5～ 0.32倍である。

(3) 仙台市丘陵部にある東北大学建設系建物の南

北方向 1階の強震記録から計算 した南北方向の最

大速度は36cm/sec、同最大変位は16cmである（表

l参照）。

(4) 仙台市付近では0.9-1.0秒の加速度波が卓越

している。速度の応答スペクトル図では、 1秒以

外 に 2秒および 3.5秒が卓越している。

(5) 初期微動が約12～ 13秒、主要動は約20秒、有

感は約150秒継続した。

(6) 仙台市付近の地動はマグニチュ ー ド7.4、震

源距離llOkmとしては、従来の平均値よりはるかに

大きな地動である。今回の地震動の最大加速度A

max (cm/sec2）と、 マグニチュ ー ドMおよび震源

距離x(km）の関係は下式である。

Amax=lOl.08.M 2.0lllogx 1.587 (cm/sec2) 

〈表 1＞東北大学建設系建物の 1階および9階で得られた強震自己録についての各種

最大値とその発生時刻（1978年6月12日の地震による）

(7) 仙台付近の地動の最

大主軸はN5° Eでほぼ南

北方向である。
力日 i宝 度

(c最m／大se他c') 時五rj（秒）

NS 259. 23 7.56 

H皆 E W  202.57 3.10 

6月12日 UD 153.04 4.18 

M=7.4 NS 1,039. 98 15.20 

9r.皆 EW  -523. 92 14 .08 

UD -355 56 7.32 
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j車 度

(c最m ／大. ~~［） 時刻（秒）

36.17 10.8 

27.57 2.96 

11. 92 10.44 

150.41 14. 96 

一72.76 14.34 

22.92 15.48 

変

最大値（cm)

-14 53 

9.11 

3.18 

-25 .87 

16.61 

7 .09 

｛立

時刻（秒）

10.56 

3.82 

10.02 

15. 20 

3.40 

8.18 

(8) 東北大学建設系建物

の 9階における強震記録

のうち、南北方向の最大

加速度値は1, 040cm I sec2、

最大速度は 150cm/ secで

あり、構造物応答値とし



ては世界最大の新記録で

ある。

(9) 非線形応答などの解

析結果から、今回の地震

動は南北方向に l次固有

周期0.2-0.4秒を有する

構造物に対して強力な破

壊力を含んでおり 、単一

波ではなく10数波によっ

て、漸次破壊を進行させ

る「進行性破壊」をもた

らす地震波である。

建築被害一般

図 1 人的被害の地域的分類（単位 ・%）

I 人的被害

表 2に人的被害につい

て最近起こった他の地震

による被害とを比較して示した。さらに、図 1に

は人的被害を仙台市とその他の地域と に区別して

示した。これらの図表によれば、今回の地震によ

る人的被害の特徴のーっとして、負傷者の数が著

しく大であり、かつ、それらの大半は仙台市内に

集中していることが挙げられる。

図 2には死者を年齢別および死亡原因別に分類

して示した。この図によれば、 10歳以下の小児お

よび60歳以上の老人の死者が目立ち、また、死亡

原因としてはコンクリートブロック塀、石塀の倒

壊によるものが特に顕著である。家屋の倒壊によ

るものとしては松島町の店舗（ 3人死亡）、矢本町

の寺院本堂および仙台市内の新築中の住宅の倒壊

による延べ 5人およびれんが造倉庫の倒壊による

l人で計6人となっており、後述のように全壊し

褒2 最近の地震による人的被害の比較

地 震 名 宮城県北部 新 潟 十勝i中 宮城県4中

年 月 日目37.4 昭39.6 昭43.5 日目53.6

7 グニチュ ド 6.5 7 .5 7.9 7.4 

死 者 3 26 49 28 

行方不明 。 。 3 。

負 傷 者 不詳 241 330 10, 247 
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図 2 死亡者の内訳

例年齢別分類

10 

人6

4 
数

年 。 11 21 31 41 51 61 
I I 

骨骨 10 20 30 40 50 60 70 

(b）死亡原因別分類
10 

石

碑

等

門

柱

プ
ロ
y
ク
塀

石

塀

死
亡
原
因

ン
ヨ

ツ
力ノ

れ
ん
が
墜

た家屋が多い割合には、家屋の倒壊による死亡者

は少ない。 また土砂崩れによる死者はわずか 1人

となっている。

2 建築物等の被害

表 3には最近の地震による建築物の被害を比較

して示した。図 3には今回の地震による宮城県お

よび仙台市の被害額を主要項目別に示したもので

ある。なお、宮城県の被害総額2,667億円は、昭和

51年度の国民総生産約390兆円の約0.07% に相当す

る。この図によれば、今回の地震による被害は、

被害額からみた場合、特に仙台市内では住家、商

店、工場の被害額が全体の約90%に相当している

こと、また学校等の被害額の比率は仙台市と県全

体とでほぼ同じ値となっており、学校等の被害は

仙台市以外でも少なくなかったことがわかる。

図 4は宮城県内の各市町村における全壊戸数と

褒 3 最近の地震による建物被害の比較

I血 4守2て1・ 名 日城県北部 新 i!.) 十勝沖 宮城県沖

年 月 日召37.4 Btl39.6 日召43.5 日召53.6

7グニチュード 6.5 7.5 7.9 7 .4 

全 墳 369 1,960 673 1,279 

壊 1,542 6,640 3,004 5,719 
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半壊戸数との和を世帯数で除した他を被害工事とし

て求め、各市町村別に示 したものである。 また、

図 5は仙台市が市内の全世管 （21万）のうち19万

世幣についてア ンケート方式によ って行った被害

調査結果のうち、 f主家被害のあった世帯数および

全壊に迎過した世帯数を回答世，貯数（約14万5,000

世帯、回答率76.7%）で除した値を被害率として

地域別に求めて示 したものである。図 4によれば、

県全体では県西部および県東部の山岳地帯を除い

た平野部において住家の被害率が大き く、中でも

古川市や小井目町など県北部の被害率が大きい。

仙台市内では東部の六郷、七郷地区や南部の中田

地区等の被告：率 が旧市街地域に比べて大きく、ま

た全壊した家屋の多くが六郷、七郷および長 団地

区に集中しており、 平野部の地盤の軟弱な地域の

被害が著しい。

図4 宮減県下各市町村の住家の被害率

（世帯数に対する（金獲家屋＋半壊家屋）の比）

図 6は仙台市内の住宅関係の被害額の内訳を示

したものである。家屋の被害率が大きいことに加

図3 仙台市および宮城県における被害の内訳

（単位 ：%）

(b）宮城県（7/21) 
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図5 仙台市内各地の住家の被害率と全壊戸数

恒l符世引？数
（.＇.’1ぬりは被,I;.世・;j？ ） 

⑦5 Jj以－｜
⑦ l Jjj,:J.J戸一、5万未満。4下以卜、l}j .+:1向。4fよi的

会I盟戸舷・1001;
・ ！OF’

図6 仙台市内の住宅関係

の被害額の内訳

（単位 ：%）

・1%以上3%未満

R理町
• 0%以上 1%未満



表4 仙台市内の住家等の彼書率・

被 害 i世帯数 被害率（%）

家屋 全製 552 0.38 

家屋半域 2,611 1.80 

家屋部分壊 56, 749 39.2 

毛｛ I也 11,471 7.9 

門・塀等 21,144 14.6 

家具 ・什器 79,297 54. 7 

・アンケート調発（7/5現在）による。被害率は

アンケート回答世帯数(144'924）に対する比

え、今回の地震による被害の特徴の一つである門・

塀や家具について、それらの被害額や被害率が非

常に大きいことが注目される。

なお、今回の地震被害 で注目されたコ ンクリー

トブロック塀などの被害のうち福島県下の被害と

しては、 6月29日現在、コンクリートブロック塀

および石塀の被害件数として、各々92件および556

件が報告されている。

3 津波による被害

6月12日17日寺14分の地震発生後、 17時33分に太

平洋沿岸に津波警報が発令された。今回の地震に

よる各地区での津波の最終観点l状況 （6月12日）

は次のとおりである。

ノj、名浜 18 : 19 13cm 

~li Jll 18: 00 17cm 

大船渡 18 : 04 12cm 
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電子計算機が転倒したこともその一つであった。

その他、事務庁舎における書庫の転倒、商店にお

ける棚からの商品の落下、住宅においては食器棚

や本箱等の転倒は仙台市を中心として数多く報告

されている。本節では家具 等の転倒による物品の

損傷や人的被害 を防ぐと同時に、各地の地震動の

大きさを家具等の転倒より推定するために行った

調査について述べることにする。

(1) 調査概要

本調査は、 仙台市を中心とした宮城県各地 と福

島県の一部にわたって、国道や県道沿いに距離約

5 kmごとに調査地点を定め、各調査地点において

二 、三の建物 を対象にして行った。対象と した建

物 は、 一部 RC造の中低層建物 もあるが、ほとん

どは在来軸組工法による 2階建の木造住宅であり、

全調査建物数は68棟である。

調査方法は家具等の転倒の有無を直接聴取 し、

転倒した家具 について以下の点を調べる というも

のである。

(a）家具の種類

(b）家具の高さと転倒した方向への奥行の寸法

(c）転倒した方向の方位

(d）家具の設置階数

(2) 調査結 果

調査結果の一例を表 5に示す。

宮古 17: 57 18cm 

八戸 19: 28 16cm 

表 5の258// H(BおよびHは家具の奥行と高

褒 5 転倒した家具の例（ 2段重ねで上段のみ落下したものを除〈）

これらの値は当初心配

されたものよりもだいぶ

小さく、津波による被害

は皆無に近いといえる。

その理由としては、震源

域が海底表面に達してい

なか ったということが考

えられる。

4 家具の転倒

今回の地震の被害の特

徴はいろいろあるが、福

島県庁舎（ SRC12階建）

の11階に設置してあった

用途

庁合

商店

住宅

構造

RC 2 

PC-2 

W-2 

階 家具名
258 

RXH 
／刃

2 大時計 30x185 55 

2 政送設備 35x130 77 

2 書 45x180 84 

2 医療肯l 30x159 59 

1 スチール
舎内It40X 176 75 

" 40X 179 75 

2 本棚 25Xl55 50 

1 テ レビ 37X 91 i 97 

2 2階家具はっくりつけ

1 j立 fi 25Xl50 51 

1 食器棚 30X 175 57 

l 本 棚 22 x 142 46 

l たんす 43Xl21 98 

)j" ｜古l 用j主 附近 階 家具名 BXH 
258 

方lf•J
J万

SSE 2 本棚 29 x 149 59 w 

” 住宅 w 2 2 鯛 29 x 149 59 s 
” 事だんす 34x138 72 E 
，． 

2 たんす 45X 164 88 w 

NNW " 43x170 82 s 
住宅 W-2 

1酬 43Xl36 92 s 
，， 

1 テレビ 40X 88 107 s 
N 

N 
1 たんす 43X 167 83 N 

1・ 45X 178 84 N 
住宅 W-2 

s " 44X 70 131 s 

s 1 冷蔵w 39x129 86 s 

s 1 たんす 55X 173 105 E 
住宅 W-2 

s ． 55Xl10 131 E 
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さをcm単位で表したもの）は、その家具が転倒に

至る最小の応答速度 （kine）を表している。 この

式は次の仮定より導かれる。

(a）家具は剛体

(b）横滑りはしない

(c）家具の重心はその中心にある

(d）地震動の上下動は無視

以上より、水平方向の地震動によって生じた速

度応答 （Sv）の並進運動エネルギーがすべて回転

エネルギーに変化するとして求めると、次式が得

られる。…ι（山./H 

この｛直は上述の仮定によるものであり、この値

のみによって家具の転倒の難易や、地震動の大き

さを表すことができないが、その目安には充分な

るであろうと考えられる。本式には家具のプロポ

ーションのみではなく、大きさそのものが考慮さ

れている。すなわち、例えば B/H=0.2で同ーで

あっても、 B=20cm、H=lOOcmの場合はふ＝ 50 

kine、一方B=4Qcm、H=200cmの場合は Sv= 71 

kineとなり、前者より後者の方が倒れにくいこと

を示している。本調査によ って、転倒した家具の

中で、本棚はSv=57±9kine（土 9は標準偏差 を表

す）、たんすはSv=95±15kineであった（図 7）。

図7 聞査した家具の形状分布

Freq 

10 

5 

。
20 40 60 80 100 120 140 

25B 

必ず

(3) 調査結果の考察

地震動の大きさは、 1階でも家具が転倒する、

2階以上でのみ家具が転倒する、家具は転倒しな

48 

い、の順で小さくなっていると考えられる。調査

によると震源からほぼ閉じ距離であっても地震動

の大きさは同程度とは限らず、地盤の影響が大き

いことがわかった。すなわち、沖積地堆積物で構

成されている仙台市の東側は大きな地震動を受け

たと考えられ、これはRC造、 S造、木造などの

建物の被害分布とも一致している。一方、仙台の旧

市内より西側では家具の転倒はほとんどとい って

いいほどなく、これも建物の被害分布と一致して

いる。 また、国道4号線は阿武隈川に沿っていて

地盤は沖積地堆積物で構成されているため、 白石

市に至るまで家具の転倒がみられるが、 2階以上

においてのみであり 、震源から遠くになるに従っ

て、同じ沖積地堆積物で構成されている地盤でも

地震動が減少していく傾向がみられる。

以上は、主に木造 2階建の住宅について地震動

の各地における大きさを平面的に述べたが、次に

中高層の建物について若干述べる。 一番明らか

なのは、上階にいくほど家具が転倒しやすくなっ

ていることであり、少なくとも建物の速度応答は

上階にいくに従ってかなり増幅されると考えられ

る。すなわち、地盤が良好でほぼ同ー と考えられ

る仙台の旧市内において、住宅中での家具の転倒

はほとんど皆無であるが、中高層の事務所ビルで

は家具が上階で転倒している（仙台第二合同庁舎、

東北地方建設局庁舎、仙台住友ビル等）。 これは、

ペースシャー係数が低減できるような高層建物に

おいても速度については上階で増幅されることも

示しており、家具や事務機を転倒に対して補強す

るには上階からすべきであること、財産として重

要なもの、他に危険を及ぼすもの、地震時におい

ても機能を保持しなくてはならないものなどは上

階より下階に設置すべきである ことなどを示して

いる。

本節では家具の転倒の調査より地震動を推定す

るための試みを述べたが、今後さらに本手法を発

展させるには次の項目を検討すべきであろう。

(a) 家具の転倒条件式はこれでよいのか （上下

動の影響、摩擦係数 ・反発係数の影響、家具お

よび床を剛体と仮定してよいかなど）



(b) 地震動の絶対速度応答スペクトルの傾向

(c）建物内での速度応答倍率

(d) 地盤の適切な分類

(e) その他

総合所見

1 宮城県沖地震と建築物等の被害の特色

(1） 今回の地震はマグニチュード7.4の、いわゆる

「海型」地震である。 この地震の地震動の特色と

しては次の 4点を挙げることができる。

(a) マグニチユードの大きさの割には、広い地

域にわたって種々の被害が生じたこと 。

(b) 地震動の継続時間は同規模の地震のそれに

比してやや長いこと 。

(c) 仙台市付近では南北方向の振動成分が最も

卓越していたこと （被害状況からみて南北方向

の振動の強さは強震記録およびその解析結果以

上に著しいと推定される）。

(d) 仙台市付近の水平方向の地震動の加速度波

は0.3-0.4秒および 1秒付近が卓越しており、

一方、速度の応答スペクトル図によれば、 1秒

以外に 2秒および3.5秒付近にも卓越した成分

がみられること。また、上下方向の地震動は水

平方向のそれの0.35-0.4倍の強さであり、水平

方向の地震動より短周期の成分を多く含んでい

ること。

(2） 建築物および補強コンクリートブロック塀な

どの工作物の被害分布はめいりように地盤および

地形の差異によることを示している。すなわち、

軟らかい地盤上、丘陵地などの傾斜地盤上、およ

び地層の急変する断層線上に構造物の被害が集中

しているのに対して、旧仙台市に代表される硬い

地盤の台地では被害がほとんどなかった。傾斜地

における被害の多くは、 地盤の不安定による基礎

部分の不同沈下、あるいはこれに伴う構造物全体

のイ頃斜であった。

(3) 鉄筋コンクリート造の被害は、軟らかい地盤

上の 3-4階建建築物に多くみられた。 その中で

1階の南北方向構面に破壊が集中したものが数例
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あったことは注 目に値する。壁式鉄筋コンクリー

ト造、プレストレストコ ンクリート造の建築物に

はほとんど被害 は見受けられず、コ ンクリート造

建築物全体としては、今回の被害率はきわめて低

く、 局戸斤的であ ったといえよう。

(4) 鉄骨造の被害 も鉄筋コ ンクリート造の場合と

同様に、軟らかい地盤上において多く発生してい

る。小規模な数階建の鉄骨造では軸組プレースの

接合部が破壊するなどの被害が多く見受けられた。

1 -2階建の倉庫やボウリ ング遊技場で、スパン

の大きいものに倒壊被害 がみられた。小規模な鉄

骨造においては、主体構造にはさしたる被害はな

くても内外壁のは く雛など非耐力慢の被害が著し

いものも多かった。

(5) 木造の被害分布もきわめて局所的であり、軟

らかい地盤の平野部に集中している。被害を受け

た木造は、重い瓦を使用しているもの、入口開口

の大きな店舗付住宅などである。木造の場合もラ

スモルタルの外壁などじん性の低い、また主体構

造への取り付けがぜい弱な仕上げ材の脱落が多く

見受けられている。 また、傾斜地盤上の造成した

宅地に建つ木造住宅が基礎とともに傾斜して使用

不能となっているものも多い。 また建設中の木造

家屋が完全崩壊した例が3例あるのも注目される。

(6) 鉄骨鉄筋コ ンクリート造の主体構造の被害 は

一般に軽微であったが、非耐力袋にせん断ひび割

れを生じたり、住戸の扉の開閉に支障をきたすな

どの被害 が少なくなかった。 また異種構造 （鉄骨

造とSRC）の境界にせん断ひび割れを生じたもの

もあ った。

(7）建築物の被害 を全体としてまとめると、柱 ・

はり・耐力墜などの主要梢造部材の被害より、

非耐力Eまなど直接地震力を負担しないものとして

設計されていた部材の被害が際立っている。

(8) 今回の宮城県沖地震で一般の人々の注目を浴

びたのは補強コ ンクリートブロ ック塀の倒壊であ

る。 このプロ ック塀と石塀および門柱の倒壊によ

って17人の生命が失われている。 これらの被害 も

局所的に集中しており、また南北方向に倒壊した

塀がほとんどである。例外は傾斜地上のもので、
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この場合は斜面下方に向 図8 被害度と剛賃比 図9 欄査建物の被害度と軍心一剛心の偏心率

かつて倒れている。倒壊

した塀の破壊発生位世は、

最下段のコンクリートブ

ロックと幕礎との接合点

が最も多いが、縦筋のな

いところや目I也のところ

がJ斤れているものも多い。

無筋のコンクリートプロ

ックは、原形をとどめて

いないほどに崩壊してい

るが、この崩壊によ って

負傷者は出ているが、死

者を出していない事実は

皮肉である。

(9) 設備機器、上下水道、

発電施設、電子計算機器
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注： (!) 保有性能抜本指際Eoとは備造物の最終的な耐震性を示すものであり、通常0.5程度の怖
が必要である。 (2) 番号は調査建物の背番号であるの

の転倒や破損も多く発生し、今回の地震災害が都

市型の地震災害の典型であるといわれているゆえ

んである。

2 被害原因についての総合的な考察

仙台市付近の地震動に関しては、南北方向の地

震動が「進行性破壊」を誘起するような振動波形

であり、特に l次固有周期が0.2～0.4秒である 3

-4階の建築物に対しては大きな破壊力を生じさ

せる地震波であった。 3-4階建の軟らかい地盤

上の鉄筋コンクリート造建築物が倒壊などのじん

大な被害 を受けた理由はここにあると推定される。

倒壊あるいはそれに類する被筈 を受けた鉄筋コン

クリート造および鉄骨造建築物は、（1）コンクリー

ト強度不足、（2）帯筋間隔等せん断補強筋の不足、

(3）耐水平力部材の接合部分の耐力または変形能力

の不足、（4）施工不良などの欠点を大なり小なり有

している上、次のような耐震上不利な条件、ある

いは構造計画上の不備を含んでいたものである。

(1) 耐震上不利な地盤上に建っているもの

(2) 2階の剛重比（水平剛性の重量との比）に比

して 1階の剛重比が著しく低い（；｛～対）もの（図

8 ) 

(3) 軸方向応力度が通常よりも著しく高く、床面
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積に比較して柱の本数が通常のものより少ないもの

(4) 壁が偏在して、偏心の大きいもの（図 9) 

木造の被害の原因は上記の鉄筋コンクリー卜造

等の被害原因とほぼ同ーであるが、これらの原因

以外に材料の老朽化による被害も多くあった。

非耐力壁の被害の原因は以下のもののいずれか、

またはそれらの複合したものである。

(1) 構造骨組の破壊

(2) 構造骨組の剛性不足

(3) 下地構造と仕上げ材との接合不良

このうち最も多かったのは（2）および（3）であり、

これは建築設計における構造骨組の設計と仕上げ

材、あるいはその取り付け工法の設計との相互の

有機的関連の欠如が遠因となっているものと考え

られ上記（2）の原因による場合もあったが、多くは、

ビスの頭抜けなどにみられるような下地とラス シ

ートの接合強度不足が原因であった。

現場打ちの鉄筋コンクリート造非耐力壁のせん

断ひび割れ被害は、非耐力壁の変形能力不足が原

因である。非耐力壁であっても躯体構造との一体

性が高いものについては、地震時に大きなせん断

力が導入されることは避けがたいものであること

を認識すべきであろう。



補強コンクリートブロック塀の倒壊は、下記の

ような原因に帰せられる。

(1）無筋、基礎なし、控え壁なし

(2）鉄筋の定着不足（フック なし、モルタル充て

ん不足）

以上が今回の地震による主要な被害の原因であ

る。今後このような被害の再発を防止するために、

以下に対策の数例を紹介する。

(1） 岡IJ重比の急変するもの、あるいは偏心の大き

いものに対しては許容応力度の低減、動的解析の

導入などによる慎重な設計を行う。

(2) 水平せん断力を70%以上負担する軸組筋違構

造においては、筋違の接合部分の降伏耐力が筋違

自身の降伏耐力を充分上回る大きさになるように

する。

(3) 軟弱地盤あるいは傾斜地盤上に建つ木造建築

物の布基礎は、平面の半分が片持ちになっても耐

え得るように設計して、地盤の多少の不同沈下に

も耐すえ千尋るようにする。

(4) ラスシートを下地に くぎ止め、ピス止め、あ

るいは漆接する場合は板厚の大きなラスシートを

用い、かつ充分大きな面積を有する座金等を挿入

する。

(5) 主体構造の設計に際しては、非耐力壁の変形

能力に留意する。地震時の変形に対して非耐力壁

の変形能力が充分でない場合は、非耐力墜にせん

断力が導入されないよう配慮、する。例えばカーテ

ンウオール工法、または適切なところにスリッ卜

等を設けて非耐力壁のせん断スパン比を大きくし

て変形性能を向上させる。この他躯体との接合部

で一部がすぐ強震時に破壊して全体の落下を防ぐ

方法も考えられよう。

(6) コンクリート強度に関しては粗骨材の強度不

足が原因でもあるので、骨材の品質の限度あるい

は低品質骨材の使用規準を検討する。

(7) 補強コンクリートブロック塀倒壊は常識不足

や技術未熟が主原因である。正しい知識の普及に

努めるとともに、より容易な施工方法の開発が望

まれる。

(8) 鉄骨造の耐震性向上には、知識、技術の未熟

'79予防時報118

および経済性追及による施工不良の 2項目の問題

を解決する必要がある。前者に対しては設計者・

現場監理者の知識レベルの向上を図るほか、接合

部等をプレハブ化するような、いわゆるモックア

ップ工法を導入することで多少改善される。後者

は設計者および施工者の意識の問題であるので、

欠陥施工に対する責任を明確にする体制をつくる

とか、これと相まって、施工業者の技術認定制度

の拡充、設計保険制度の導入も考えられよう。

今回の地震で改めて認識されたのが、 地震時に

不用意に屋外へ出ることの危険性である。先に被

害統計で紹介したように、今回の地震による死亡

者数は28人であり、これからショック死による 3

人の死亡者および工事中の建物の倒壊による死亡

者 2人を除外すると、屋内で4人、屋外で19人が

死亡したことになる。 したがって大地渓時には、

揺れの収まるまで室内の机の下など転落物から身

を守れる場所にとどまるのが生命の安全を確保す

る良策であることが再認識されよう。

以上、 1978年 6月12日の宮城県沖地震について

の被害調査およびこれらの解析、見解について紹

介したが、東北大学建設系建物の 9階における強

震記録は構造物の応答値として lgを越す世界最

大の加速度記録であり、しかも、この建設系建物

は大した被害を受けていない事実は、その優れた

耐震性によるものである。 これほど大きな地震動

に対して、局部的な被害 にとどまったことは、我

が国の設計者 ・施工者一体となって建設した建物

の優れた耐震性に負うものであろう。ほとんどの

建物が、このように優れた耐震性を有しているの

に、 一部設計 ・施工の不注意による主体構造の被

害および建築設備、非構造部材等についての耐震

性の配慮不足による、トータルシステムとしての

建築物の地震 被害 を生じたことは誠に残念である。

今後はこれらの点を改善して、地震に対して、よ

り安全な建築物が建設されることを心から願うも

のである。

く本稿は建設省建築研究所 「1978年宮城県沖地震

被害調査報告欝」をまとめ直したものである〉

（わたべ まこと／建設n建築研究所第二：
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はじめに

昭和53年は地震史に残る 2つの地震が発生した。

1月14日の伊豆大島近海地震 （M7 .0）と 6月12日

の宮城県沖地震（ M7.4）である。後者は60万都市

仙台を直撃し、その被害態様に高度経済成長期を

経た都市の種々の問題を浮かび上がらせたことで

各方面から注目され、すでに多 くの調査報告がな

されている。 本文は、宮城県沖地震がもたらした

被害規模を前提とし、そこに現れた都市機能に関

する課題を検討するものである。

直接被害と間接被害

いうまでもな く、災害の大きさは地震や台風自

体の大きさでなくもたらされた被害の大きさであ

る。被害は、災害が直接的に及ぼす直接被害と、

間接的に地域に 及ぼす間接被害に区分できる。災

害の発生 ・拡大・収束という時系列と被害との関

係を模式的に示すと図 1のようになる。被害の内

容としては、人的被害と物的被害に区分でき、前

図 1 災害の時系列における直接被害と間接被害

直接被害 問機被害

災害の拡大 災害の収束災害後の社会混乱
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者は人数で示され、後者は件数とともに物的財価

の損失として被害額で示される。通常の被害調査

は、直接被害についての件数と被害金額で示され

るが、災害は、さらに人的 ・物的に直接被害を被

っていないにもかかわらず、少なからぬ経済的損

失および生活上の困難をもたらす。 これがいわゆ

る間接被害であるが、これは、地域社会の経済活

動および生活のメカニズムが直接被害により破た

んするところに起因するといえる。したがって、

地域社会のメカニズムの高度化、すなわち u都市

化” の進展に比例して間接被害が大き くなること

は否めない。

“都市化”と被害のエスカレーション

宮城県沖地震が宮城県にもたらした直接被害額

は2,687億余同である。項目別には、商工関係 （建

物 ・設備・商品等）が957億余円 （36%）、住家関係

（住宅 ・家財等）が788億余円 （29%）、都市施設

関係（鉄道・電力 ・ガス等）が358億余円（ 13%）、

公共土木施設関係（道路 ・河川等）が 281億余円

(10%）である。県による市町村別集計では、都

市施設関係など区分しえないものを除いて行われ

ているが、ノj、言十2,308億円のうち、仙台市が占める

割合は48.3% (l,114億円）に達している。つまり、

人口では県人口の31%を占める仙台が、今回の地

震では全直接被害の過半を占めているのであり、

県人口の60%を占める11市での被害額は72%に達

する。同様に人的被害についても、全負傷者10,962

人、全死亡者27人のうち都市部でのそれは96%、

70%を占める。図 2は、市町村別に負傷者出尻率を
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であるが、都市化の著しい仙台 ・泉 ・名取市にお 割合

ける出現率はきわめて高いのである。

このように、人的 ・物的な直接被害は、都市部

において大きくエスカレートすることは明らかで

ある。“都市”の静態的な本質は集団性 （高密度）

と結節性（中心性）といえるが、その諸相として

は中枢管理機能 ・交通 ・交易（商業・情報・ サー

ビス ）・工業生産 ・文化教育 ・社会構成の多様性・

消費性などが挙げられる。 これらの諸相がより高

度化しつつある現代都市においては、直接被害の

エスカレーションは間接被害のエスカレー ション

に波及することは明らかである。

都市機能のポテンシヤルと

受けたダメージ

都市における被害のエスカレーションは、都市

の有する機能の総体的なポテンシャルの高騰が、

静態的な都市規模（例えば人口規模）の拡大の自

乗ないし 3乗に比例するほどになっているところ

にあるのではなかろうか。 こうした仮説の下に、

宮城県下の各市町村の有する機能の総体的なポテ

ンシャルが各々の財政規模に投影されると考えて、

今回の地震で受けた直接被害額の各市町村の歳入

額および税収額に対する割合をみたものが図 3と

図 4である。

図 3によれば、最もダメージを受けたのは大郷

町455%、鳴瀬町374%、松島町204%であり、仙 台

市は168%で100%を超えたのは石巻・古川・多賀城

の各市と 、米山 ・迫 ・中田など10町である。 これ

らはいずれも沖積平野に位置する市町で、農業を

基盤とする地域社会なのである。 なお、ちなみに

酒田大火 （1976）の被害額についてみると 810% 

ほどに達し、また、伊豆大鳥近海地震の東伊豆町

では 880%なのである。

さらに、地域社会の機能の総体的ポテンシャル

をより端的に示すのではないかとの観点から、各

市町村税収額に対する割合としてみたのが図 4で

ある。最もダメージが大きいのは、大郷町の2400

%、米山町の2000%であり、市部では古川市の550

% が最大で仙 台市は320%ほどである。 ちなみに、

酒田市で2100%、東伊豆町で1490%である。

この被害総額には、電力 ・ガス ・下水 ・鉄道等
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の被害が含まれてないが、これらをすべて仙台市

に加算してみても、 fill台市のそれは220%、420%

にすぎない。このことは、推論の域は出ないもの

の、被害総額としてみると、仙台市のそれは、き

わめて多大であるにもかかわらず、 他の小さな町

村が相対的に受けたダメージよりも小さなダメー

ジでと どまったということを示しているのではな

かろうか。すなわち、仙台市をはじめとする都市

の有する機能の総体としてのポテンシャルからみ

ると、今回の地震で被った直接被害の程度はむし

ろ幸運であったのであり、現実には数倍に及ぶ被

害を被る可能性があったことを意味していると考

えるべきなのである。

大都市災害の波及モデル

現代における大都市機能は社会存立の基盤であ

るが、こうした大都市が多大な被害を被った時の

その波及モデルを概念的に示すと、図 5のごとく

なる。

戦後に都市を直撃した地震は福井地震（1948）・

新潟地震(1964）と宮城県沖地震（1978）であるが、

いずれも被災地レ ベルでの波及でとどまり得たこ

とは幸いであったといえる。しかし、関東大震災

(1923）は政情不安定の時期であ ったことにもよる

が、その被害の波及は極めて大きいものであった。

『震災に因る日本の損失』 （東京市編、大正14年 ）

図 5 大書官市災害の波及モデル
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によると、その損害金額（55億円）が当初100億円と

推定され、後日、大蔵省はこれを否定したものの

諸外国に伝わり、日本の国債に影響したという。

表 1は、大正11年当時の東京市と現在の区部およ

び仙台を比較したものである。 東京市と現区部を

比較すれば、人口密度においては半減しているが、

それに乗数倍して都市機能のポテン シャルが高ま

っているのである。 また、仙台市は静態的な規模

において区部の'.-{oほどであり、その都市機能のポ

テンシャルとしては区部の '.-{o。ほどと考えること

ができょう 。 したがって、東京の都市機能の被災

のポテンシャルは仙台市のそれからは想｛象し得な

いほどの被害の可能性を示している。

表 1 仙台と東京の書官甫状況の比較

東京市（大正ll年） 東京23灰 fill f；市

1f11符｛ 79.5 km' 58lkm' 237.1 km' 

夜間人口 2.478千人 8,647千人 632千人

昼間人口 2, 778千人（推） 10, 714千人 704千人

夜間人口密段 312人／ha 149人／ha 27/ha 

昼間人口密度 349人／ha（推） 184人／ha 30人／ha

高速道路 96km 

地下鉄 153km（市含む）

向動車保有台数 2,800台 1,619,900;'"; 168,600fl 

地下街 27ha 

超高層 ビル 128f車 6棟

ガス管 1 ,607km 6, 748km 2,058km 

水道配水管 980km 1 l ,897km l ,OOOkm 

世ヒ者 ・不明 68,600人 35,675人（恕定） 13人

負傷者 26,000人 63,026人（" ) 9,300人

全壊家尿 4,200十JI! 62,223f車（ " ) 715戸

焼失家屋 301, 000十車 473,269棟（" ) 

ガス管破打l 2, 785か向i 8,061か向i(" ) 359か内i
水道官・｛政打l 216か向i 3, 418か向i(" ) 139か向i

都市機能維持システムとその復旧過程

現代都市の機能を維持しているのは、石油エネ

ルギーを基盤とする都市焔設一一一都市機能維持シ

ステム一一ーである。図 6は、このシステムとその

被害の速聞を宮城県沖地震の例としてモデル的に

まとめたものである。

現代都市が震度5以上の地震に見舞われた場合、

ある程度の被害を被ることは致し方ないにしても、

被害のエスカレーションを食いjトーめるための緊急

対応システム 、その波及を阻止するための代替供



図E 都市

犠能錐持シ

ステムとそ
の被害の連

関

停止

1昆首レパニック

車合システム、およびf夏旧システムともいうべきシ

ステムの整備を急ぐことは、都市防災対策上の大

きな課題である。 これらのシステムの相五連闘を

モデル的に示すと図 7である。 さらに、今回の地

震におけるガスの被害を例として、このシステム

の相互連聞に対応させたのが図 8である。

実際、仙台市ではガスの停止までに約 1時間を

要した。ガス局では電話回線の不通によりガス漏

れに関する情報が把握できなかったうえ、港ガス

工場へ無線車を派遣したが、交通渋滞のため到着

が遅れた。 この間に電話は回復したが、住民から

のガス漏れの通報が殺到し、やがて電話の輯鞍も

あって、結局、無線車が港工場に到着後に被害情

報を得てガス停止を決定した。同時にラジオ ・広

報車によるガス停止および使用禁止を呼ひ・掛けた。

復旧作業は、工場の点検とともに供給管について

は、メーターコックの閉止確認、管の点検修理、

各戸のガス漏れおよび焼炎テストの順に行われた。

これには、東京ガスその他36社から延べ12,115人

の応援を得ている。 ガス停止に伴い、インスタン

ト食品等の緊急の買物がなされたが大きな混乱は

なかった。他方、一部の集中プロパンガス地区は、

翌日日夕方までに供給が再開さ れた所もある。都

市ガスの地域では、電力の回復が早かったことも

あって、電気コンロ等による代替もあったが、火

力の点から人々が殺到したのは携帯用卓上ガスコ

ンロであった。 この事態に対して、市ガス局は15

日から21日までガスコンロのあっせんを行う一方、

コンロ 2万台、ボンベ 9万本を用意した。

図7 シス

テムの相互

連関
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図8 宮城県沖地震にみるシステムの対応（ガスを例として）

~~ 
内検悼寝

こうして、 7月13日に復旧が終わり全面供給体

制が確保されたが、その後、マンホールを対象に

ガス漏れ調査 （7月26日一 8月11日）を行い、本

支管・供給管の安全確認を行っている。

図 9は、ガスをはじめ電力・上水道 ・電話とい

う都市機能維持システムの復旧曲線を示したもの

であるが、加えて新潟地震におけるそれも同時に

示した。 なお、両者を比較しやすいように整理し

たのが表 2である。

新潟地震は、津波・浸水、拡大延焼火災の発生

をみており、同じ震度 5とはいえ直接被害自体が

大きかった。 また、新潟地震の経験か ら、震災に

対する諸体制の整備がなされ、特に今回は、ガス

被害の復旧体制や電話の全国即時網管理などが整

っていたこともあって、宮城県沖地震における都

市機能維持システムの復旧はきわめて早かったとい

55 
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図g 都市機能維持システムの復旧曲線

1964 6.16 1.1 7.T6 7.31 ~5 一百31 9. 14 9.30 
19786.12 6.27 7 .12 7. 27 

褒 2 宮城県沖地震と新潟地震との比駿

宮域県沖地震 新潟地震

1978・6 1964・6

仙台で震度5 新潟で震度5

死者（県） 27人 13人

全壊（県） 1,377戸 1,448棟

出火・焼失 11件 13か所 12件402棟

避難人貝 400人余 20,000人余

ガス（市） 31日後100%復旧 35日後30%復旧

（ガスホルダー炎上） 189日後99%復旧

電気（市） 2日後復旧（家庭） 5日後復旧（家庭）

（産業電力は 7日後）

上水道（市） 9日後100%復旧 45日後100%復旧

電話（市） 電話の輯鞍 15日後50%

2日後に平常 24日後100%復旧

石油タ ンク 流出のみ 18日間炎上

小学校 l日休校 8日間休校

中学校 なし 8日間休校

える。 したがって、直接被害額の検討において述

べたように、今回の地震被害は、現代都市として

は最小限に食い止めた地震災害であったというこ

とができる。 その要因としては、同年2月にわず

かな、しかし市民の意識には充分に効果のあった

地震を体験していること、発災時が夏期の17時 14

分で各家庭での火気使用ピーク時の直前であ った

こと、同時に、県庁 ・市役所など対策の中枢とな

る行政部局に多くの人が残っており、その立ち上

がりが遅れなか ったこと、コ ンビナー ト火災が発

生しなかったこと、などが指摘される。

しかし、今回の地震は現代の都市の地震対策に

多くの課題を例示してくれたことも事実である。

例えば、仙台という都市規模と特性が混乱回避や

復旧を早めたこと、新市街地開発における地質、

56 

10.14 10.29 11.14 

地盤条件への配慮の充実

などに加えて、都市機能

維持システムの耐災性強

化の課題である。

都市機能維持システム

そのものの耐震強化とし

ては、発電変電施設の耐

震化と送配電線の埋設化、

ガス供給区域のブロック

化、下水処理区域の分割

化、道路・鉄道の耐震化

および交通システム確保

のための非常電源の確保、各種情報収集 ・伝達シス

テムの確立、そしてコンビュ タの耐震化などが

挙げられる。 さらに、こうした多様な都市機能維

持システムの相互連関（つまり被害の波及とエス

カレーションの）構造の詳細な把握と、それに対

する緊急対応システム、代替供給システム、復旧

システムの総合的な開発整備という、都市機能に

関する大きな課題が明らかにされた。 日本はもと

より国際的な中枢管理機能の集積した東京におい

て、その都市機能がまひすることによる被害のエ

スカレーションは、極大なものとなることは容易

に予想される。今回の地震で福島県庁内のコンビ

ュータの破損事故から、東大地震研究所の伯野元

彦氏が行った調査によると、回答808社のうち、都

心 3区の258社にコンビュータが置かれており、さ

らにビルの最上階かその下に設置されている （通

常揺れが大きい）ケースが100社以上、予備電源な

しが88%の452社、予備冷却水なしが92%の470社

にのぼっているという。 この結果からも、現状に

おける都市機能維持システムの災害に対するぜい

弱性が伺われる。

現代都市でいかに防災性能向上を図ろうとも、

震度 6以上の地震に対して無被害であるような都

市構造に改造していくことは不可能である。 しか

し、現状では震度 5でも多大な被害を被るのであ

るから、都市防災対策は allor nothingの議論で

はなく、まず震度 5に対する耐震化に焦点を合わ

せるべきであろう。現在の都市機能維持システム

は、震度 5に対してもきわめてぜい弱なのである。

（なかばやし いつき／東京都立大学理学部都市地域学研究宗）



西アフリカのj中に、観光地として名高いカナリ

ア諸島（スペイン領）が浮かんでいる。そのなか

のテネリフェ島の空港滑走路で、現地時間1977年

3月27日17時06分50秒、オランダ航空 （K LM) 

とパンアメリカン航空 （PAA）のジャンボ機同

士が衝突炎上し 、両機の乗客乗務員を合わせて583

人が死亡した （本誌llO号既報）。

この史上最大の航空機事故の原因として、早く

からコントロールタワーと KL M機との聞の不明

確な英語のやりとりが挙げられていた。つまり、

KL  M機の副操縦士は 「我々は雌陸中」の意味で

We are now at takeoffと言っ たのに対して、

コントロールタワーの管制官の方は We are now 

at takeoff (position）「我々は離陸開始点にい

る」と受け取ったのが原因といわれてきた。確か

に、それはどちらの意味にもとれる表現だ。

ふとした言葉の誤解から大惨事に至るとして、

この事故の原因解析が待たれていたが、先ごろ、

スペイン運輸交通省の事故調査委員会が発表した

公式報告書によると、不明確な英語のやり取り以

外に、 KL M機のベテラ ン機長一一一飛行時間の総

計はll,700時間、そのうちジャ ンボ機釆務時聞は

1,545時間で、 KL Mのパイ ロットの教官一一一ヤコ

ブ・L・V・ファン ・ザムテンのパイロットとしての

基本原則の無視が主原因として指摘されている。

何が彼をして原則無視に追いやったのだろうか。

この問題は、旅客機の大型化に伴って、 一 人のパ
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1テネリフ工島航空機事故報告から

赤木昭夫

イロットのミスが重大な結果を招くだけに、よく

検討してみなければならない。

混乱と悪天候

アムステルダムのスキッポル空港を飛び立った

KL  M機も、ロサ ンゼルス発ニューヨーク経由の

PA  A機も、 グラン ・カナリア j誌のラスバルマス

空港行きだった。ところが、ラスバルマス空港の

待合室で燃帰依裂事件があり、第 2の爆弾破裂を

警戒して、ラスバルマス空港は閉鎖された。

そこで、他の一連の飛行機とともに、両機も代

替飛行場であるテネリフェ空港に着陸した。 KL 

M機の着陸時聞は13時38分、 PA A機の着陸時聞

は14時15分だった。 KL  M機は、 一着陸の20分後、

いったん乗客を空港待合室で休息！させるため降機

させた。 PA A機は乗客を降機させなかった。

ラスバルマス空港の再開に伴い、両機よりも先

に到着していた 3機は次々にテネリフェ空港を離

陸して行った。 PA A機はすぐ飛び立てる状態に

あったが、 KL M機が前にいてうかいすることが

できず、待たねばならなかった。前の 3機が離陸

してからおよそ 1時間後、 KL M機は乗客を再び

乗せた状態で、 55,500ポンドの燃料の供給を要求

した。 この給油にはおよそ30分を要した。

テネリフェからラスバルマスまでは、目と鼻の

先で、飛行時間にして約25分の距離だった。何も
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北 チグ 雪コ fコナJレ

c，；；：乏昌巳g-コントロールタワー

いるタクシー ・ストリッ

プを利用できなかったの

で、 KL M機も PA A機

「 可l I クシー ・ストリップ
ヲゴ エプロン I ' も、 離陸開始点の滑走路

の東端を目指して、滑走

路 を西端から移動し始め

た（図参照）。そもそも滑

走路は、 離陸と着陸のた

めのもので、それを移動

に使うのは、危険なこと

だった。これも原則軽視

に数えられる。

庁デー JC:::::§て二三、孟手三二 －勺i
L~ 一一一一一一一一一一一一一一一一ー人一一一一一一一一jj

O 200 400 600 800 J ,OOOm 

一←ー PA A機

＋一一一KL M機

ここで KL M機が給油する必要はなか った。 それ

にもかかわらず給油を求めたのは、ラスバルマス

には多くの飛行機が殺到していて、そこでの給油

は長く千寺たされるのが明らかだったからだろう。

つまり 、テネリフェでキ合油し、ラスバルマスから

はすぐ戻りにかかることを K L M機は考えたもの

と思われる。

KL M機が、出発のため滑走路に向けて動き出

したのは、 16時58分ごろだった。 PA A機も、す

ぐその後を追った。 充分に両機の聞に間隔をおく

べきだが、そのような措置は執られなかった。 こ

れも事故の遠因になった。

気象条件は思わしくなく、雨が降っていて、と

ころどころに霧が立ちこめ、低く垂れ込めた雲が

風にちぎれて飛んでくると、滑走路では突然視界

が悪くなる状態だった。 17時02分の滑走路におけ

る視界は 300mに低下していた。滑走路の長さは

3,400 m だから、視界は、その約11分の lという悪

条件にあった。 これも事故の遠因として列記され

ている。

事実、両機が滑走路上で衝突し炎上したとき、

視界不良のためコントロールタワーからは炎が見

えず、 2度にわたって大きな爆発音が届いただけ

だった。 すべては、風で吹き付けられる雲 と霧の

中で起こった。

交信の錯そうと誤解

空港ターミナルの前のエプロンには飛行機がた

くさん止まっていたため、滑走路に平行に走って

58 

コントロールタワーは、両機に対して、最初は

滑走路の途中から左折してタクシー ・ストリップ

に入るように指示したが、視界不良と両機の機長

にとってテネリフェ空港が不慣れだったため、ど

こで左折してよいかの見当がつかず混乱が生じた

ところから、次々に両機をして滑走路の東端を目

指して直進させるように指示を変更した。

17時05分27秒、つまり両機の衝突の88秒前に、

KL M機は滑走路の東端で180度の転回を行って、

機首を風上の西の方向に向けていた。

17時05分36秒、 KL M機の副操縦士は、離陸前

のチェックリストの読み上げを終わった。 同41秒

にエンジンのスロットルが聞き、機が少し前に動

いたことが、事故後回収されたフライトレコーダ

ーの分析からわかっている。そのとき副操縦士は、

「ちょっと待て、我々は AT Cクリアランスをも

らっていない」と注意した。それに対して機長は、

「わかっている、 AT Cクリアランスをもらえ」

と答えた。 AT Cクリアランスとは、航空交通管

制の示認許可のことで、ここでは具体的には離陸

許可を意味する。

17時05分44秒から同05分50秒にかけて、冨lj操縦

士は「離陸準備完了、 AT Cクリアランスを待っ

ている」 とコントロールタワーに｛云えた。 コント

ロールタワーは、同05分53秒から06分08秒にかけ

て、ラスバルマスへの飛行径路について指示を与

えた。 この指示が終わらないうちに、すなわち06

分07秒に、 KL M機の機長は 「イ エス」と答えた。

同06分09秒から06分17秒にかけて、副操縦士は

飛行径路の指示を復唱した。 復唱が終わらないう



ちに、つまり同06分 11秒に、 KL M機のブレーキ

ーは開放され、同06分12秒から06分 16秒にかけ、

機長は「よし行こう・・・ー・エンジン推力をチェ ック

せよ」と命令した。 KL M機は滑走を始めてしま

ったのだ（筆者注 ：飛行径路が指示されたからに

は、 AT Cクリアランスは与えられたものと、機

長は勝手に思い込んでしまったのかもしれないが、

死人に口なしで、確証はなし、）。

同06分17秒に終わった飛行径路の復唱の末尾で、

副操縦士は、もう一 度AT Cクリアランス を要求

する代わりに、「我々は離陸中」という意味で We

are now at takeoffと付け加えた。湾と雲で KL 

M機が見えないコントロールタワーの管制官は、

それを聞いて、同06分18秒に 「OK」 と答え、さ

らに約 2秒後「離陸のため待機せよ・・・・・・また指示

する」 と付け加えた （筆者注 ：管制官の答えから

推定すると、管制官は、 KL M機の副操縦士のWe

are now at takeoffを We are now at take -

off (posit ion）と「我々は雌陸開始点にいる」と

理解したと恩われる。それも無理はない。というの

は、管制官と しては AT Cクリアランスを与えた

覚えはなく 、まさか KL M機が離陸を始めていた

とは与えられなかったに違いないからだ）。

一 方の PA A機では、 KL M機副操縦士のコン

トロールタワーに対する復唱の終わりの Weare 

now at takeoffと、 コントロールタワーの 「O

K」 とを聞きつけ、 PA A機の機長は「NO」と言

い、同じく副操縦士は 「我々は滑走路を移動中」

と付け加えた。 この副操縦士の最後の言葉は、コ

ント ロールタワーから KL M機への「離陸のため

待機せよ」 との指示と重なりあい、 KL M機では

よく 聞き耳又れなかったらしい。

同06分25秒から06分28秒にかけて、コ ントロー

ルタワーは PA A機に対して 「滑走路の移動が終

わり次第、連絡せよ」と指示 した。 それに対して、

PA  A機は同06分29秒に 「移動が終わり次第、報

告する」 と答えた。

これを聞きつけた KL M機の機関士が「コント

ロールタワーはクリアランスを与えていないのか

？」 と機長に尋ねたのに対して、 KL M機の機長

は 「与えた」と 断言 した。 それから約15秒後に K

L M機と PA A機は正面衝突してしまった。
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あせりと独断

この史上最大の航空機事故の副次的要因として、

悪天候、交信の錯そうによる理解不能、国際的な

取り決めに従っていない不明確な表現、危険を伴

いがちな滑走路上の移動などが挙げられる。だが、

以上のような経過か らわかるように、あくまでも

主原因は、 KL M機の機長がコント ロールタワー

の指示がないのに行った勝手な離陸開始に求めら

れる。

どうして、飛行時間の総計が 1万時間を超える

ベテランが、こんな基本的ミスを犯してしまった

のだろうか。この点について公式事故報告書は、

KL  Mの勤務規則と事故を起こしたファン ・ザム

テン機長の企業内での地位について言及している。

1976年 12月以来、 KL Mでのパイ ロットの勤務

規則は一段と厳しくなって、従来のように 機 長

だけの判断でみだりに勤務を延伸してはな らない

ことになっていた。 もし違反すれば、法律で罪せ

られることになっていた。 テネリフェ空港で時聞

が空貨されてしまえば、ここで勤務から外れねば

ならなくなるかもしれなかったし、あるいは戻り

のラスバルマスからアムステ ルダムへの乗務が不

可能となり、乗客・会社・彼自身にも迷惑が及ぶ

可能性があった。 テネリフエでの給油も、この解

釈と結び付けると、納得がいく。

機長は勤務時聞を気にして、テネリ フ ェ空 港に

いるときに、アムステルダムに無線で問い合わせ

ていた。 その答えはラスバルマスに送るとの返答

を受けて、機長は滑走路に進入していった。 ファ

ン ・ザムテ ン機長が焦っていたことは充分考えら

れる。 乗務員の過労を防止する勤務規則が仇にな

ったという見方も成り 立つだろう。

ファン ・ザムテン機長は、長い間ヨーロッパ路

線や国際路線を飛んでいた。 だが、ここ 10年以上、

彼はパイロットの教官を務め、実は路線勤務から

遠ざかっていた。 さらに、パイロットの教育で行

われる シミュレー ション（装置を使った模擬操縦

訓練）では、教官は管制官の役割を演じるのが普

通で、つまり教官が離陸許可を出す。 また、シミ

ュレーションでは交信はあまり 行わず、 許可なし

に雌陸が行われる。 これが習慣になっていて、フ
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アン ・ザムテン 機 長 の 独 断 専行を引き起こしたの

かもしれない。

また、ファン ・ザムテン機長の操縦席内での威

信 の問題についても考える必要があるという。 彼

はパ イロットの教官で、副操縦士のクラス ・ミユ

ルスのジャンボ機乗務経験は95時間と短く、副操

縦士は疑問に 思うことがあっ ても、つい聞いただ

すのを控えてしまう関係にあったかもしれない。

l論｜文｜募｜集｜
1 . 自白守

近年、危険物の海上運送量は増大の一途をたど

っており、その安全対策は、産業の発展と地域住

民にと って重要な問題となっている。 1968年 5月

オランダのロ ッテルダムで第 1回シンポジウムが

開催されて以来、危険物の海上運送上の安全対策・

管理について、官民を問わず、研究者 ・実務者に

よる知識・情報の発表、収集、交換および討論の

場を国際的に提供している。今回は、極東におい

て初めてのHiiしであリ、関係者から大きな期待が

寄せられている。

2. 開催期日

1980年 （昭和55年 ）10月13日（月）～17日（金）

3.会場

日本海運倶楽部

東京都千代田区平河町 2- 6 4 

4. 使用国語

日本語または英語 （同時通訳付き ）

5. 論文募集

(l)li；命文；のテーマ

・危険物の複合一買運送に関する問題点

・港湾における危険物安全管理の諸問題

・危険性の解析、評価および応急措置

・危険物を運送する船舶の設計・設備

・危険物包装の資材および方法

・原油の洋上備蓄の諸問題

・その他

(2）申し込み方法
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その点については、衝突15秒前の機長と機関士の

やり取りが想起される。

厳じい勤務規則のために、また、機長がパイロ

ットの教官だったために、この事故が起こったの

だとするならば、こんな皮肉なことはない。安全

における人的要素の究明の必要性を 、改めて痛感

させ られる。

（あかぎあきお／NHK解説委員）

第 6固海上及び内陸水路における危険

物の運送に関する園際シンポジウム

英文アブストラクト （500～1.000語）、氏名

職名、勤務先および住所を明記の上、 1979年

（昭和54年 ）11月30日までに事務局宛送付く

T三さい。

(3）論文の採否

論文の採否は、提出されたアブストラク卜に

より、本シンポジウム論文小委員会で決定し、

1980年 （昭和55年 ）1月31日までに申込者に通

生日しま す。

6. 参加登録料

歓迎レセプション、パーティへの出席費用およ

び論文集の代金を含めて約25,000円の予定です。

ただし、講演者 （1名）の参加登録料は免除され

ます。

7. 主催

第 6回海上及び内｜建水路における危険物の連送

に関する国際シンポジウム組織委員会

8. 後援運輸省海上保安庁

協賛 （財）日本船舶振興会／石油海事協会／

9. 事務局

（財）日本海事協会／（社）日本海事検定

協会／ 日本化学工業協会／（社）日本船

主協会／（社）日本造船工業会／（社）日

本煩害保険協会 （順不同）

危険物海上運送国際シンポジウム事務局

干104東京都中央区八丁堀 1丁目 9番 7号

社団法人 日本海事検定協会内

電話 (03) 552ー 0149



化学工業の製品はきわめて種類が多く、現在、

我々の生活空間のすみずみまで行き渡っている。

したがって、日常生活でその製品を使わない日は

ほとんどないといっても過言ではないであろう。

化学工業の各企業を取り巻く危険は、複雑多岐

にわたっている。本稿では、化学工業のさまざま

な危険の中から、最近AIA（米国保険協会：Ameri-

can Insurance Association）が作成した研究報

告を基に、火災 ・爆発危険に的をしぼって、アメ

リカを中心とした事故の発生状況のあらましを紹

介させていただく。

化学工業の範囲

対象範囲は非常に広い。 AIAの研究報告では、

アメリカの商務省が定めたきわめて詳細な基却を

使っている。対象となる主なものとしては、石油

精製、無機 ・有機化学、合成樹脂、合成繊維、医

薬品、塗料・ワニス ・ラッカ一、農業化学製品、

爆薬、石けん ・合成洗剤 ・インクを含む各種の特

殊化学製品などの製造業種が挙げられる。

アメリカにおける化学工業の動向

最近の調査によれば、アメリカにおける化学工

業の生産高は 、1939年に8,000億円（40億ドル）で

あったものが、1976年には20兆円 (1,000億ドル）

を超えている。また、過去10年間（1967-1977年）
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19754'. 8月17日午前 6II年04分、アメリカのフィラデルフィアに

ある石油精製工場で、タン力 から If,'(J由を荷防げ，，，、操作ミス

により可燃性恭気がP(¥IJ＼し、火災となった。この火災がり｜き金

となって周岡の豆油タンクやナフサタンクに燃え広がり、鋲火

に9日間を要するほどの大｝＇Jl伎な火災に党以した。この＇Ji放で

死者8入、！ifl4者17人をIllし、打iヨ：：額は261.l!.円に及んだ。

に80%増えている。この成長率が今後も続けば、

これから数年のうちに、34兆円（ 1,700億ドル）を

超えるものと予想される。

現在、化学工業の対象工場の数は11,200に及び、
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褒 1 化学工業における大規機事紋 表4 危険要因集計結果 （対象事故・ 1960-1977年の4喧5件）

発生年
火災 ・爆発

死者 負fl＃者
損害額（注）

件数 （物的＋操業休止）

1977 31 f!I' 9人 60人 56,099百万円

1976 10 10 50 14,067 

1975 10 31 217 12,001 

1974 18 38 29 38,019 

1973 19 13 74 12,643 

197.2 16 21 34 4,090 

1971 10 10 5 8,873 

1970 ll 不明 不明 6,680 

1969 14 不明 不明 3,482 

1968 14 2 82 ll ,041 

1967 11 26 43 10,528 

1966 37 19 287 5,444 

1965 32 16 66 5,995 

1964 29 18 106 4 ,277 

1963 31 6 115 6,476 

1962 21 17 135 3,259 

1961 26 13 313 2,596 

1960 20 30 111 5, 106 

符号 危険要因 件数（注） 割合

立地上の問題 27 f'I' 3.5 % 

2 不適当なレイアウトと保有空地 18 2.4 

3 桝造上の問題 17 2. 2 

4 物質に対する不適切な評価 120 15. 7 

5 工程上の問題 83 10.9 

6 原料輸送上の問題 69 9.0 

7 操作ミス 160 20.9 

8 設備上の欠陥 223 29.2 

9 防災計画上の欠陥 47 6.2 

計 764 100.0 

（注） 1 件の事故で、危険要因を 2以上挙げているものがあるため、

事故件数を上回っている。

表 5 事故形態別集計結果

事故の形態 ｜件数 111則合

火災のみ I m件I37 .0% 

爆発のみ I 176 I 37.8 

火災と爆発 （併発） I u1 I 25.2 

計 I465 1100.0 
（注） 1960～ 1966年は物的行1害のみ。

表 3 危険要因の分量買

符号 ra 目 具 体 的 I司 ー廿 (191)) 

立地上の問題 ・暴風雨、洪水、地震のような．自然変象 ・水手ljやその他のユ ティリティの条件不良 ・近隣工場からの危害 ・公設

消防力等のjJ頼性欠如 ・交通事情が悪く繁急用設備が活用困雛 ・水質・大気の汚染地区 ・廃棄物処理施設の不備

・危険な工程に対する気象条件不良 ・排水上の問題

2 不適当なレイアウ ・奮集した製造ヤードと貯蔵ヤード ・超危険作業の隔離不完全 ・高価芯装置、代容困難な装置に対する防漣不完全

トと保有空地 ・適切な非’品口の欠如 ・保守点検や緊急操作用スベースの欠如 ・危険物と者火源との近接 ・重要プラントと危険物

とのi!i:桜 ・不適切なプラント危険度評価 ・危険なプラントと公衆との不完全な隔離

3 榊造上の問題 ・規則に合致していない建物、電力施設、排水施設等 ・情造支持部材の耐火性欠如 ・趨危険作業に対する問いや防隊

！＇.~の欠如 ・不適切な建物換気設備や爆発放散口 ・不充分な避難設備 ・規制に合致していない’屯気設備 ・防，i告され

ていない非常用11t線路 ・危険（特に爆発危険）に対する不完全な事前評価

4 物質に対する不適 ・取り扱われるすべての物質の燃焼性 ・有害性安定惜に対する不充分な評価 ・取り扱われる物質の数量制限の不徹11¥

切な評価 ・物質の危険性状に－.~づく工程条件の影響評価が不適切 ・物質の粉じん爆発特性に関する情報の不足 ・物質の毒物't

上の危険制眠不適切 ・附勾危険物の在庫髭の把出不充分 ・長締渇暴前二関する情報 ・化学物質にすfする不適当な荷込りやラベル

5 工程上の間短 ・工程上の弘度あるいは圧力の変動に関する情報不足 ・危険な副産物 （中間品）あるいは副生反応 ・工程上の反応に

関する不適切な評価 ・爆発反応を起こしやすい工程の確認不足 ・環境に亦げる不適切な，汗悩 ・蒸気雲危険 ・6汗悩の欠如

6 原料輸送上の問題 ・ユニソトオベレーションの問の化学物質のコントロール不足のための危険 ・不適切な危険性粉じんの管理 ・配管の

問題 ・輸送中の危険性の不適切な確認 ・プラント内の荷上げ、荷下ろしの問題 ・不適切な伝軌操作の管理 ・風送

コンベア内の可燃性ガス、蒸気の問題 ・Iii棄物と大気汚染の問題 ・蒸気雲の問題

7 繰作ミス ・プラントの全部分の操作に関する詳細な説明書、作業標却の欠如 ・不充分な訓練計画 ・産業従事者の健康問題に関

する訓練不足 ・監督不足 ・不通切な始動、作止手順 ・不充分な倹在、管理計画による危険 ・許可制による危険物

管E型の不徹！且 ・緊急管理計画の欠如 ・不適切な訓練

8 設備上の欠陥 ・設備設計に内杭する危険 ・腐食、浸食による故障 ・金属の痕労 ・欠陥のある組み立て ・不適切なコントロール

・設計限界を越えた工組 ・不充分な保守計画 ・不適切な修理、交換計画 ・ フェイルセ フ．機器使用の欠如 ・

l1'1fi;';J正却、材料明細に関する不充分なチ エソデ

9 防災計画上の欠陥 ・トップ・ 7ネジメントの理解不足 ・資任不足 ・不充分な似害防止および健康管理計画 ・不充分な消防隊貝、設備、

組織 ・有効でない爆発予防抑制計画 ・緊急時対処策の欠如 ・ボイラー機械リスクのチエソク不足 ・防災に関する

他ill.当グル プとの関野不足 ・有効でないl）~故調査 ・鹿用前の身体検査および定期検診の欠如 ・健康上の危険に｜羽

するトレーニングと例人防溌用機線使用の欠如 ・政府の定める規則との不適作 ・工場内の物理的化学的危険に対する

不充分な11;：，視 ・トータル ロス コントロールの巧えをとらずに各危険に例別に対処
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107万人の従業員が働いている。業種の性格上、非

常に熟練した従業員を大量に必要としており 、技

術の研究・開発には、 10万人を趨える科学者 ・技

術者が取り組んでいる。防災面では、政府による

法規制の強化に伴い、各企業内で防災専門家のニ

ーズが増大している。

火災・爆発事故の発生状況

1960年から 1977年までに、アメリカおよびヨー

ロッパでは360件の火災・爆発事故が発生しており、

損害額の合計は2,200億円 (11億ドル） 、死者279

人、負傷者1,727人となっている。年度別に事故発

生状況を示すと表 1のとおりである。なお、最近

の損害の傾向として、企業は生産性向上のため連

続工程の採用、工程の自動化・省力化・大規模化 ・

特殊化などにより 、事故が発生すると、操業休止

損害 （間接損害）が物的損害 （直接損害）を上回

る例が年々非常に多くなってきていることは、注

目にff/Iする。

過去10年間 (1968-1977年）に発生した主な事

故例を示すと、表 2のとおりである。 「損害額」

の円換算レートは、 1ドル＝200円とした。 また、

「危険要因」は、表 3に示す 9種類のうち 、当該

事故の発生をもたらした要因を、符号で示してあ

る。｛｜占l々 の事故例と、危険要因との結び付吉具合

褒 2 化学工場における主な火災・爆発事例

発生年 発生場所
（視聴はアメリカ以外的’~位）

工場極別 ,,i依形態
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1974年 6月l日’l二後4時50分、イギリスの化予工場（ナイロン

の原料であるカプロラクタムを製造）で、配管の破壊によって

漏洩した大祉のシクロヘキサンぷ気が大爆発を起こした。爆発

は、事故現場からSOkmも離れた建物の窓ガラスが軽井風で飛び散

るほどの激しさで、死者28人. fi（句者100人以上。担H誓頼は 260

億円にものぼる史J・最大の燦党事故となった。

いを、過去18年間 (1960-1977年）に発生した465

件の事故例を対象に調べてみると、表 4のとおり

である。

一般に化学工場は、火災と爆発の関係が密接で

あり、その特徴として、火災から爆発、爆発から

火災へと発展する危険性が大きいが、上記465件の

事故の形態を、火災と爆発の併発の有無でとらえ

てみると、表 5のとおりとなる。

（かとう ひろゆき／安田火災海上保険鮒安全伎術部）

故 慨 'll:: Ill許制Iff万円）
危険要Ii~
（表3参附）

1968 ロードアイランド ポリI益化ピニル製it 爆発 出化ピニルの爆発。 170 自

イリノイ fヒ’F 燥~ 淵fr＇.＆総の過熱によるヘキサ ンJ高気の却時党。 80 7 
オランダ磁 石油精製 爆発 炭化水量院の蒸気が漏洩し、爆発。（ 2人死亡） 9,200 5,6, 7 ,8 

コネチカソト 般若：製iil 不明 水のm解憎の隔膜からill解ガスが漏洩． 41 自

ルイジアナ 化学 火災 パラ ・ ニトロクロロベンゼンの反応時から Ii~棄物が流II\ し 22 4. 7 

/I¥火。

ベンシルベニア 1ヒ’F 火災 無水7タル俄反応締での火災。 25 8 
ニュージャージー ポリI主化ピニル製i立 火災 11:応慌のパルプのフランジ部分から揃II¥, 27 8 
ニューヨーク fヒ’下 噴在宅E フィルターの力パーがしっかりl円J¥l:されておらず、漏れた 80 2, 7 

キシレンの根気が爆発。

ケンタソキー 化学 爆発 配管のm114部から漏れたエチレ ンジクロライドが爆発。 25 日

ルイジアナ 化学 機発 水帯：の漏洩による爆発。 1,200 8 
ニュージャージー 化学 爆発・火災 般化エチレンの分解爆発。 40 4 
ケンデソキー 化学 爆発 液体型索タンクに液体問金持；を入れた。 35 7 
ミシガン 化学 火災 以I皇制御装置の位l布により火災。I2人f'tflJ) 42 日

ルイジアナ I証化ビニル製iil 火災 配管の破Ill部よりI瓦化ピニルが漏出。 54 日
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発生年 発生場所 工場陥別 <Ji紋形態 'f. 故 概 要 !ft害額（行方円）
危険要因
（表3参照）

1969 ウエストパージニア fヒーr 火災・爆発 パラニトロメヂクレゾールのヂンクで出火。 342 5, 7 

ニュージャージー i!p料製J立 爆発 フロートパルプの故障により漏れた溶剤蒸気の爆発。 71 6,8 

ニュージャージー ポリ指化ピニル製造 爆発 t主化ピニルの爆発。作業日のミス。 640 6, 7 ,8 

ペンシルベニア 千子成樹脂製品事選j立 火災 ポリスチレン貯蔵場での火災。 300 1, 7' 9 

テキサス 石油粕製 爆発 ・火災 ブタジエンの爆発。 1,600 2,6,8 

ニュ ーヨーク fじ学 粉じん爆発 カレンダーロールで合成樹脂粉じんが爆発。 61 3,4 

テキサス 化学 爆発 破mした反応根から漏れたグリコールと溶融7グネンウム 29 8 

とが接触。発生した水素ガスが爆発。

ミシガン ベンゼン製造 爆発 ・火災 ベンゼンプラントの予熱炉のチューブが破損。 55 8 

イリノイ 火~劃l製造 爆発 可搬式のグラインダーの火花により稽火。 56 7 

ペンシルベニア 化学 爆発・火災 無水75'1レ般のヒーターのチュープが破倒。 55 7 ,8 

オハイオ fヒ~'f: 爆発・火災 発熱反応の制御が不能になり、引火切液体が漏出。 40 4 ,5 

カリ 7オルニア 喰料製造 爆発 71レキド樹桁蒸気が爆発。 74 日

ケンタソキー 化学 爆発・火災 反応訴のフィードパルプが閉まっていたため、昔日内の圧力 36 5 ,8 

が上昇し、爆発した。

イリノイ 中間化成品製造 爆発火災 反応、総から漏れた引火性蒸気に積火。 124 7 ,8 

1970 ミシガン イト成樹脂製品製造 不明 ポリスチレ ン製造工場に落雷。 720 

力リフォルニア 樹nrrti；込 爆発・火災 タンクからの漏出。 40 6, 7 ,8 

ケンタソキー fヒチ／・ 爆発 ・火災 的電気火花がヘキサンの蒸気に着火。 日3 5,8 

ニュージャージー 化学 爆発 -l'4常反応。 37 4 

テキサス 化学 爆発 静電気によるスパークが原因とみられる。 88 5, 7 

ミシガン 化学 火災 不純物の生成による次亜単索聞をカルシウムの自然発執。 23 5 

7ロリダ 火薬矧製iil 爆発 床上を木製パレソトを滑らせた時のI~！草熱により粉末に｛i 155 6, 7 

火．

テキサス 有償過用量化物 爆発・火災 i!H主化ベン、／ールの乾燥室での事故。 60 4 ,5 

ニュージャージー 1ヒザ 保~ 火災 分解蝕による反応昔話の内圧上昇により、ガラス製の配管が 50 5 

破I聾され、漏出した可燃性蒸気に着火。

ニ→ユ一ン．ヤ一ン－一 石油精製 爆発 水素化分解装置内の反応器に故障があり爆発。 5 ,400 自

フロリダ 火薬類製造 爆発 J品作ミスによリニトロセルロースを過熱したため爆発。 25 7 

1971 イリノイ ゆ料製造 爆発火災 i容斉iJと樹脂との調作作業での事故。（5 人負 f＼，~ ） 200 4 ,5 

テキサス ポリエチレン製J立 爆発・火災 エチレンの爆発。（ 3人死亡） 667 6,8 

ジョージア 発泡プラスチソク製造 火災 ¥11気機器からのけ1火。 l，口DO 自

ニュージャージー イ干成樹桁製造 爆発 トルエンとキシレンの混合物の爆発。 111 5,6, 7 

ルイジアナ 溶剤製造 爆発 t証紫ガスを入れるべき反応器に、誤って液体出紫を入れた 550 5, 7 

ため、発熱を起こした。（ 5人死亡、 nfl!i者多数）

7ロリダ fヒザ 爆発ー火災 ボイルオーバーにより反応器からコンブレソサーに引火性 720 7 

液体が流れ込み、コンブレソサーが破壊するとともに引火

刊液体が漏出し爆発した。（ 2人死亡）

ウエストパ ジニア 的闘を製；1 爆発・火災 新しい充てん材を用いたところオートクレーブが破壊した。 632 4 ,5 

アラパマ レーヨン製造 火災 7ァンの機械的な依障によリ二硫化炭素が発火し、工場内 941 3,8 

に納笛されていた大量のプラスチソクに燃え広がった。

オランダ議 化ザ 不明 反応総の1Jlf叫による漏洩。 2, 700 8 

ーーユーンリャーンリー fヒ’T 不明 洪水によりプラントが破壊。 2,000 1 

1972 ニューヨ － 7 製粉 爆発 穀物合庫で爆発。（ 3人死亡、 10人負似） 6,000 6 

ベンシルベニ7 fヒザ 爆発 ジメチルアミノ ・プロピルアミ ノ（ OMAPA）燕気の爆発。 160 8 

メ＇）ーラノド 全属製.：~，製造 火災 t詐接火花により塗装ブースから出火。 450 2, 7 

メイン 繊維 爆発・火災 ナフサの漏洩。 （2人死亡、 4人負似） 200 日

モンタナ 石油材製 爆発 パルプの詰まりが原因でブタ ンが爆発。（ 1人死亡） 1,000 6,8 

テキサス 食品添加物製造 爆発 町if蔵容器の爆発。（ 8人死亡、 5人負fj,)) 328 4 ,6 

メリーランド アルキド樹脂 爆発・火災 貯蔵容器の溶接継ぎ目からキシロ ルが漏出。 90 7 ,8, 9 

メリーランド ｛｝成繊維 爆発火災 i!t合機内で溶剤蒸気が爆発。（ 1人死亡、 8人負ilk) 50 4 ,6, 7 

オハイオ プラスチソク製造 爆発 ヒーターの制御系統が不調で溶剤のテトラヒドロフランが 68 自

出火。

ーーユーンリャーンリー 化ザ： 骨AヲE 発蝕反応、により反応慌のガスケ y 卜部分からアリルアルコ 45 4 '7 ,8 

－）レが漏出し爆発。

イリノイ 化学 爆発 発執反応により可燃性蒸気が漏洩し爆発。 99 6, 7 
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発生年 発生場所 工場H； ~lj
fう中主要凶

jJl持制m万円） I"' 
（望＜3参州）

事政形態

粉じん爆発｜小変粉の粉じん爆発。 （6人死亡、 7人l'lfl:;J
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発生年 発生場所 工場者［（81] ，，，故形態 放 慨 要 m害額（百万円j
危険要凶
（表3参町）

1975 せた．その結一束、ドラム内が真空状態になり圧的した。漏

れた油に消火し燃え上がった。機器が壊れたことによって

バーナーの予備のエアーヒーターが次の火災の原因となった。

ペンシルベニア 石油精娘 爆発火災 lr,(i由とナフタリンの貯積タンクの火災。 9日間燃え続けた。 2,600 不明

( 8人死亡、 17人負114)

テキサス ポリエチレン製造 爆発 高圧エチレンラインの故防。（ I人死亡、 4人れfl#) 不明 7 

ロードアイランド エアゾール党てん工地 爆発 パルプが偶然にも問状態になっていたため、イ ソブアンガ 200 6,8 

スが放tflo

カナダ線 fl:虫剤製j立 燥すE 発黙反応が爆発を誘発。 11 5, 7 

コロラド fヒ小 保1~ 可燃性燕気 （溶剤を含む合成樹脂、キシレン、ミネラルス 150 2,3,6 

ピリット）に培火。（ 4人負flii)

力ナダ滋 1ピt 火災 溶接火花によってプラスチソクのパイプからti'.，火。 1,600 7 ,8 

オランダ被 エチレン製造 爆発 iM転を開始したオレ7ィン製造装誼のナフサ分解装訟の中 5,000 6, 7 ,8 

の配管の格接部分がfl~i：：.ぜい併：破壊し、炭化水X （大部分

はプロピレン）のミストが漏洩。付近の貯蔵タン 7. ピル、

工場で爆発が発生。（ 14人死亡、 JOO人負fl,))

ニューヨ タ fヒ？ 爆発 出家貯蔵タンク唱が爆発。出家ガスが放出された0 ( 4人死 180 8 

亡、 86人f'lflk)

1976 インディアナ エアゾール党てん工場 国件発 可燃性ガスの偶発的な放出。（ 5人死亡） 400 6,7 ,8 

テネシー プラスチソタ樹脂製J立 火災 プラスチックポリマーの熱分解により火災発生． 42 7 

ニューヨーク チューインガム製jJ'i 爆発 ステアリン闘を7グネシウムが原因と思われる。（ 5人死亡、 100 4 ,6, 7 ,8 

50人flfl,)) 

ルイジアナ エチレンオキサイド 火災 油冷却装置の過圧により執交換慌の配管が破裂し火災とな 2,400 6,8 

制J立 った。

ルイジアナ 化学 唱生ヲE 工作用のモニターから誤日号をコンビュータがキヤソチし、 7 ,6α1 5,6,8 

多量のプロピレンオキサイドを役入してしまった。このた

め装組のi品111'.が上昇した。反応協は破裂し爆発した園

テキサス :rii1hti，製 爆発火災 燃料油タンクが爆発し、近くのタンクやアルキル化装置も 2,800 6 

li !fl flkした。

力ンサス LPG製jJ'i 火災 LPGの球形タンクが破裂し火災発生。 100 日

ペンシルベニア 石油開制 火災 ガ 7.~焼力日蝕炉用の放射配frが!flfl,)し、配管内のガス （主 65 日

にナフサ）に梢火した。

テキサス 喰料！！ii;"; 火災 柿電気によりラソ力ーシンナーが箭火した。最もjfrい消火 400 1,6, 7 

怜でも工場から約4,200フィート（約l,260m）も離れた所に

あり、役に立たなかった．

テキサス 石油化学 爆発 不完全燃焼により電気集じん機に検事千ガスが滞情し‘電気 160 4 ,6 .7 .8 

火花で引火爆発した。

1977 オハイオ ｛~IJ'l: 天怯ガス事選j;'i 爆発 ー火災 エキスパンジョンジョイントの接続不良部分からプロパン 184 自

およびブタンガスが漏洩し、引火して大爆発を起こし、火

災も発生．

ルイジ7ナ 化学 保~~ ごてt且化エチレン、エチレンおよび般家を製造する設備が燦 I, 120 5, 7 

発。原閃は、静電気火花と推定されるs

ネプラス力 製紙 火災 1＼帯電気により可燃性蒸気が箭火したと推定される。 102 日

ニュージャージー 化学 火災 原因は、可燃刊液体に放l布のため動かなくなったコンベア 67 6,8 

によ って生じた機械的火花が引火したものと推定される。

カンザス 石油精製 火災 ポンプの軸受の不良部分から、高j品・高圧のt由がポンプ室 150 8 

内に噴出し、引火したものと推定されるョ

イリ ノイ ft? 爆発・火災 中間タ ンクが過熱され内容物がボイルオ パーして抜発し、 740 6, 7 ,9 

その可燃性蒸気が引火したものと推定される。

イギリス滅 :rii1hM製 火災 機業内容の変更作業の問、悲W/f菩はスチームでパ ジされ、 200 6, 7 ,8 

残情物はドレンを通して礎棄されていた。しかし、ブタン

が継続して供給されていたため、ドレンからブタンが漏出

した．点火源は不明。

アイオワ セメン卜工場 火災 変電設備が孫雷を受け焼m。 82 

イリ ノイ アルミニウム製造 火災 ニトロセルロースの自然発火とみられる． 145 4 ,5 

テキサス ft’T 世企事E 化学製品の自然分解により、タ ンクが急激に加圧されたた 70 4 ,5 
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発生年 発生場所 工場鍾別 事故形態 事 放 概 聖書 m害額（百万円）
危険要因
（表3参照）

1977 めとみられる．

サウスキャロライナ 化学 火災 自然発火性の物質から出火．圧力計を取り外してそのまま 160 4 ,6, 7 

にしておいたため、オ トクレープの内容物（トルエンお

よぴナトリウム／カリウム触媒）がその開口部から漏出し、

自然発火したもの。

アラスカ パイプライン（原油） 爆発・火災 ポンプのストレ ナ部分が開放され、原油が240psi(16.8 8,000 6, 7 

kg／＂＇ ）で峨出して引火爆発した．原因はオベレーターの

操作ミスとみられる.（ I人死亡、 5人負｛＼§）

子キサス 石油精製 火災 アルキル化装也のヒーターの対流部分にある配管の不l'lfl)j 142 4 ,6,8 

所からパーナ へアルキル化物が流出し火災発生．当ヒー

ヂーは 6例の天然ガス用バーナーと腐食性の不純物を含む

厚l1由用バーナーによって加熱されていた．

テキサス 化学 爆発 ¥41,!；反応、による爆発と推定される． 90 5,6 

ミシガン 化学 火災 次亜塩紫俊カルシウムの再生物質の自然分解と推定される。 433 5 

テキサス 天然ガス圧送所 火災 材料の疲労と締め過ぎのため 3本のボルトがとれ、残りの 1,000 7,8,9 

5本のボルトでは10インチ （約25cm）のコンプレッサーバ

ルプのカバーを適切な位訟に保持できなくなった。天然ガ

スが漏洩し、コ ンブレソサ一周エンジンの電気火花によっ

て引火したものとみられる。(I人死亡、2人負傷）

アラパ7 化学 （パイロ ソトプ 火災 原因は、王位中のポンプ （商品のクレオソート溶剤用）か 140 7 ,8 

ラント） ら可燃性液体が漏れ、高弘の表面に接触して発火したもの

と推定される。

アラス力 石油精製 火災 ！民国は、発火点以上に加然された石油の蒸気が、ポンプ位置Eに 225 8 

あるリーク用パルプから噴出し、安気に触れて 火したもの．

インディアナ 石油精製 爆発 ＼！！＇.気集じん機が爆発 。この集じん機は接触分解装置Eの彼辞典 1,400 7 ,8 

炉の排出装置から触煤粒 fを除去するために設計されたも

のである。圧力が過度に上昇したとき、この接触分解装置E
は再始動していた。圧力によって自動的に作動するリリー

フパルプが作動せず、オベレーターはガスコンプレッサー

のHb生皮を監視していなかった。このため、ガスが当装置

内を逆流し、集じん機に滞情して放電によって引火した．

イタリア様 エチレン裂iil 爆発 エチレ ン創造工f,［で爆発。当工喝の作業日は爆発の前にガ 34 ,000 不明

スが漏洩していたと報f干しているが、今もって原因は不明

である。（ 3人死亡、 50人口114)

アラパマ 製紙 爆発 スクリーンチューブから水が漏れ、水とスメルトが反応し爆発。 135 7 ,8 

インディアナ 石油精製 火災 アルキル化装置のポンプ室にあるポンプのケーシ ングから 2,800 8 

150psi ( 10.Skg／岬）で120・F(49℃）のイソブタ ンのガ

スとアルキル化物が噴出した。ガスl;i30m離れた位置にあ

るヒーターと接触して引火し、ポンプに逆火してきた。30

秒以内で主主物全体が火炎に包まれた．

テキサス 石油化学 爆発 出化ビニルの大量軍合化に使用される6,000ガロン（22.Bli) 700 5 

の反応骨量は．定修のため停止していた， 再加圧したとき燥

発を生じた。原因は、化学反応が制御されなかったためと

推定される。 ( 2人負傷）

アリ、ノナ 石灰製造 粉じ人爆発 湿った石炭と電力不足のため炉で巡転上の支障が起こ って 125 6, 7 ,8 

いた。炉を起動させようと 4回目の撤作を始めたとき、当

装置全体に滞旬した石炭粉じんが爆発した。

イリノイ 石油精製 火災・爆発 2 ｝，~の地上貯蔵タンクに孫~Jjし、火災と爆発が起こり、他 1,880 1,8 

の 3誌のタンクにも引火して爆発した．

ケンタソキー 化学（合成ゴム別.ii'.i)爆発 ・火災 プタジエンが~の容器に浸透し、プタジエンと空気が反応 980 7,8 

したと推定されるが、これが原因で爆発を起こし、続いて

火災が発生した。

ロードアイランド プラスチンク製品 火災・爆発 1＼~電気によりアルコ ル殺気に引火した。そして、爆発に 77 6, 7 

製.ii'.i よってアルコールドラムの上部を吹き飛ばしたため、火災

が拡大した。

デラウェア 石油化学 爆発 亜備般を製.ii'.i中、硝荷量ア ンモニウム反応容器で暴走的な分 440 5, 7 ,8 

解反応が生じた。（ 4人死亡、 1人負傷）

ミズーリ 化学（殺虫剤製造） 爆発 溶融した有機リン般極の殺虫剤の分解発然反応により生じた。 78 5 

ウエストパージニ7 iヒ~ 火災 サクショ ンフランジが充分に固定されないままへブタ ンの 254 7 ,8 

受入タ ンクが再び配置された．数日後、政備のポンプでべ

アリングに欠陥が生じ、 t震動によりフラ ンジが緩みへプタ

ンが流出した。設備が閉鎖する前にへブタンに引火した。

この原困は、ベアリングの欠陥によりスパークもしくは熱

が生じ、これにより引火した公算が大きい．
ミズーリ プラスチソデ製造 火災 可燃性原材料に引火した．この原因は、電気配線の欠陥に 80 8 

よって生じたアーク放電とされている．
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歴史地震から学ぶ⑦ ｜ 

l地震火災 ｜ 

［条件によって異なる被害

焼失面積は関東地震の1/20だった

江戸地震

我が国では木造家屋が多いので、当然のことな

がら、地震があれば火災が発生するのが常であっ

た。古くからの地震記録をみると 、地震時に火災

が発生したという例は多いが、大正12年の関東大

震災のように、火災が震災を著しく拡大したとい

う例 は江戸時代末以前には少ない。現在に比べて

火種が少なかったためだろうか。

また、大火災が発生した場合でも、その記述は

科学的でなく、エピソードや惨状が主であるので、

その記述を分析して、現代に役立つ何かを得ょう

とするのは難しい。

変わった例から始めよう。究永 2年 6月17日（16

25年 7月21日）の熊本の地震では、熊本城の火薬

庫が爆発し、石壁の一部が崩れた。安政 2年 10月

2日 （1855年 11月11日）の江戸地震では、品川の

二番台場で含薬に引火し、約20人の死者が出た。

こういう例は、昭和39年 6月16日の新潟地震にお

ける、昭和石油の石油タンクの火災を想起させる。

最近における都市部の工場 ・コンビナート ・有毒

物質 ・可燃物の急増を思うと、地震による火災は

単なる家屋の焼失以上の重要な意味を持ってくる。

元禄16年 11月23日（1703年 12月31日）のいわゆる

元禄地震のときの江戸の火災についてはすでに記

した。 この地震では、 小田原でも城中ならびに12

か所から出火し、城中 ・域外で563軒が焼失した。

また、厚木では在家が大体崩れ、うち62軒が焼失

した。弘化 4年 3月24日の善光寺地震についても
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すでに記したが、このときも、長野市だけでなく

飯山、信州新町 、稲荷山などにも火災が発生した。

特に稲荷山では 4か所から出火し、200軒余を焼失

し、死者360人を出した。残った家は約30軒である。

また、上述の死者数のなかには旅宿人は含まれて

いないという。

安政 2年 10月 2日の江戸地震のときも、江戸市

内で多くの出火があった。 出火点数は約50点とい

う。 当時の全壊家屋数は約1.5万棟であった。これ

を関東大地震のときの東京の出火点数約130、全壊

木造建物1.3万棟と比べると、安政地震のときは全

壊木造家屋数に対する出火点数が少なかった。 ま

た、当時は穏やかで風がほとんど吹いていなか っ

た。 また、当時は人口の桐密な町家の面積は江戸

府内の約20% と少なく、広義の武家地は約64%、

残りの約15%が寺社地 であった。武家地や寺宇土地

には広大な空地のあるものもある。一方、町屋は

道路に沿って並んでいるなど、延焼しにくい条件

がそろっていた。 そのため、出火点数はかなりあ

ったが、火が合流することもなく 、焼失面積の合

計は約 2.2KM程度で終わった。 これは関東地震

のときの焼失面積の約1/20である。

朝食・夕食時に発生した能代と
津軽の地震

元禄 7年 5月27日 （1694年 6月19日）に秋田県

の北部、能代付近に規模7.0の地震があった。卯の

下刻というから今の午前 7時ごろ、ちょうど朝炊

の時刻であった。 この地震の様子をまず 「代邑見



聞録」 によってみよう。

「元禄七年甲成さっき未の七日、明行宮は薄墨

をた〉 ヘ 出る日は朱の盆を浮べるが如く 時な

らず東風繭楓と面を打 何となく物すさまじ くあ

やしみながら 唐土人の五月秋と詠じけんも是等

の気色にやと思ひ捨し 辰の刻頃大地俄に護い出

皆足を空に逃出けり 間もなく鎮まり家に入ぬ

朝寝の人々も是に賢官き起出 聞も伝へぬ強き地震

梁など外れざるゃなといふ内ゆり返しぬ あはや

と又逃出して 予は妹の逃兼けるが手を引て四五

歩台所土間へ下りしに 家をもてあげ落すよう

に壁の崩る 、を見両手を頭上ヘ組ければ拍手

や能りけん壁わかれて難なく屋根へ出 見渡せ

ば皆治て平地に成り 朝炊の時なれば 火の手方

々に見え 人は一 人も見えざりければ我のみ生

きて何かせんと 十方に暮しに 妹が呼声に気附

我が出し所より是も難なく取出しぬ然る所に実

兄其外下人共遁れ出 屋根ヘ来り かしこ愛取の

け 家公並に慈母の梁に押れ給ひしを取り出し奉

り下女も掘おこしぬ 彼音信に隣より来りし娘

梁 に髪をはさまれしも起して返しぬ 只五オにな

り 妹の背負れ梁に打れ果けるのみぞ長き思ひ

草なりけり 然れとも家公を始下々まで無差、

悦びあまり有けり 火は遠ければ家へ入りて調度

の様の物取出すは安かりけれども 度々震て止ま

ざりければ たまたま生きたるからさ命失ひては

手を空うするに似たりと上下堅く禁じて 手近に

最安き計を取かた付ぬ 後に聞けば難なく出け

るも 調度に目 くれ再応出入 し て 殺 に 打 れ 或

は出所をふさがれ焼死けるも多かりしとかや （中

略） 中にも哀なりしは丸尾何某がむすこ十四五

オばかり成にし 父は国許へ上り 母と二入居し

に 跡先に逃出けるか母は梁に打れ出兼しにより

何とぞ取出さんとしけれども手に叶はず 身もた

へけるを見て近所の者も力を添へしに 間もなく

火！懸り 是非なく立去れと母も共に言けれども

独り生て何かせんと 母が居りける所へすり入り

共に焼死けり （中略） 廿九日とやらん 津浪よ

り来ると騒たりけり 海面静に入船も有ければ

何でさあらんといへば 川上より押来ると口々に

笥 諸人騒たち屋敷打捨逃るもあり 彼淡人等

も曳来る馬 盗し物も打捨逃行けるぞおかしかり

き 日数経て銘々屋敷に立帰京の庵より猶軽き

住居なから 手廻り一所に集り 少し人心地ぞあ

地名 死 ｛話死馬

能代 300 2 

森岡 21 10 

格山

駒形 6 

飛根 15 100 

その他 52 98 1 

言十 394 198 13 

140" E 

りけり」
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雪Z 屋 土 蔵

Jt崩焼失破f員 震崩焼失破rn
350 719 53 126 36 

54 47 

42 

8 70 

106 2 

684 23 394 15 36 15 

1,273 859 447 144 36 15 

青森県

40" N 

1.駒形

2.桧1山

3金岡

4. bl恨

0 30km 

この記録から、その惨状の一端が伺われるが、

この地震は、遠く秋田城下で侍屋敷の破損があり、

弘前城で石垣が破損したりした。 その被害は図な

らびに表のとおり で、能代 ・駒形では震崩家屋よ

りも、焼失家屋の方が多 くなっている。 これも朝

食時に地震が起きたためであろう。

明手口3年正月 28日（1766年 3月 8日）の酉の亥IJ（午

後 6時ごろ）津軽半島一帯に破壊的地震が発生し

た。規模は6.9と推定され、青森や弘前には甚大な

被害があった。青森で全半壊547棟、焼失175棟 、

圧死101人、焼死91人、弘前では城のやぐら ・門な

どが破損し、壊家6,940棟、壊社寺60、焼失寺40、

焼失家252棟、土蔵の焼失267棟、死1,027人、焼死
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91人、圧死101人の被害があった。このいずれの町

でも壊に対する焼失家数、および圧死者に対する

焼死者の比が多い。これも、 地震がちょうど夕飯

時に起きたためであろう。黒石では19か所より出

火したらしい。

弘前での様子は次のようであった。

「今日天気和らき 元来雪厚く時分柄余寒に候へ

とも所々森林に鐙厚くか、り 一 人春めきたる事

と存候 然る所六ッ時否や乾の方より鳴動其響

き百干の雷の如く大地動揺して暫く不止 天色黒

く寅にして雲掩ひか》り綴々として風なく 殊に

甚だ火急の事にて遁れ出候間もなく怪我にて死傷

の者紗数 戸毎に老少の女童とも悲傷号泣の声喧

しく 其鶏犬猫の類迄東西にかけ走リ 鳴うめく

声i妥し 其内に治家より出火にて四方に火の手上

り誠に騒動いはん方なし 去共震動止亭なく 既

に晩迄に拾度余り 至 人々肝を冷し候.ti~ なリ 御

家中は門内囲の内 町家は街道の左右ヘ家々より

各戸板畳等を持出し 老少幼少の者を夜具等にて

囲置き、兎角して夜を明かし 火鉢或は雪の上に

火を焚 ゃうやう朝飯など給候て それより銘々

仮屋をしつらい住居せしこと既に四五日に至り候

尤雪消次第春風の度には仮屋をも幾度か掛直し住

居せしなり」

この文章から当時の様子がよ くわかる。特に仮

屋を建てても、風が吹くたびに作り直したなどと

いう大変な苦労があ ったことがわかる。 しかし、

火災の状況について、より詳しいことはわか って

いない。

初期消火で最小に押さえた被害

北但馬地震

前にも述べたように、火災については江戸時代

末までの地袋は、エピソード以外の教訓をほとん

ど残して くれていない。 そこで、本シリーズでは

初めてであるが、明治以後の地震を取り上げるこ

ととする。

大正14年 5月23日午前11時10分、いわゆる北但

馬地震が発生した。規模は7.0で、山1;2;の温泉地域

崎付近を震源地とする局地的な被害地震であった。

この地震で豊岡 ・城崎 ・港村に火災が発生し、全

半壊あるいは破損の上の焼失も含めての焼失戸数

は、豊岡1,483戸、城崎548戸、港村148戸である。
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これを上記 3町村の全半壊戸数519戸、 40戸、 580

戸と比べると、いかに火災が被害を増大させてい

るかがわかる。 このなかで港村の回結での話は忘

れられない。 回結では83戸中82戸がつぶれた。 全

滅である。 ちょうど養蚕の時期で36戸で炭火を使

っており、 3戸から出火した。村の人々は、家の

下敷きになり、助けを求めている人々の救助を後

回しにして、消火に当たった。 火を消し止めてか

ら、家の下敷きになっている人々の救助を行い、

58人を助けた。圧死者は 7人であった。消火に当

たったのが早かったので、火をすぐに消すことが

できたのは幸いであった。 もし、村の人々が人命

救助を先にし、消火を後回しにしたら、犠牲者の

数は、ずっと増えていたに違いない。 この団結部

落での焼失戸数は統計上ゼロと記録されている。

このことは、よくいわれる 「地震のときに、まず

消火」 という心得がいかに大切であるかを物語っ

ている。

これに反し、城崎の様子はこうであ った。温泉

地なので木造 3階建の家屋が多かった。 地震直後

に 5か所から出火した。まもなく他の 3か所の火

元が加わり、その上、飛火もあって 4時間のうち

に、ほとんど全町 （702戸）のう ち 548戸を焼失し、

しかも、 272人の死者を出したのである。

豊岡ではどうだったろうか。地震直後に 2か所

から出火したが、この火はすぐに消し止められた。

次いで、約 2時間後の午後 1時ごろにな って町の

北方から出火した。 出火地点は倒壊家屋の多い所

であったが、幸いに風はほとんどなかった。 しか

し、この火は主 として南と西に延焼し、午後 4u寺

ごろに鎮火した。 消火には破壊消防、水による方

法が用いられ、 一部では自然鎮火もあ って幸いし

た。この火は、豊岡における火災の90%を占める

広域のものだった。 第 4番目の火は午後 4時ごろ

発生したが、これはあまり延焼しなかった。小旋

風があったらしい。 第 5番目の火は午後 6時ごろ

発生した。第の番目の火元は翌24日午前 511寺ごろ

で、半壊家屋からであったが、 3軒を焼失しただ

けで消された。このよう に、地震に伴う出火は、

地震後、数時間一 1日経ても発生することがある

ので油断はできない。しかし、現在では炭火を多

く使っていた当時と違って、ガス ・石油 ・電気を

使っている。現在では、むしろ、出火は発震直後

に集中するのではないだろうか。



中小都市！こも大火ガ発生した

関東大震災

火災といえば関東大震災に触れずにすますこと

はできない。しかし、この地震については、特に

東京での様子については、多くのことがいろいろ

な本に述べられている。特に、被服廠での大惨事、

神田佐久間町 ・和泉町が焼野が原の一角に残った

話は有名である。しかし、この他にも浅草公園 ・

石川島 .i田島などが焼け残ったが、このことはあ

まり知られていない。

浅草観音の広場には多くの人が逃げ込んだ。や

がて荷物に火が付いた。 一歩間違えば被服廠のよ

うな惨事になったかも しれない。幸いに、そこに

いたトビの人々が、リ ーダ となり避難民を組織

して、当時あったヒョウタン池から水をリレ ーし

て火を消し止めた。この事実は、火は初期に消せ

ばよいということと同時に、よいリーダーがいて

組織すれば、群衆も一大戦力になるということを

教えている。

東京のことはこのくらいにして、あまり知られ

ていない横浜の火災について記してみよう。横浜

では、当時の市内の宅地面積の約80%に当たる390

万坪に被害が発生した。その比率からいえば東京

をしのぐものであった。そのうち全焼した町数は

80、半焼した町数は20で、焼失家屋数は55,826戸

に達し、死者は23,400人、行方不明者3,183人とい

う大被害となった。さて、横浜市内での出火元は

149、そのうち延焼したものは70以上で、出火原因

としては家庭の火種によるものが多かった。これ

を東京の出火元163、延焼火災84と比べると、その

面積の割合からいって、横浜の火災が多かったこ

とが伺われる。 lか所で100人以上の焼死者があっ

たのは末吉橋付近200人、梅ケ校町本願寺付近300

人、南太田町天神坂285人、吉浜町石炭置場150人

の 4か所である。特筆すべきは、伊勢山・掃部山

の話である。地震直後から多くの人々がこの地に

逃げ込んできた。 その人数は各々約 1万人といわ

れる。そのうちに、町に発生した火の手がこ の 2

つの山にも迫ってきた。そこにいた人々の気持ち

はどうだったろうか。伊勢山では避難していた人

々がついて、せっぱ詰まってそこにあった皇太神

宮の神楽殿を倒して延焼を防いだ。掃部山では、

偶然にも奇跡的に火が燃え移ることはなく、避難
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していた人々は助かったとの事である。

また、大火災のときは旋風が発生するのが常で

あるが、横浜では30が発生した。 そのうちの17は

移動し、長寿を保ったものは100-2,200mも走り

30分以上持続したものもあった。旋風の発生時刻

としては、 9月 1日16-19時が一番多く、大体風

に従って流された。 30件のうち、特に 6件は激し

いものだったという。一方、東京では105件の旋風

が発生したが、その時刻！としては15～ 17時 27件、

18-19時 19件と夕方に集中しているの

関東地震のときは東京・横浜ばかりでなく、幾

つかの都市で大火に見舞われた。たとえば、横須

賀では 6か所から出火し、焼失2,227戸に達した。

浦賀では総戸数5,397戸のうち、全半壊と全半焼を

含めて、全町の80%以上である4,527戸が被災した。

鎌倉では、震後20分以内に10か所から出火した。

そのうち 6つの火元が延焼し662戸が焼失した。小

田原では12か所から出火、そのうち 8つが延焼し、

2, 126戸を焼失した。鎮火は、翌 9月 2日の午前2

時であった。 このほか、秦野 ・厚木・真鶴 ・房州、｜

船形でも大火があった。このように大地震のとき

には、中小の都市でも、その町が大半焼失するよ

うな火災が多く発生するという事実を忘れること

はできない。

住環境の変化に応じた火災予測と

対策を

火災を取り巻く我が国の住宅環境は急速に変わ

りつつある。木造家屋の比率は徐々に減っている。

したがって、過去の地震火災の経験が、そのまま

来るべき地震火災に当てはまるとは限らない。そ

の上、木造建物は関東地震時より丈夫になってい

るので地震による倒壊率も昔よりは減るであろう。

したがって、全体としての火災発生率は減少する

であろう。しかし一方では、高層マンションが増

え、建築材料にも、火災のときに有毒ガスを多量

に発生するものが増えている。 また、石油タンク ・

ガソリンを積んだ自動車の氾涯が、地震火災にど

のような変ぼうを与えるのであろうか。 地方自治

体の地震火災災害予測も、現状では木造住宅が主

になっているようである。新しい環境に応じた、

地震火災災害予測と対策が強く要望される。

（うさみ たつお／東京大学地震研究所教授）
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協会だより

新規郵送ご希望の方へ

本，lt.の郵送を新たに.fu・望される方は、下記の要

領でお ＂＇し込みください。

l、本よ志は無料ですが、郵送料として 480同分

の郵便切手を＂＇込持に問封して ください。

2、111込舎には、 「車！？均古希望」 と、ご住所、お

名前、ご年令、ごヰ改築ーを、はっきりお符きく

ださい。

3、あて先＝点京行II下代IHI玄神 RI淡路町 2- 9

日本flt'.与保険協会予防時報係

本誌記事の転載について

披j!J: 、予防時報の~c ・1季、写点などの転械や号｜用

について州々お問い介わせがありますが、無断転

。1在は著作権侵存など、トラブルの原因になる：恐れ

があります。

編集部では、転，I＆ご希望については、著者のご

了解をf呼てできるだけを干さまのご期待にそえるよ

う努力いたしますので、必ず事前にご相，i実下さい

ますよう、お願いいたします。

防火ポスターデザイン募集中止について

当協会では、毎年「1;Jj火ポスターのデザイン募

集」 を行 ってまい りましたが、昭和54年度より －• 

般公募を tF’止することになりました。本誌を通じ何

々ご協力をrnきましたことに、お宇L111しJてlTます。

防火映画完成

前号（117号 ）でお知らせいたしました、当会新作

H央阿「友情は燃えて」が完成いたしました。 内容

は表4に掲。！在してありますので、 ご覧のうえ、｜山

火のつどいなどの機会にご活用下さい。
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日本損害保険協会の活動、とくに防災活動を中山にお
知らせするページです。協会の活動について、ご意見
やご質問ガございまし芝ら、伺なりとお気軽に編集部
＝当協会予防広報部予防課あてにお寄せ＜定さい。

消防自動車寄贈都市が決まりました

54年度第ー次分の寄贈先がつぎのように決まり

ました。

スノーケル卓 3f；・ ・大阪市（大阪府）、神戸市

（ 兵，，，~県 ） 、呉市（広島県 ）

特化学卓 6f；一・・存日m1市（士奇；五県，）、稲沢市ほ

か二町消防組作（愛知県）、八4崎市（京都府）、伊

丹市（兵庫県）、筑紫野大宰府消防組合（福岡県）

宇城広域消｜リ~l:lj生地，i止組介（ 熊本県 ）

ノ•lcf1"i •li.20f! ・・ーもlirl月消｜坊主R手子（ヰヒi/iti:fi）、li11t1・1打

（白域県）、横手‘jl成広域市町村｜週組介（秋川県）、

JJ11il'U也医ii'ilりj組合（鳩山n、i鳴巣地区消防車貝介

(t奇・Ii_県）、羽生di（埼 －Ii_県）、足利市（栃木県上

座 IHI 市 （神奈川県 ） 、船川市（ i'IJ•岡県 ） 、多治見 di

(II岐阜県）、佐橋市（愛知県）、r,5長市（二重県）、

高槻市（大阪府）、池同市（大阪府）、御坊市（和歌

山県）、芦屋市（兵庫県）、加古川市（兵庫一県）、｜幼

l待市（11J口県）、大牟1-11・，打（福岡県）、浦添市 (i中

t地県）

標 i¥l<,1＼’j•li.28f1·· ....聖者米地域広域行政事務組介 （

宮城県）、助iiUlt勝広域市町村｜銅組作（秋川県）、大

山1111北広域市町村l羽組合（秋！日l呆）、白恨地区消

防組合（新例県）、小出郷広域事務組介（新潟県）、

111条町（新潟県）、上福岡市（埼玉．県）、駒ヶ根市

（－針県）、焼<Iそi1-f（，怜岡県）、滑川市（窟山県）、

災e良市（ii岐阜県）、安米市能義郎消防組合（！計良

県 ） 、江涼市外 7 町村消防組介（島根県 ） 、浜 H~ -,11 

(h:；恨県）、中音II広域行政管理組合（鳥取県）、守

11 Jill （滋ti県）、小野市（兵庫県）、多紀郎一官E事

務組合（兵庫県）、相生市（兵庫県）、－c原市 （広

島リ，u、美祢市（111口県）、円i昌寺市（香川県）、同

条市（愛媛県）、同情消防組合（高知県）、嶋門市

（徳島県）、fU¥'.'IIB消防事務組合（fl，：れ県）、大野

城市（福岡県）、天草i肖｜；方組合（熊本県）

合計57;'-;



災害メモ
t焼失。 4億問以上の損害。・4・4 東京都誌飾区柴又の藤屋

材木屑倉庫付近から出火。強風で付

近の密集地に飛ぴ火。計 7棟l,198m' 

焼損。小学4年生の放火。
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1名死亡、 58名重軽傷。・4・17 奈良県北葛城郡王寺町の

国鉄和歌山線ニ輪街道路切で、普通

列曜と、一時停車せず突っ込み立ち往

生した大型ダンプカーが衝突。先頭・4・18 長野県岡谷市山下の梱包 のディーゼル機関卓は脱線、転覆。

育火災 材料製造工場付近から出火。隣接工 客"13両も脱線。 20名重軽傷。・2 ・7 福島県福島市新町の家具 場など10様約3,000m＇焼損。

の鈴木2階倉庫付近から出火。 1棟 ・4・11 ’iJ山県西砺波郡福光町で ＊海繁

約l,250m＇と隣接建物を半焼。 火災。 （グラビアページヘ） ・3・22 絡岡県下回市下回港沖神・2・11 北海道虻回郡倶知安町二 ・4・13 東京都足立区梅島、東武 壬広島付近で、カツオ 1本釣り漁船

セコ国際ひらふスキー場の山田温泉 伊勢崎線梅島駅前の尾島ストア lF皆 皆徳丸（59t、18名乗組）が横波を

ホテルレストハウス 21荷付近から出 から出火。隣接ビルに延焼し、 8練 受け沈没。 16名行方不明。

火。本館に延焼し、計2棟 l,077m' l,852m＇焼倒。 2名一般化炭素 中毒、 ・3・22 香川県坂出市与島南東約

焼損。 l名負傷。 600m j中の保j讃瀬戸航路で、 油タン・2・16 愛媛県西宇和郡二崎町の カー第 8宮丸（997ト 12名乗組）と貨

町立二名津中学校て’火災。 l棟1,404 ＊爆発 物船第18大黒丸（414t・6名乗組）が

m'全焼。同校 3年生の放火。 ・2・5 愛知県額回郡幸田町の日 衝突。宮丸にき裂が生じ、ミナス原・2・22 静岡県静岡市大和町の治 本勤労福祉センタ一三河ハイツ地：下 油約257k£流出。

水食総合資会社で火災。 8棟約3,400 1階レストランシアターで、プロパ ・4・25 伊豆大島風早崎西約lOkm

m’焼鎖。 ンガスが爆発。室内は天井が崩落 で、冷凍運徹船第8関正丸（499t・

・ 2 ・ 27 福岡県~前市大字八屋の したり板壁が吹き飛ぴ、563m＇大破。 8名乗組）がI農霧のため貨物船神長

インテリア山本付近から出火。 7棟 本館研修室も被害。歓送迎会中の従 丸（999t・12名乗組）と衝突。神長丸

l ,565m＇焼損。 20世帯50名り災。 l 業員 2名死亡、 19名重軽傷。 は沈没。 12名行方不明。

名死亡。 ・2・10 東京都笠島区のカドラー・2・28 北海道網走市嘉多山の市 マンション311号室で都市ガスが爆発。 合自然

立嘉多山小 ・中学校で火災。校舎、 87棟179世帯に被害。 1名死亡、 30 ・3・30-31 日本海を北上した低

体育館など計4棟1,711 m’焼損。 名負傷。 気圧の影響で全国的に強風被害。被・2・28 福岡県北九州市門司区風 ・2・15 北海道札眺市北区のアパ ：；！＿；＇.は九州から東北地方まで 13県に及

師の共同住宅居室から出火。全焼24、 一トグリーンハウス 1階でプロパン ぴ、死者8、負傷138、全壊80、半壊

部分焼 3の計27棟約2,500m＇焼損。 ガスが爆発、炎上。 250m＇全焼。 1名 733、一部破損13,284、床上・下浸水・3・3 東京都品川区二葉の真木 死亡、 2名重傷。 272。（ 5月16日現在消防庁調べ）

プラスチック工業所事務室から出火。 ・3・9 宮城県岩沼市亀塚の市営 〔最大瞬間風速大分26.2m、松江32.9

周辺住宅、アパートに延焼し、 22棟 アパート 2号機2階224号室で、プ m、新潟33.0m、秋田35.7m〕

l,l05m＇焼損。 37世帯88名り災。 l名 ロパンガスが爆発、炎上。真上の 3 ・3・31 長崎県立島玉之浦町の海

死亡、 l名負傷。 階234号に燃え移り、計120m＇全燃。 停で、あぴき現象（冨！J振動）がおき、・3・27 神奈川県川崎市中原区の 3棟56世帯り災。 7名重軽傷。 i州立が急激に高くなったためアオサ

荏原合金工場 1階から出火。700m＇焼 採りの3名が波にさらわれl名死亡。

娘。 3名死亡、 4名重傷。 ＊陸上交通 山江港や長崎港でも、転覆や大破す・3・29 群馬県桐生市梅田町忍山 ・3・29 茨城県土浦市木田余茅場 る船が続出。 〔同日13時45分潮位差

地内で山林火災。 2,326ha焼損。 国鉄常盤線鹿島街道踏切で、普通列 278cm〕・3・30 神奈川県横浜市中区の乾 車（12両編成）と大型ダンプカーが ・4・3～ 4 北海道で降雪。札幌

倉庫横浜支店倉庫から出火。同工場 衝突。 l両国は横転し民家の物置に では4月としては日降雪量 1位の記

約800m＇と外国産乾燥たばこ約 1,000 突っ込み、 2両目は下り線をふさぐ。 録。 〔札申見35cm、広尾socm〕



'79予防時報118

＊その他・2・11 長崎県佐世保市立神町の

佐世保重工業佐世保造船所構内南岸

壁で、修理中のタンカーキングスタ

ー号（ 134,700t）が火災。パイプ取付

作業中の 2名死亡、 2名重軽傷。溶接

火花がスラッジに引火したらしい。・3・29 兵庫県西宮市の阪神ljl子

園球場入場券売り場で、行列が崩れ

約25名将棋倒lし。2名死亡、11名経傷。・3・20 群馬県利般郡水上町の上

越新幹線大消水トンネル保登野沢工

坑内で、全断面向lj岩機を撤収するため

酸素溶接機を使つての解体作業中火

災。救援に向かった作業員 2名の計

16名死亡。・4・3 青森県南津軽郡尾上町の

金田小学校で、宗教団体に払い下げ

の講堂を信者が解体作業中、屋線661

m＇が崩落。 22名重軽傷。

＊海外・2. 1 ブラジル東南部4州で、

45日間にわたる集中豪雨。サンフラ

ンシスコ川など主要河川があふれ、

1,500名以上死亡。・2・6 西独プレーメン市の港湾

地帯にある製粉工場で爆発。風圧で

5｛東が倒壊し火災が発生。 3名死亡、

l l名行方不明。・2・15 ポーランド・ワルシャワ

市の貯蓄銀行で爆発。 33名死亡、 78

名負傷。埋設の灯火用ガス管のパル

プから漏れたガスがダクトを伝って

銀行地下室に充満したもの。・2・16 ペルー南部アレキパでM

6.2の地震。市内の主要建築物に大き

な被害。少なくとも13名死亡、数100

名負It言。・2・20 インドネシア ・ジャワ島

シニラ火山が爆発。毒ガスと溶岩の

流出で180名以上死亡、 1,000名以上

負傷。 17,000名避難。・3・7 米・テキサス州クリスタ

ル市郊外の農薬工場リバーサイド化

学会社で爆発、全焼。・3・14 メキシコ南部でM7.5の地

震。メキシコ市を中心に建物崩壊な

どかなりの被害。最も大きな被害を

受けたのは太平洋岸地域で、ラチャ

ペタ村では3,000世帯全戸が崩壊。15

日現在16名死亡、15,000名家を失う。・3・28 米・ペンシルペニア州の

スリーマイルアイランド原子力発電

所で事故。（グラビアページへ）・4・8 米・フロリダ州クレスト

ビュー近くで、化学薬品満載の貨物

列車（108両編成）が脱線。 28両が転

覆、炎上。大量の有毒ガスが発生し、

周辺住民4,500名避難。・4・10 ルーマニア・プカレス卜

市内のデパートビクトリアで閉店直

後火災。全焼。 3名死亡、多数負傷。

同国最大規模のデパート火災。・4・11 パキスタン・ラワルピンジ

市の国営花火工場火薬庫で大爆発。

少なくとも33名死亡、70名負傷。最終

的に死傷者約300名になる見込み。・4・10 米テキサス州北部からオ

クラホマ州南部にかけて竜巻。60名

死亡、 800名負傷。被害総額は 2～3

1意ドル。・4 ・13 ：！（領セントピンセント島

のラスフリエール火山が噴火。住民

15,000名避難。 2名死亡。・4 ・15 ユーゴスラピア南部モン

テネグロ共和国のアドリア海沿岸一

帯でM7.2の地震。建物が崩壊し、都

市の機能もマヒ状態。古都コルトでは

古い建物を中心に70%の家屋倒演。

大津波も発生しホテルや建物が押し

流され、250名死亡、500名以上負傷。・4・22 韓国ソウルのライオンズ

ホテル 5~皆客室付近から出火。 5名

死亡、 24名重軽傷。・4・30 インドネシア・スマトラ

のメパリ火山が噴火。数か村が破壊

され、 60名死亡、 19名行方不明。

編集委員

赤木昭夫 NHK解説委員

秋田一雄 東京大学教授

安倍北夫 東京外国語大学教授

岡本博之 科学符察研究所交通部長

川島巌 東京消防庁予防部長

塚本孝一 日本大学教授

根本順吉 気象研究家

平池輝雄 日本火災海上保険附

山崎茂樹 同和火災海上保険鮒

編集後le.3月に、郵送読者にアンケートを

お願いしました。回収率48.2%と

大変なご協力をいただき、ありがと

うございました。編集については、

97 .5%と、大部分の読者にこ1前足い

ただいている集計結果がでて、編集

部一同喜んでいます。今後の編集に

関するご希望も多数いただきました

が、編集委員会で検討の上、できる

ものは形にしていきたいと考えてい

ます。 ．雷は夏の風物詩。 118号の

ずいひつは雷にしようということに

なりました。今年は早くも5月26、

27日の 2日にわたる全国的な落雷で

8人の死者。この中に、樹木の下に避

難したゴルファーの被害があり、び

っくりしました。倉嶋先生の原稿で、

樹の下に避難するのは危いと、 読ん

だばかりだからです。雷は 117号で

とりあげるべきだったかナ、などと

考えました。 （鈴木）
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昭和54年 3月28日午前 4時（日本時間同日午後 6

時）ごろ 、米 ・ペ ンシルベニア州ハリスパーグの

スリーマイルアイランド原子力発電所の原子炉（ノて

ブ コック・アンド・ウイルコック（ BW） 社 製 加

圧水型 軽水炉）で炉心破損事故。ポンプから水が

漏 れ、 この水に含まれている核介裂生成物が外部

に漏れ、大気の放射能汚染が生じたため、30日間

州知事は、発電所から半径 8km以内の学齢期以前

幼 冗 と妊産婦の避難、学校閉鎖を勧告。原発 周 辺

の何万人が一時避難するという異常事態。炉心の

全面的溶融という最悪事態は避けられたが、 この

原発事故で、各国の原子力開発の安全対策の見直

しが迫られた。 5月21日米下院内務委員会のスリ

ーマイルアイランド原発事故調査団は、事 故 の 主

要原因は人為的なミスでなく 、機器の不調と言十器

誤表示が事故をひき起こしたとする調査報告書を

まとめた。

事故後の我が国の主な動き

3/31 通産省 ・資源エネルギー庁は、現在運転段

階に入っている20原発に対し、保安体制の総点

検を通達。

4/2 日本各地で抗議行動。

4/5 定期検査中の加庄水型原子炉 7基の内 4基

で異常発見。

4/ 14 原子力安全委員会は、関西電力大飯原発 l

号機をはじめ全加圧水型炉の一時的な運転停止

i米・ペンシルベ二戸

E事司王E主a
を決 定。女川原発も許認可手続きを，東結。

4/ 19 原子力発電所等 防 災対策連絡会議（仮称）

の第 l回会合。防災計画の抜本的見直しと退避

基準など防災指針のまとめ作業を開始。

4/23 通産省 ・資源エネJレギーl守は、現在運転中

の沸騰水型炉 6基とガス冷却炉 l基の言十 7基を

対象に、特別保安監査。原子力安全委員会は、

「原子力発電所等周辺防災対策専門部会J 設置

を決定。

4/24 通産省 ・資源エネルギー斤は、大飯 l号機

の「現状のままで安全性は損われなしりという

解析結果を、原子力安全委員会に報告。併せて

圏内原子炉総点検の中間結果を報告。

5/18 原子力安全委員会の発電用炉部会は、大飯

l号機についての通産省の総点検結果と 、それ

に基づく七項目の指示事項の一部修正で承認。

5/19 原子力安全委員会は、大飯 l号機について

「現状で安全J と、再開を認める最終結論。

ffiil 
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昭和例年 4~II 臼何時 47介ごろ、 3富山県西砺；皮

郡稲光町西町の瀬川l製粉所作業所から出火。付近

l;t、道路沿いに木造家屋が裁ぴ、獲倹jには木材J苫・

木工場などの工場・倉庫のある密集地。折から、

異常乾燥注意報が出正予れ、温度25%と空気も乾燥

している上、風速10mを連軍す（最大瞬間風速13.3

m）最悪の気象条件が震なり、火は次4 と燃え広

がった。また強風にあおられ、火の粉が各所に飛

火し炎上したため消火活動も重量行し、 5時間後の

向日21時05介、 14,214m＇を焼いて鎮火した。原因

は調査中。

宿光町火災被害（消紡rt主題ベ）

死傷者数 死者 0、負傷者15名

り災投勝数

焼損棟数

焼失面積

被害害総額

57世古都 242.:g 

全焼 42棟 ｝ 
t富十57棟

半焼 15棟 J 
14,214m' 

7 j意9,340方向



防災誌

予防時報（季刊）

奥さま防災ニュース（隔月刊）

防災指導書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火 ・防爆指針

石油化学工業の防火 ・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

ビル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

旅館 ・ホテルの防火（堀内三郎著）

防火管理必携

事例が語るデパートの防火（塚本孝一著）

防災読本

やさしい火の科学（崎川範行著）

イザというときどう逃げるかー防災の行動科学（安倍北夫著）

いますぐ覚えておこう 暮らしの防災知識

そのと き／あなたがリーダーだ（安倍北夫著）

映画

危い／あなたの子が

みんなて考える火災と避難

あなたは火事の恐ろしさを知らない

ドライノてーとモラル

危険はつくられる（くらしの防火）

動物村の消防士

パニックをさけるために（あるピル火災に学ぶもの）

煙の恐ろしさ

ザ・ファイヤー・ Gメン

ふfこりの手ム

火災のあとに残るもの

火事と子馬

友情は燃えて

オートスライド

防火管理

火災・地震からいのちを守ろう

ここに自をむけよ う／（火災の陰の立て役者）

実例にみる防災アイディア（家族みんなの火の用心）

工場の防災（安全管理システムの生かしかた）

映画 ・スライドは、防火講演会・座談会のおり、ぜひこ啄リ用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔札幌＝（011)

231 -3816、仙台＝（0222)21-6466、新潟＝（0252)23-0039、横浜＝(045)20 Iー7096、静岡 ＝（0542)52 1843、金

沢＝（0762)21-1149、名古屋＝（052)971-1240、京都＝（075)221-2670、大阪＝（06)202-8761、神戸＝(078)341 

-2771、広島＝(0822)47-4529、高松 ＝(0878)51 3344、福岡＝（092)771-9766〕にて、無料貸し出ししております二

主要 日本損害保険協会 千三者思~~）~ii~~l~li ~；f~~ ）T IO I 
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発行所社団法人日本損害保険協会

東京都千代田区神田淡路町2-9干IOI

電話＝ （03)255-1211（大代表）

友情肱燃えて

主要日本損害保険協会

朝日火災海上保険株式会社

共栄火災海上保険相互会社
興亙火災海上保険株式会社

住友海上火災保険株式会社

大正海上火災保険株式会社

大成火災海上保険株式会社

16ミリ・カラー全3巻・35'分

太陽火災海上保険株式会社

第一火災海上保険相互会社

大東京火災海上f呆険株式会社

大同火災海上保険株式会社

千代因火災海上保F剣結t会社

東亜火災混と再保F剣朱式会社

小学校5年生の昭夫が火事で亡くなった。火

事の原、凶についての近所の無責任なうわさに、

昭夫の一番，悦しかった典彦（主人公）が火災原

因を調べ始めます。

消防署を訪ねて聞L、た話は何か？

昭夫が死んだ、.flJ!_由は何だったのか？

ストーリーの進展とともに、解明していくの

ですが、全体として、典彦を中心とする級友

の美しい友・m・がテーマになっています。

純具；な子供たちのドラマは、見る人すべてに

大きな！日ト」助を与えます。またそのゆtfl!Jととも

に、 ｜切火のための大切な知識を叫に強〈焼き

つけるに追いありません。

東京海上火災保険株式会社

東洋火災海上保険株式会社

同和火災海上保険株式会社

日動火災海上保険株式会社

日産火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

日本火災海上保険株式会社

日本地震再保険株式会社

富士火災海上保険株式会社

安田火災海上保険株式会社
｛社II：会社501¥＇舶｝


	1180001
	1180002
	1180003
	1180004
	1180005
	1180006
	1180007
	1180008
	1180009
	1180010
	1180011
	1180012
	1180013
	1180014
	1180015
	1180016
	1180017
	1180018
	1180019
	1180020
	1180021
	1180022
	1180023
	1180024
	1180025
	1180026
	1180027
	1180028
	1180029
	1180030
	1180031
	1180032
	1180033
	1180034
	1180035
	1180036
	1180037
	1180038
	1180039
	1180040
	1180041
	1180042
	1180043
	1180044
	1180045
	1180046
	1180047
	1180048
	1180049
	1180050
	1180051
	1180052
	1180053
	1180054
	1180055
	1180056
	1180057
	1180058
	1180059
	1180060
	1180061
	1180062
	1180063
	1180064
	1180065
	1180066
	1180067
	1180068
	1180069
	1180070
	1180071
	1180072
	1180073
	1180074
	1180075
	1180076
	1180077
	1180078
	1180079
	1180080
	1180081

